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岡
家
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書
と
大
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命
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廣
岡
家
研
究
会

目
次

は
じ
め
に

一
廣
岡
家
関
連
史
料
の
概
況

一

�一
大
同
生
命
文
書

一

�二
廣
岡
家
文
書

一

�三
そ
の
他
の
廣
岡
家
伝
来
史
料

二
加
島
屋
久
右
衛
門
の
創
業
と
成
長

二

�一
創
業
年
代
と
業
種
に
つ
い
て

二

�二
廣
岡
家
の
系
図

二

�三
廣
岡
家
と
三
井
家

二

�四
新
屋
九
右
衛
門
家
文
書

三
加
久
・
加
五
の
経
営
概
観

三

�一
加
久
・
加
五
の
勘
定
目
録
概
観

三

�二
加
久
の
経
営
内
容
変
化

三

�三
奉
公
人
・
別
家
制
度

四
廣
岡
家
の
大
名
貸
経
営

四

�一
加
久
と
加
五
に
よ
る
融
資
先
の
分
担

四

�二
大
名
貸
経
営
史
料
群
の
概
観
と
特
色

四

�三
中
津
藩
財
政
関
係
史
料
の
伝
来
経
緯

四

�四
中
津
藩
財
政
関
係
史
料
の
特
長

五
廣
岡
家
と
明
治
維
新

五
�一

藩
債
処
分
へ
の
対
応

五

�二
為
替
方
就
任
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史
料

紹
介

�
大
坂
豪
商
・
加
島
屋
（
廣
岡
家
）
の
概
容

�



六
廣
岡
家
の
銀
行
経
営
と
保
険
会
社
経
営

六

�一
加
島
銀
行
の
経
営

六
�二

大
同
生
命
の
経
営

六

�三
廣
岡
合
名
会
社

七
廣
岡
家
と
茶
の
湯

七

�一
近
世
後
期
久
右
衛
門
家
当
主
と
茶
の
湯

七

�二
近
世
後
期
久
右
衛
門
家
の
道
具
購
入

七

�三
久
右
衛
門
家
に
お
け
る
茶
の
湯
の
習
得

七

�四
毛
利
重
就
の
来
宅
と
七
事
式
の
観
覧
、
茶
匠
と
の
関
係

八
廣
岡
家
と
西
本
願
寺

八

�一
廣
岡
家
の
信
仰

八

�二
廣
岡
家
文
書
の
寺
社
関
係
史
料

八

�三
廣
岡
家
と
寛
政
期
学
林
再
建

お
わ
り
に

は
じ

め
に

廣
岡
家
は
近
世
初
期
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
大
阪
を
拠
点
に
活
動
し

た
家
で
あ
り
、
本
家
・
久
右
衛
門
家
（
大
坂
玉
水
町
、
現
・
大
阪
市
西

区
江
戸
堀
一
丁
目
）
と
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
創
出
さ
れ
た
分

家
・
五
兵
衛
家
（
大
坂
江
戸
堀
一
丁
目
、
現
・
大
阪
市
西
区
江
戸
堀
一

丁
目
）
を
中
心
と
す
る
。
尼
崎
藩
領
・
東
難
波
村
（
現
・
尼
崎
市
東
難

波
町
三
丁
目
）
の
廣
岡
家
の
次
男
に
生
ま
れ
た
廣
岡
富
政
（
一
六
〇
三

�一
六
八
〇
）
が
、
大
坂
で
加
島
屋
久
右
衛
門
を
創
業
し
た
こ
と
に
起

源
を
持
つ
。

以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
世
襲
名
に
因
ん
で
、
尼
崎
の
家
を
九

兵
衛
家
（
東
難
波
村
）
、
大
坂
本
家
を
久
右
衛
門
家
、
大
坂
分
家
を
五

兵
衛
家
と
呼
称
し
、
廣
岡
家
総
体
を
指
す
場
合
は
、
単
に
廣
岡
家
と
呼

称
す
る
。
ま
た
経
営
体
を
指
す
場
合
に
は
、
加
島
屋
久
右
衛
門
（
加
久
）、

加
島
屋
五
兵
衛
（
加
五
）
と
呼
称
す
る
。

加
久
は
、
創
業
時
に
は
米
取
引
業
に
従
事
し
て
い
た
が
、
一
八
世
紀

に
入
っ
て
両
替
業
に
軸
足
を
移
し
て
以
降
、
銀
行
業
、
保
険
業
と
、
金

融
業
を
経
営
の
軸
と
し
、
現
在
の
大
同
生
命
保
険
株
式
会
社
（
以
下
、

大
同
生
命
）
に
事
業
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
近
世
中
期
以

降
に
展
開
し
た
両
替
業
（
屋
号
・
加
島
屋
久
右
衛
門
）
に
お
い
て
は
、

三
井
家
や
鴻
池
屋
善
右
衛
門
と
並
び
称
さ
れ
、
江
戸
幕
府
が
町
人
に
対

し
て
行
っ
た
半
強
制
的
な
募
債
（
御
用
金
）
や
、
大
阪
市
中
で
実
施
さ

れ
た
各
種
施
行
に
お
い
て
、
常
に
最
高
額
を
負
担
し
た
、
大
坂
を
代
表

す
る
豪
商
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
右
の
位
置
づ
け
に
反
し
て
廣
岡
家
に
言
及
し
た
研
究
は
限

ら
れ
て
い
る
。
戦
前
に
お
い
て
は
、
菅
野
和
太
郎
、
本
庄
栄
治
郎
に
よ

る
廣
岡
家
所
蔵
史
料
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
明
治
初
年
の

御
用
金
や
通
商
会
社
と
の
関
連
で
参
考
資
料
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で

あ
る （１
）。
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廣
岡
家
を
専
論
し
た
も
の
と
し
て
は
、
宮
本
又
次
に
よ
る
概
説 （２
）や

『
大
同
生
命
七
十
年
史 （３
）』
に
お
い
て
近
世
～
近
代
初
期
の
経
営
が
簡
潔

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
他
は
、
大
同
生
命
所
蔵
史
料
の
調
査
を
行
っ
た
大

阪
市
史
編
纂
室
に
よ
る
史
料
紹
介
と
、
当
該
調
査
に
当
た
っ
た
野
高
宏

之
に
よ
る
、
萩
藩
と
加
久
の
関
係
に
関
す
る
研
究
論
文
を
得
て
い
る
の

み
で
あ
る （４
）。

三
井
・
住
友
・
鴻
池
と
い
っ
た
近
世
期
を
代
表
す
る
商
家
に
関
す
る

研
究
が
豊
富
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
の
に
比
す
れ
ば
、
圧
倒
的
に
研
究
が

少
な
い
状
況
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
偏
に
史
料
の
公
開
状
況
、
利
用
環
境

の
差
異
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
廣
岡
家
文
書
（
神
戸

大
学
経
済
経
営
研
究
所
所
蔵
）
お
よ
び
大
同
生
命
文
書
（
大
阪
大
学
経

済
史
・
経
営
史
資
料
室
所
蔵
）
は
、
そ
の
差
を
埋
め
る
こ
と
に

�が
る

と
期
待
さ
れ
る
史
料
群
で
あ
る
。

加
久
は
、
三
井
八
郎
右
衛
門
ら
と
共
に
、
江
戸
幕
府
が
大
坂
で
編
成

し
た
「
融
通
方
」
と
呼
ば
れ
る
金
融
御
用
達
集
団
に
所
属
し
て
お
り
、

江
戸
幕
府
の
御
用
金
や
買
米
政
策
の
主
翼
を
担
っ
て
い
た （５
）。
し
た
が
っ

て
、
加
久
の
経
営
動
向
の
解
明
は
、
三
井
家
の
江
戸
幕
府
御
用
の
実
態

解
明
に
も

�が
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
五
兵
衛
家
に
つ
い
て
は

小
石
川
（
出
水
）
三
井
家
と
重
縁
関
係
に
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
加
久
も
含
む
廣
岡
家
全
体
に
関
わ
る
新
発
見

史
料
の
概
要
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
研
究
史
上
の
意
義
と
、
今

後
期
待
さ
れ
る
研
究
展
望
を
示
す
。

な
お
、
執
筆
者
・
廣
岡
家
研
究
会
に
つ
い
て
補
足
す
る
。
こ
れ
は
科

学
研
究
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
課
題
番
号
・

16
H
03645）

に
基
づ
い
て

結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
に
紹
介
す
る
廣
岡
家
関
連
史
料
の
分

析
を
一
つ
の
目
的
と
す
る
。
本
稿
末
尾
に
掲
示
し
て
い
る
執
筆
分
担
に

名
前
の
挙
が
っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
が
、
現
在
の
構
成
員
で
あ
る
。
無
論
、

同
研
究
会
以
外
の
方
に
も
史
料
閲
覧
・
利
用
の
門
戸
が
開
か
れ
て
い
る

こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（

1）
菅
野

和
太
郎
『
日
本
会
社
企
業
発
生
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九

三
一
年
、
六
九

�一
五
一
頁
（
後
、
同
『
幕
末
維
新
経
済
史
研
究
』
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
六
一
年
に
加
筆
採
録
）
、
本
庄
栄
治
郎
「
明
治

初
年
の
御
用
金
」
（
『
本
庄
栄
治
郎
著
作
集
第
九
冊
』
所
収
、
清
文
堂

出
版
、
一
九
七
三
年
）
、
五
六
〇

�

六
〇

二
頁
。

（

2）
宮
本
又
次
『
大
阪

町
人
』
（
弘
文
堂
、
一
九
五
七
年
）

二
〇
一

�二
一

五
頁
。

（

3）
大
同
生
命

保
険

相
互
会
社
編
『
大
同
生
命
七
十
年
史
』
（
同
社
発
行
、

一
九
七
三
年
）
。

（

4）
大
阪
市
史
編
纂
所
編
『
大
阪
市
史
史
料
第

67輯
会

計
官
日

誌
』

（
大
阪
市
史
料
調
査
会
、

二
〇
〇
六
年
）
、
野
高
宏
之
「
加

島
屋
久
右
衛

門
と
黄
金

茶
碗
」
（
『
大
阪
の

歴
史
』
第
六
八
号
、
二
〇
〇
六
年
八

月
、

六
三

�八
六
頁
）。
こ
の
他
、
五
兵
衛
家
の

子
孫
で
あ
る
廣
岡

信
一
郎
に

よ
る
私
家
版
（
『
加

島
屋
廣
岡
家
の

由
来
』
同

氏
発
行
、
一
九
九
四
年
）

や
、
大
同
生
命
従
業
員
・

監
査
役
（
当

時
）
松

葉
屋
幸

則
が
、
社

内
誌

廣岡家文書と大同生命文書

305



に
寄
稿
し
た
論
稿
（
「
江
戸
時
代
の
加
嶋
屋

�初
代
廣
岡
正
教
か
ら
代

正
饒
ま
で

�」
『
雄
心
会
論
叢
』
第
四
三
号
、
一
九
九
九
年
二
月
、
二

七
�

四
四
頁
、
「
広
岡
家
と
近
松
門
左
衛
門
お
よ
び
連
歌
師
里
村
昌
億
」

『
雄
心
会
論
叢
』
第
四
六
号
、
二
〇
〇
四
年
七
月
、
一

�

八
頁
）
も
あ
る

が
、
そ
の
性
質
上
、
一
般
に
流
布
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。

（

5）
高
槻
泰
郎
『
近
世
米
市
場
の
形
成
と
展
開

�幕
府
司
法
と
堂
島
米
会

所
の
発
展

�』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
六

�一
八

八
頁
。

一
廣

岡
家
関
連
史
料
の
概
況

一

�

一
大
同
生
命
文
書

大
同
生
命
大
阪
本
社
に
は
、
伝
来
の
経
緯
は
不
明
瞭
な
が
ら
、
そ
の

前
身
と
な
っ
た
加
島
銀
行
、
大
同
生
命
保
険
相
互
会
社
、
お
よ
び
廣
岡

家
の
子
孫
よ
り
引
き
継
が
れ
た
と
さ
れ
る
史
料
群
が
あ
っ
た
。
『
大
同

生
命
七
十
年
史
』
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
れ
ら
史
料
の
点
数
は
約
二
五
〇

〇
点
（
内
、
近
世
史
料
は
約
四
〇
〇
点
）
に
及
び
、
大
阪
市
史
編
纂
所

が
調
査
を
行
い
、
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る （１
）。

そ
の
後
、
大
同
生
命
創
業
一
一
〇
周
年
記
念
事
業
を
契
機
と
し
て
、

二
〇
一
一
年
十
二
月
、
大
同
生
命
よ
り
大
阪
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究

科
に
こ
れ
ら
の
史
料
が
寄
託
さ
れ
、
「
大
同
生
命
文
書
」
と
名
付
け
ら

れ
た
。
澤
井
実
を
中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
（
他
に
宮
本
又
郎
、
倉

林
重
幸
、
結
城
武
延
、
高
槻
泰
郎
）
が
、
大
同
生
命
の
協
力
を
受
け
、

新
た
に
追
加
さ
れ
た
史
料
も
含
め
た
目
録
を
作
成
し
、
現
在
は
史
料
と

共
に
大
阪
大
学
経
済
史
・
経
営
史
資
料
室
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る （２
）。

大
同
生
命
文
書
の
解
題
は
、
右
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
二
〇
一
三
年

七
月
に
大
同
生
命
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
が
（

h
ttp

s://

w
w
w
.d
a
id
o
-life.co

.jp
/
k
n
o
w
led

g
e/

resea
rch

/
p
d
f/
130717_02

.

p
d
f、
二
〇
一
七
年
十
一
月
二
十
七
日
閲
覧
）
、
次
に
紹
介
す
る
史
料

が
発
見
さ
れ
る
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ

る
。
よ
り
包
括
的
な
解
題
と
し
て
は
本
稿
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
加
島
銀
行
と
大
同
生
命
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
今
も
っ
て
大
同
生

命
文
書
が
最
も
網
羅
的
な
史
料
群
で
あ
り
、
両
経
営
に
つ
い
て
は
、
本

稿
第
六
章
と
併
せ
て
、
右
の
解
題
も
ぜ
ひ
参
照
さ
れ
た
い
。

一

�二
廣
岡
家
文
書

二
〇
一
五
年
五
月
、
奈
良
県
奈
良
県
橿
原
市
小
槻
町
の
岡

橋
家
よ
り
、

廣
岡
家
ゆ
か
り
の
史
料
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
第
十
代
に
し
て
最

後
の
加
島
屋
久
右
衛
門
で
あ
る
廣
岡
正
直
氏
（
第
三
代
大
同
生
命
社
長
）

と
長
女
の
允
子

の
ぶ
こ

氏
が
、
戦
火
を
免
れ
る
べ
く
、
一
九
四
四
年
に
家
伝
来

の
古
文
書
や
写
真
、
調
度
品
の
類
を
大
坂
か
ら
疎
開
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。岡
橋
家
と
廣
岡
家
は
縁
戚

関
係
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
允
子
氏
の

妹

に
当
た
る
瑠
璃
子
氏
が
、
一
九
四
四
年
に
岡

橋
忠

義
氏
に
嫁
い
で
お
り
、

こ
の
縁
で
疎
開
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
岡

橋
家
の
現
当
主
・
岡

橋
清 き
よ
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元 ち
か氏
（
忠
義
氏
子
息
、
清
光
林
業
株
式
会
社
会
長
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和

三
十
五
、
六
年
頃
に
正
直
氏
が
、
岡
橋
家
番
頭
の
手
を
借
り
て
一
日
が

か
り
で
整
理
し
て
一
部
を
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
に
正
直
氏
が

持
ち
帰
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
分
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

岡
橋
清
元
氏
、
ご
令
弟
の
清
隆
氏
（
清
光
林
業
株
式
会
社
取
締
役
）、

ご
子
息
の
克
純
氏
（
同
社
社
長
）
の
ご
協
力
の
下
、
二
〇
一
五
年
七
月

よ
り
複
数
回
に
わ
た
っ
て
、
蔵
よ
り
史
料
・
古
写
真
の
類
を
運
び
出
し
、

古
文
書
・
古
写
真
は
、
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
に
、
生
活
道
具
類

は
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
（
大
阪
市
）
に
そ
れ
ぞ
れ
搬
入
さ
れ
た
。

こ
の
内
、
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
に
搬
入
さ
れ
た
道
具
類
は
、
二
〇

一
七
年
二
月
に
、
廣
岡
家
・
岡
橋
家
の
連
名
で
大
阪
市
に
寄
贈
さ
れ
、

現
在
は
同
館
に
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
に

搬
入
さ
れ
た
古
文
書
・
古
写
真
に
つ
い
て
も
、
調
査
が
済
み
次
第
、
寄

贈
し
て
頂
く
方
向
で
話
を
進
め
て
い
る （３
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
目
録
は
、

二
〇
一
八
年
三
月
末
ま
で
に
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
に
電
子
版
を
公
開
す
る
予
定
で
あ
る
。

大
同
生
命
文
書
が
近
代
史
料
を
中
心
と
す
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
発

見
さ
れ
た
廣
岡
家
文
書
は
、
近
世
史
料
を
中
心
と
し
て
お
り
、
相
互
に

補
完
的
な
関
係
に
あ
る
。
点
数
は
文
書
累
が
約
八
五
〇
〇
点
、
写
真
類

が
約
三
千
点
で
あ
る
。

ま
た
、
大
同
生
命
文
書
に
「
広
岡
家
由
緒
并
に
御
褒
美
頂
戴
の
儀
書

上
」（
Ａ
二

�

三
）
と
題
す
る
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）
年
作
成
の
史

料
が
あ
り
、
こ
れ
を
格
納
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
袋
が
廣
岡
家
文
書
よ

り
発
見
さ
れ
た
（「〔
袋
〕〔
久
右
衛
門
家
柄
由
緒
書
上
控
入
れ
〕」
一
二

�二四
）。
こ
れ
は
大
坂
町
奉
行
所
の
求
め
に
応
じ
て
廣
岡
家
が
差
し
出

し
た
由
緒
書
の
控
で
あ
り
、
家
の
来
歴
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ま
で
務
め

て
き
た
幕
府
御
用
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
直
氏
が
中

身
だ
け
を
持
ち
帰
り
、
そ
れ
が
最
終
的
に
大
同
生
命
文
書
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
同
生
命
文
書
と
廣
岡
家

文
書
は
、
廣
岡
家
伝
来
史
料
と
し
て
の
ル
ー
ツ
を
共

有
し
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る （４
）。

一

�三
そ
の
他
の
廣
岡
家
伝
来
史
料

二
〇
一
六
年
十
一
月
に
は
、
五
兵
衛
家
の
子
孫
、
廣
岡
和
治
氏
が
自

宅
に
て
保
管
し
て
い
た
五
兵
衛
家
伝
来
の
古
文
書
、
古
写
真
、
道
具
類

も
搬
出
さ
れ
た
。
こ
の
内
、
廣
岡
浅
子
関
連
史
料
は
大
同
生
命
へ
、
残

る
古
文
書
（
約
四
六
〇
点
）
と
古
写
真
（
約
六
六
〇
〇
点
）
は
、
神
戸

大
学
経
済
経
営
研
究
所
へ
、
道
具
類
は
大
阪
く
ら
し
の
今
昔
館
へ
そ
れ

ぞ
れ
搬
入
さ
れ
た
。
古
文
書
に
は
、
過
去
帳
な
ど
、
系
図
復
元
に

必
要

な
史
料
も
含
ま
れ
て
お
り
、

本
稿

後
段
で
掲
示
す
る
系
図
を
復
元
す
る

際
に
参
照
し
た
。

こ
の
内
、
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
が
現
在
所
蔵
す
る
古
文
書
・

古
写
真
に
つ
い
て
は
、
廣
岡
和
治
氏
よ
り
の
寄
贈
を

受
け
、
公
開
を
す

る
方
向
で
話
を
進
め
て
い
る
が
、
現
時
点
で
は
未
確
定
で
あ
る （５
）。
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二
〇
一
六
年
七
月
に
は
、
九
兵
衛
家
の
子
孫
・
廣
岡
三
従

み
よ
り

氏
よ
り
大

同
生
命
宛
て
に
家
伝
来
史
料
約
一
五
〇
点
の
提
供
が
あ
り
、
神
戸
大
学

経
済
経
営
研
究
所
に
て
調
査
を
行
っ
た
。
同
年
一
一
月
、
ご
本
人
の
意

思
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
史
料
は
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
に

寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（「
廣
岡
三
従
氏
文
書
」、
本
稿
執
筆
時
点

で
目
録
作
成
中
）
。
こ
の
中
に
は
、
廣
岡
家
の
過
去
帳
や
系
図
な
ど
が

含
ま
れ
て
お
り
、
系
図
を
復
元
す
る
際
に
参
照
し
た
。

な
お
、
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
に
は
、
同
じ
く
九
兵
衛
家
子
孫

に
あ
た
る
廣
岡
恒
次
郎
氏
よ
り
の
寄
贈
文
書
三
一
点
（
目
録
件
数
一
二

点
）
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
史
料
紹
介
で
は
参
照
し
て
い
な
い
が
、

同
文
書
群
の
大
半
は
近
世
文
書
で
あ
り
、
尼
崎
藩
青
山
氏
支
配
時
代
の

法
令
や
、
土
地
関
係
文
書
、
村
政
文
書
、
金
融
関
係
文
書
か
ら
な
る

（
「
広
岡
恒
次
郎
氏
文
書
概
要
」
、
h
ttp
://
w
w
w
.a
rch
iv
es.city

.a
m
a

g
a
sa
k
i.h
y
o
g
o
.jp
/
co
llectio

n
s/
r
eco
r
d
s/
ca
ta
lo
g
s/
p
d
f/
0
84001-

1
.p
d
f、
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
七
日
閲
覧
）。

右
の
他
、
存
在
は
確
認
で
き
て
い
る
が
、
現
存
し
て
い
な
い
も
の
と

し
て
、
約
一
五
〇
〇
点
の
近
世
・
近
代
初
期
史
料
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
五
月
に
実
施
さ
れ
た
整
理
の
記
録

（
「
広
岡
家
所
属
古
帳
簿
類
調
書
」「
大
同
生
命
文
書
」
Ａ
六

�

一
一
三 （６
））

よ
り
判
明
す
る
も
の
で
、
「
旧
倉
庫
内
保
存
ノ
廣
岡
家
所
属
古
帳
簿

�

ニ
諸
書
類
ノ
整
理
終
了
」
を
、
書
記
・
見
習
・
主
事
の
三
名
が
、
焼
却

な
い
し
切
断
し
た
史
料
の
目
録
を
添
え
て
、
加
島
銀
行
罫
紙
に
て
報
告

し
て
い
る
。
内
訳
は
割
愛
す
る
が
、
大
名
貸
や
江
戸
幕
府
御
用
金
関
連

の
史
料
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（

1）
大
阪
市
編
『
明
治
大
正
大
阪
市
史
第
七
巻
史
料

�』
（
日
本
評
論

社
、
一
九
三
三
年
）
に
、
「
廣
岡
久
右
衛
門
氏
蔵
」
と
し
て
四
点
の
史

料
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
（
一
一
九
八

�一

二
五
五
頁
）
、
正
確
な
年
代
は
未
詳
な
が
ら
、
大
阪
市
史
編
纂
室
で
は

戦
前
に
お
い
て
廣
岡
家
文
書
の
調
査
を
実
施
し
て
い
た
。
先
に
掲
げ
た

菅
野
和
太
郎
・
本
庄

栄
治
郎
・
宮
本

又
次
の
三
氏
は
『
明
治
大
正
大
阪

市
史
』
の
編
纂
に

携
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
史
料

蒐
集
の
成

果
を
踏
ま
え

て
各

自
の
論
稿
で
参
照
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
右
に
翻
刻
さ
れ

た
四
点
の
史
料
は
、
い

ず
れ
も

後
述
の
「
大
同
生
命
文
書
」
に

納
め
ら

れ
て
い
る
（
「
諸
事
控
」

Ｂ
六

�

二
八
、
「
控

壹
番
」
Ｂ
六

�

三
〇
、「

会

計
局
日
記
」
Ｂ
六

�

三
一
、「

会
計
官
日
記
」
Ｂ
六

�

三
二
）。

（

2）
大
阪
大
学
経
済
史
・
経
営
史

資
料
室
に
は
、

宮
本
又
次
が
廣
岡
家
よ

り
閲
覧
・
撮
影
を
許
可
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
紙
焼
き
史
料
も
存
在
す
る

が
、
こ
れ
ら
は
全
て
大
同
生
命
文
書
に
原
本
を
確
認
で
き
る
。

（

3）
本
稿
執
筆
の
段
階
で
正
式
な
閲
覧
・
利
用
手
続
き
は
完
成
し
て
い
な

い
が
、
現
所
蔵
者
の
許
諾
を
得
た
上
で
、
個
別
に
対
応
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
。
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
（
代
表
・
〇
七
八

�八
〇
三

�

七
二
七
〇
）
ま
で
問
い
合
わ
せ
の
こ
と
。
諸
制
度
が
整
い
次
第
、
右
研

究
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
て
告
知
す
る
。

（

4）
大
同
生
命
文
書
、
廣
岡
家
文
書
い

ず
れ
も
廣
岡
正
直
氏
（
第
十
代
加
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久
）
が
そ
の
伝
来
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
五

兵
衛
家
な
ど
の
分
家
や
、
奉
公
人
が
興
し
た
別
家
の
史
料
も
含
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
「
久
右
衛
門
家
伝
来
史
料
」
と
見
な
す
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
。
こ
う
し
た
分
家
や
別
家
の
史
料
が
、
久
右
衛
門
家
に
て
保
管
さ

れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

（

5）
廣
岡
家
文
書
と
同
じ
く
、
本
稿
執
筆
の
段
階
で
正
式
な
閲
覧
・
利
用

手
続
き
は
完
成
し
て
い
な
い
が
、
現
所
蔵
者
の
許
諾
を
得
た
上
で
、
個

別
に
対
応
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
前
掲
注
（

3）
を
参
照
。

（

6）
以
下
、
大
同
生
命
所
収
史
料
は
、
大
同
Ａ
六

�一
一
三
、
の
よ
う
に

略
記
し
て
引
用
す
る
。

二
加

島
屋
久
右
衛
門
の
創
業
と
成
長

二

�

一
創
業
年
代
と
業
種
に
つ
い
て

宮
本
又
次
は
、
加
島
屋
久
右
衛
門
の
創
業
に
つ
い
て
、
寛
永
二
年

（
一
六
二
五
）
に
、
初
代
・
加
久
（
富
政
）
が
大
坂
御
堂
前
に
店
を
構

え
、
精
米
業
を
開
い
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
が （１
）、
典
拠
は
示
さ
れ
て
お

ら
ず
、
現
時
点
で
こ
の
記
述
を
裏
付
け
る
文
書
史
料
は
見
つ
か
っ
て
い

な
い
。

し
か
し
、
初
代
加
久
が
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
に
記
し
た
遺
書

（
「
書
置
之
事
」
廣
岡
一
二

�

二
二 （２
））
に
は
「
我
等
商
内
事
ニ
取
付
申
時
、

五
兵
衛
殿
お
や
た
ち
よ
り
、
銀
子
弐
拾
〆
め
被
下
候
ニ
付
」、
「
五
兵
衛

殿
お
や
立
よ
り
給
候
め
う
せ
き
を
も
う
し
な
ひ
不
申
候
た
め
」
な
ど
と

あ
り
、
ま
ず
加
島
屋
五
兵
衛
に
奉
公
に
上
が
り
、
の
れ
ん
分
け
を
受
け

て
加
島
屋
久
右
衛
門
を
創
業
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
加
島
屋
五
兵

衛
家
は
、
後
の
大
坂
分
家
・
五
兵
衛
家
と
は
異
な
る
家
で
あ
り
、
加
島

屋
の
屋
号
は
、
こ
の
五
兵
衛
家
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す

る
（
後
述
）。

残
念
な
が
ら
、
初
代
加
久
が
五
兵
衛
家
に
奉
公
に
上
が
っ
た
年
・
地

点
、
お
よ
び
五
兵
衛
の
業
種
、
そ
し
て
独
立
開
業
し
た
年
・
地
点
・
業

種
は
遺
書
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
く
不
明
だ
が
、
元
禄
三
年
（
一

六
九
〇
）
の
時
点
で
加
久
が
大
坂
剣
先
町
（
現
・
大
阪
市
西
区
靭
本
町

三
丁
目
）
に
屋
敷
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
（
「
剣
先
町
之
家
普
請
致
候

地
奉
行
衆
江
御
断
申
上
候
絵
図
之
扣
」
廣
岡
一
二

�三
七
）
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
年
に
は
、
玉
水
町
に
、
加
久
名
義
の
土
地
と
五
兵
衛
名

義
の
土
地
が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
（
「
〔
一
札
〕
」
廣
岡
一
二

�三
五
）
、

享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
は
玉
水
町
の
右
土
地
が
加
久
名
義
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（「
覚
」
廣
岡
一
三

�五
〇

�七）。

五
兵
衛
家
の
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
九
月
時
点
の
勘
定
に
よ
れ

ば
、
資
産
二
四
貫
八
四
〇
目
に
対
し
て

負
債
八
四

貫
六
六
〇
目
余
と
、

五
九
貫
八
二
〇
目
余
の
不

足
が
生
じ
て
お
り
、

債
権
者
に
は
加
久
や
そ

の
親
族
の
名
前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
（「
覚
」
廣
岡
一
二

�五八

�一二
）、

初
代
加
久
が
奉
公
に
上
が
っ
た
五
兵
衛
家
は
、
元
禄
末
年
か
ら
享
保

期

の
間
に
退
転
し
た
可
能
性
が
高
い
。
四
代
加
久
が
宝
暦
三
年
（
一
七
六

三
）
に
認
め
た
遺
書
に
お
い
て
、「
元
祖
教
西
様
〔
引
用
者
注
、
富
政
〕、
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加
嶋
屋
五
兵
衛
殿
家
江
御
出
被
成
、
夫
よ
り
加
嶋
屋
久
右
衛
門
と
御
分

り
被
成
候
処
、
右
五
兵
衛
殿
家
絶
へ
候
」（
「
書
置
」
廣
岡
一
二

�五六

�

二

�

二
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
絶
家
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
加
久
創
業
時
の
こ
と
は
不
明
な
部
分
も
多
い
の
だ
が
、

加
久
に
関
す
る
最
古
の
勘
定
目
録
で
あ
る
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
の

勘
定
目
録
に
は
、
収
益
勘
定
に
「
売
買
口
銭
」、
「
登
り
売
口
銭
」
な
ど

の
項
目
が
見
え
、
資
産
勘
定
に
「
所
持
米
代
」
の
項
目
が
あ
る
。
加
久

が
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
、
大
聖
寺
藩
の
蔵
元
を
請
け
負
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
（
「
大
坂
え
御
廻
米
御
支
配
覚
」
大
同
Ｂ

八

�四九
、「〔
御
積
所
船
荷
積
渡
等
五
箇
条
書
〕」
大
同
Ｂ
五

�二）、
右

の
口
銭
は
米
の
売
買
口
銭
と
も
考
え
ら
れ
、
大
名
蔵
米
の
取
引
に
関
わ

っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
後
に
収
益
の
柱

と
な
る
大
名
貸
は
、
享
保
期
の
段
階
で
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
加
久
の
経
営
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

二

�二
廣
岡
家
の
系
図

具
体
的
な
経
営
内
容
の
紹
介
に
移
る
前
に
、
新
発
見
史
料
に
よ
っ
て

新
た
に
復
元
さ
れ
た
廣
岡
家
の
系
図
を
確
認
し
て
お
き
た
い （３
）。
ま
ず
久

右
衛
門
家
と
五
兵
衛
家
の
歴
代
当
主
を
整
理
す
る
（

表

2
�

1。
な
お
本
稿
の
図
表
・
史
料
は

�
章
番
号

�通し
番
号

�

で
示
す
）
。
久
右
衛
門
の
名
跡
は
、
初
代
富
政
（
教
西
）

に
始
ま
り
、
十
代
正
直
（
大
同
生
命
第
三
代
社
長
）
ま
で

続
く
。
店
舗
兼
住
宅
は
大
坂
玉
水
町
に
あ
り
、
こ
の
土
地

に
は
現
在
大
同
生
命
大
阪
本
社
が
建
っ
て
い
る
。
分
家
の

五
兵
衛
家
は
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
、
六
代
加
久

に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
、
廣
岡
恵
三
（
大
同
生
命
第
二
代
社

長
）
ま
で
続
く
。
店
舗
兼
住
宅
は
大
坂
の
江
戸
堀
一
丁
目

に
あ
っ
た
。

こ
の
分
家
・
五
兵
衛
家
は
、
初
代
加
久
が
奉
公
に
上
が

っ
た
五
兵
衛
家
と
は
別
で
あ
る
が
、
四
代
加
久
の
遺
書

（
宝
暦
一
三
年
〔
一
七
六
三
〕
）
に
、
「
何
ニ
と
そ
我
等
一

310

没年

月日 和暦 西暦 月日 行年

� 延宝8年 1680年 閏8月27日 67歳

� 元禄16年 1703年 1月10日 55歳

� 享保5年 1720年 8月9日 34歳

� 明和2年 1765年 8月10日 77歳

3月 天明3年 1783年 12月16日 42歳

12月10日 天保4年 1833年 6月24日 60歳

5月25日 天保11年 1840年 1月9日 50歳

5月14日 明治2年 1869年 2月8日 64歳

3月 明治42年 1909年 6月20日 66歳

〔4月16日〕 昭和53年 1978年 1月26日 88歳

子との婚姻日と推定。

没年

月日 和暦 西暦 月日 行年

〔4月〕 文政6年 1823年 6月29日 46歳

� 嘉永元年 1848年 4月16日 46歳

2月 � � � �

9月 � � � �

8月17日 嘉永元年 1848年 4月16日 46歳

6月 明治37年 1904年 7月5日 64歳

7月5日 昭和28年 1953年 1月6日 77歳



生
之
内
、
五
兵
衛
殿
家
名
を
興
シ
申
度
心
掛
候
へ
共
、
不

幸
に
し
て
実
子
無
之
候
故
、
是

�徒
ニ
暮
来
り
候
」
（
「
書

置
」
廣
岡
一
二

�五
六

�二

�二
）
と
あ
り
、
五
兵
衛
家
の

再
興
が
久
右
衛
門
家
の
宿
願
で
あ
っ
た
こ
と
、
六
代
加
久

の
際
に
そ
れ
が
成
し
遂
げ
ら
れ
、
五
兵
衛
の
名
を
冠
し
た

分
家
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

右
の
こ
と
を
念
頭
に
、
廣
岡
家
の
系
図
を
確
認
し
た
い

（
図

2
�1、

図

2
�2）。

初
代
加
久
で
あ
る
廣
岡
富
政
は
、
尼
崎
藩
領
・
東
難
波

村
の
百
姓
・
廣
岡
豊
政
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
先
に
見

た
よ
う
に
大
坂
の
五
兵
衛
家
に
奉
公
に
上
が
り
、
の
れ
ん

分
け
を
受
け
て
加
島
屋
久
右
衛
門
を
創
業
し
た
。
富
政
の

兄
・
信
政
以
下
は
、
代
々
九
兵
衛
を
名
乗
る
百
姓
で
あ
っ

た
が
、
久
右
衛
門
家
と
の
人
的

�が
り
は
深
く
、
二
代
加

久
、
四
代
加
久
は
九
兵
衛
家
か
ら
来
た
養
子
で
あ
る
。

こ
の
内
、
四
代
加
久
（
吉
信
・
喜
西
）
は
、
一
度
九
兵

衛
家
の
家
督
を
継
ぎ
な
が
ら
、
三
代
加
久
の
婿
養
子
と
し

て
加
久
の
名
跡
を
襲
っ
て
い
る
。

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
後
掲

史
料

二

�一
に
詳
し

い
。
す
な
わ
ち
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
廣
岡
藤
四

郎
（
後
の
吉
信
、
四
代
加
久
）
が
、
廣
岡
九
兵
衛
家
の
所

持
田
畑
、
屋
敷
地
、
家
、
諸
道
具
な
ど
を
相
続
し
た
こ
と
、
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表2�1 歴代当主一覧

久右衛門家 生年 家督相続年

代数 本名 法名・釋名 和暦 西暦 月日 和暦 西暦

1 冨政 教西 慶長8年 1603年 1月15日 � �

2 正吉 心西 慶安2年 1649年 5月8日 � �

3 正中 節西 貞享4年 1687年 � � �

4 吉信 喜西 元禄2年 1689年 1月1日 享保3年 1718年

5 正房 正西 寛保2年 1742年 � 宝暦14年 1764年

6 正誠 誠西 〔安永3年〕〔1774年〕 � 天明3年 1783年

7 正慎 慎西 〔寛政3年〕〔1791年〕 � 文化4年 1807年

8 正饒 明西 文化3年 1806年 � 天保5年 1834年

9 正秋 彰西 天保15年 1844年 9月28日 明治2年 1869年

10 正直 清西 明治23年 1890年 1月1日 〔大正3年〕〔1914年〕

注） 生年が不明の場合は、没年と行年から計算して亀甲括弧で括って掲示。10代正直の家督相続日は郁

五兵衛家 生年 家督相続年

代数 本名（通称） 法名・釋名 和暦 西暦 月日 和暦 西暦

1 正謙（正義） 謙西 安永7年 1778年 3月6日 〔寛政10年〕〔1798年〕

2 正方 方西 〔享和3年〕〔1803年〕 � � �

3 甚三郎 � � � � 文政12年 1829年

4 利久松 � 文政11年 1828年 � 天保3年 1832年

5 正方 方西 〔享和3年〕〔1803年〕 � 天保6年 1835年

6 正信（信五郎） 信西 天保12年 1841年 9月3日 嘉永元年 1848年

7 恵三 � 明治9年 1876年 2月8日 明治37年 1904年

注） 生年が不明の場合は、没年と行年から計算して亀甲括弧で括って掲示。正方は二度家督を相続。
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了
西

肥
前
屋
次
良
三
郎

こ
ん
（
妙
薫
）

ひ
さ
（
妙
尓
）

久
五
郎
（
久
西
）

吉
信
（
喜
西
）

（
後
、
冨
政
養
子
） 妙
了

妙
専

正
吉
（
心
西
）

正
中
（
節
西
）

か
め
（
妙
古
）

い
わ
（
寿
伯
）

妙
心

正
吉

入
婿

入
婿

入
婿

豊
政

廣
岡
九
郎
右
衛
門

（
西
念
）

冨
政
（

初
代
・
久
右
衛
門

教
西
）

妙
空

ろ
く

妙
久
空
心
女

信
政

廣
岡
九
兵
衛

（
専
通
）

①
②

③

④

こ
ん
（
栄
寿
）

か
め
（
妙
栄
）

せ
ん
（
後
、
正
房
妻
）

空
誓

常
吉
屋
市
右
衛
門

吉
政

廣
岡
九
兵
衛

（
専
西
）

（
後
、
正
中
婿
養
子
）

吉
信

ゆ
り
（
妙
玄
）

政
安
（

廣
岡
九
兵
衛寿
西
）

政
重

廣
岡
九
十
郎

（
浄
西
）

つ
げ
（
妙
寿
）

政
貞

廣
岡
九
郎
右
衛
門

（
行
西
）

で
ん
（
妙
休
）

か
ね
（
妙
寿
）

行
政
（
祐
西
）

廣
岡
九
兵
衛

入
婿

入
婿

（
後
、
正
親
）

九
蔵

（
後
、
正
房
妻
）

と
め

吉
十
郎

図
2
�1

廣
岡
家
略
系
図
①



廣岡家文書と大同生命文書

313

ゆ
り
（
貞
俊
）

せ
ん
（
妙
千
）

と
め
（
妙
教
）

正
房

と
め

久
五
郎 （
後
、
吉
信
養
子
）

（
後
、
吉
信
養
子
）

新
屋
九
右
衛
門

と
わ
（
智
正
）

杉
山
平
六
（
易
斉
）

杉
山
佐
五
郎

つ
ね
（
恵
環
）

正
房
（
正
西
）

⑤
（
注
）
本
系
図
は
、
九
兵
衛
家
、
久
右
衛
門
家
、
五
兵
衛
家
、
そ
し

て
四
軒
町
に
あ
っ
た
分
家
・
治
郎
三
郎
家
に
つ
い
て
整
理
し
た

も
の
で
あ
る
。
人
名
右
上
脇
の
数
字
は
、
当
主
の
代
数
を
示
し
、

久
右
衛
門
家
は
丸
数
字
、
五
兵
衛
家
は
□
数
字
で
記
し
た
。「
＝
」

は
婚
姻
関
係
、
「

�」
は
血
縁
関
係
、
破
線
は
養
子
を
そ
れ
ぞ

れ
示
し
、
養
子
、
入
婿
な
ど
の
情
報
は
判
明
す
る
限
り
、
付
記

し
た
。
釋
名
（
法
名
）
が
判
明
す
る
場
合
は
、
名
前
下
部
に
丸

括
弧
（

）
で
示
し
、
判
明
し
な
い
場
合
は
俗
名
の
み
を
示
し

た
。
四
角
で
名
前
が
囲
わ
れ
て
い
る
人
物
は
、
婚
姻
や
養
子
入

り
な
ど
で
異
な
る
家
に
再
登
場
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本

系
図
は
、
第
一
章
で
紹
介
し
た
史
料
群
、
お
よ
び
浄
徳
寺
（
尼

崎
市
）
、
大
谷
本

�（
京
都
市
）
、
中
山
寺
（
宝
塚
市
）
に
残
る

墓
碑
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
。

政
貞

廣
岡
九
郎
右
衛
門

（
行
西
）

政
重

廣
岡
九
十
郎

（
浄
西
）

つ
げ
（
妙
寿
）

政
繁

廣
岡
九
十
郎

政
明
（
後
、
正
貞
養
子
）

政
明

廣
岡
九
兵
衛

（
通
西
）

政
廉
（

廣
岡
九
兵
衛寿
西
）

図

2
�2

廣
岡
家
略
系
図
②



314

正
舎
（

治
郎
三
郎寿
西
）

い
わ
（
妙
春
）

さ
だ
（
妙
貞
）

正
親
（
春

初
代
・
治
郎
三
郎

西
）

つ
ね
（
妙
常
）

�斉
（
勧

廣
岡
周
治
郎

西
）

正
饒
（
後
、
正
慎
婿
養
子
）う
め
（
妙
芳
）

の
ぶ
（
妙
信
）

正
房
（
正
西
）

⑤
正
誠
（
誠
西
）

⑥

正
慎
（
慎
西
）

⑦

正
饒
（
明
西
）

⑧
正
直
（
清
西
）

⑩

正
秋
（
彰
西
）

⑨

正
謙
（

初
代
・
五
兵
衛

謙
西
）

1

正
方
（

方
西

五
兵

衛
、

の
ち

真
左

衛
門

）
甚

三
郎

3利
久

松

4

信
五
郎
（
信
西
）

6

2

5
・

7恵
三

と
め
（
妙
教
）

せ
ん
（
妙
千
）

ゆ
り
（
貞
俊
）

た
く
（
妙
囿
）

ろ
く
（
あ
つ
、

三
井
高
典
女

妙
義
）

み
と
（
妙
月
）

正
影
（
往
西
）

あ
や

な
つ
（
妙
諦
）

浅
（
妙
照
三
井
高
益
女

）

は
な
（
妙
春
）

と
ら
（
妙
宝
）

ふ
き
（
妙
心

三
井
高
経
女）

た
く
（
妙
全

三
井
高
英
女）

亀 郁
子
（
妙
郁
）

一
柳
末
徳

い
わ
（
後
、
正
舎
妻
）

の
ぶ
（
後
、
正
慎
妻
）

入
婿

入
婿

入
婿

信
五
郎
（
後
、
正
方
養
子
）

（
注
）
図

2
�1に

同
じ
。



そ
し
て
尼
崎
藩
に
願
い
出
た
上
で
、
三
代
加
久
（
正
中
・
節
西
）
よ
り

加
久
の
家
督
を
譲
り
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
時
的
に
は
両
方
の
家
督
を
相
続
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

三
代
加
久
の
病
気
が
本
復
す
る
ま
で
の
臨
時
措
置
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

本
復
次
第
、
東
難
波
村
に
戻
っ
て
「
本
宅
」
を
相
続
す
べ
き
旨
が
記
さ

れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
ま
ま
大
坂
に
居
住
す
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
九
兵

衛
家
の
家
督
は
彦
太
郎
に
譲
る
べ
き
旨
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
彦
太

郎
に
つ
い
て
は
人
物
比
定
が
で
き
て
い
な
い
が
、
藤
四
郎
が
そ
の
ま
ま

大
坂
に
滞
在
し
て
四
代
加
久
の
名
跡
を
全
う
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

な
お
、
相
続
人
で
あ
る
九
兵
衛
（
正
義
）
に
つ
い
て
、
系
図
上
は
廣

岡
吉
政
（
専
西
）
と
比
定
さ
れ
る
が
、
「
正
義
」
の
諱
を
用
い
た
事
実

を
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
人
物
比
定
を
留
保
す

る
。右
の
点
に
限
ら
ず
、
史

料
二

�一
は
、
九
兵
衛
家
と
久
右
衛
門
家
の
関

係
性
を
知
る
上
で
有
益
で
あ
り
、
よ
り
深
い
考
察
が
求
め
ら
れ
る
。

四
代
か
ら
五
代
へ
の
家
督
相
続
も
難
航
し
、
最
終
的
に
は
縁
戚
関
係

に
あ
っ
た
摂
津
国
唐
崎
村
（
現
・
高
槻
市
）
の
杉
山
家
よ
り
養
子
を
迎

え
、
五
代
加
久
と
す
る
こ
と
で
落
着
し
た
。

五
代
加
久
は
男
子
に
恵
ま
れ
、
六
代
加
久
は
弟
の
正
謙
を
し
て
分
家
・

分
家
五
兵
衛
家
を
創
出
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
久
右
衛
門
家
の
宿
願
で

あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
以
後
、
こ
の
五
兵
衛
家
が

三
井
家
と
重
縁
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
（
次
節
参
照
）。

加
久
に
つ
い
て
、
次
に
指
摘
す
べ
き
は
、
八
代
加
久
・
正
饒

ま
さ
あ
つか
ら
九

代
へ
の
相
続
で
あ
る
。
正
饒
は
長
男
正
影
に
家
督
を
継
が
せ
る
想
定
で
、

次
男
信
五
郎
を
五
兵
衛
家
に
養
子
入
り
さ
せ
た
は
ず
だ
が
、
正
影
が
若

く
し
て
亡
く
な
っ
た
た
め
、
三
男
の
正
秋
が
家
督
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
ま
で
加
久
の
家
督
相
続
は
、
前
当
主
の
隠
居
と
い
う
形
で
行

わ
れ
て
き
た
が
（

表

2
�1）

、
幕
末
維
新
期
と
い
う
時
代
背
景
か
ら
か
、

正
饒
は
亡
く
な
る
ま
で
当
主
で
あ
り
、
そ
の
死
後
、
正
秋
が
家
督
を
継

い
で
い
る
。

な
お
、
正
秋
の
妻
・
な
つ
は
加
島
屋
作
兵
衛
（
長
田
家
）
よ
り
入
家

し
て
い
る
。
加
島
屋
作
兵
衛
も
、
大
名
貸
を
生
業
と
し
、
江
戸
幕
府
の

御
用
金
等
で
も
上
位
に
名
を
連
ね
た
こ
と
か
ら
、
加
久
と
し
ば
し
ば
混

同
さ
れ
る
が
、
な
つ
の
入
家
以
前
に
は
両
家
に
縁
戚
関
係
は
な
く
、
屋

号
を
同
じ
く
し
た
全
く
別
の
家
で
あ
る
。

続
い
て
加
五
に
つ
い
て
指
摘
す
べ
き
は
、
二
代
正
方
か
ら
六
代
信
五

郎
ま
で
の
継
承
過
程
で
あ
る
。
詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
甚
三
郎
、
利
久

松
の
二
人
が
家
督
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ず
（
前
者
は
不
行
跡
、
後

者
は
病
気
）
、
既
に
隠
居
し
て
真
左
衛
門
を
名
乗
っ
て
い
た
正
方
が
、

再
び
当
主
に
な
る
と
い
う
珍
し
い
現
象
が
起
き
て
い
る
（
「
乍

憚
口
上
」

廣
岡
一

�二
九

�四

�六
）
。
そ
の
後
、
久
右
衛
門
家
よ
り
信
五
郎
を
養
子

に
迎
え
て
落
着
す
る
。

廣
岡
家
で
は
、
久
右
衛
門
家
に
つ
い
て
は
代

数
を

示
し
て
い
る
の
に
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315



対
し
て
、
五
兵
衛
家
に
つ
い
て
は
代
数
を
示
す
こ
と
を
し
て
い
な
い

（
例
え
ば
信
五
郎
を
六
代
五
兵
衛
と
は
呼
称
し
な
い
）
。
こ
れ
は
右
の
事

情
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
大
同
生
命
の
旧
肥
後
橋
本
社
ビ
ル
、
久
右
衛
門
家
・
五
兵
衛

家
の
邸
宅
、
加
島
銀
行
金
沢
支
店
な
ど
の
設
計
に
携
わ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
（
一
八
八
〇

�一
九
六
四
）
は
、
信
五
郎

と
浅
の
娘
、
亀
の
婿
養
子
で
あ
る
恵
三
の
妹
（
一
柳
満
喜
子
）
の
夫
に

あ
た
り
、
廣
岡
家
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
。

二

�

三
廣
岡
家
と
三
井
家

寛
政
期
に
創
設
さ
れ
た
分
家
五
兵
衛
家
（
前
述
）
は
、
三
代
に
わ
た

り
四
名
の
妻
を
、
小
石
川
三
井
家
か
ら
迎
え
た
。
以
下
、
三
井
家
か
ら

嫁
い
だ
四
名
に
つ
い
て
略
述
す
る
（

図

2
�3参

照
）
。

ろ
く

（
六

、
よ
し
吉 き
ち

、
篤 あ
つ

、
妙

義
）
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
生
。
父

高
典

た
か
つ
ね

（
宗
龍
）
は
、
小
石
川
三
井
家
三
代
高
長

た
か
な
が

（
宗
円
）
の
子
で
、
新

町
三
井
家
三
代
高
弥
女
つ
を
と
結
婚
し
新
町
家
を
継
い
だ
が
義
絶
さ
れ
、

隠
居
し
て
い
た
。
ろ
く
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
小
石
川
家
五
代
高
経

た
か
つ
ね

（
宗

湛
）
の
義
妹
と
し
て
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
に
廣
岡
家
に
入
家
、

久
右
衛
門
家
の
隠
居
の
養
女
と
な
り （４
）、
五
代
加
久
の
次
男
正
謙
と
結
婚

し
て
五
兵
衛
家
を
創
設
す
る
。
兄
に
室
町
三
井
家
七
代
高
迪

た
か
み
ち

（
宗
本
）

が
い
る
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
没
。

ふ
き

（
婦

喜
、

妙
心

）
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
生
。
小
石
川
三

井
家
五
代
高
経
の
二
女
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
二
代
加
五
（
の

ち
五
代
、
正
方
、
方
西
）
に
嫁
ぐ
も
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
没 （５
）。

た
く

（
全

、
栗 り
つ

、
妙

全
）
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
生
。
南
三
井

家
五
代
高
英

た
か
ひ
で

の
六
女
。
ふ
き
の
没
後
の
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
、

小
石
川
三
井
家
六
代
高
益

た
か
ま
す

（
宗
和
）
の
養
女
と
し
て
二
代
加
五
の
後
添

え
と
な
る
が
、
翌
年
正
月
に
没
し
た （６
）。
多
数
の
兄
弟
姉
妹
は
、
三
井
各

家
に
加
え
、
三
井
と
と
も
に
融
通
方
（
臨
時
御
掛
屋
）
を
担
っ
た
大
坂

の
大
両
替
商
の
一
統
な
ど
に
縁
組
し
て
お
り
（

図

2
�4参

照
）
、
閨
閥

が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
加
島
屋
作
兵
衛
（
長
田
家
）
は
、
次
の
あ
さ
の

婚
姻
を
仲
介
し
た （７
）。

あ
さ

（
浅

、
照 て
る

、
妙

照
）
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
生
。
小
石
川

三
井
家
の
隠
居
高
益
の
四
女
。
同
四
年
、
小
石
川
家
に
入
家
を
許
さ
れ （８
）、

同
家
七
代
高
喜

た
か
よ
し

（
宗
喜
、
の
ち
三
井
銀
行
総
長
）
に
養
育
さ
れ
る
。
慶

応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
六
代
加
五
（
信
五
郎
、
信
西
）
に
嫁
ぐ （９
）。
名

は
三
井
家
時
代
は
照
で
、
嫁
い
だ
の
ち
慶
応
三
年
に
浅
と
改
め
た （

�）。
の

ち
本
家
の
経
営
に
も
参
画
、
女
性
実
業
家
と
し
て
名
を
な
し
た
。
姉
妹

に
天
王
寺
屋
五
兵
衛
（
大
眉
家
）
に
嫁
い
だ
は
る
、
実
質
的
な
兄
弟

（
高
喜
の
子
）
に
小
石
川
三
井
家
八
代
高
景

た
か
か
げ

（
宗
景
、
三
井
鉱
山
会
社

社
長
）
、
本

村
町
三
井
家

初
代
高
明

た
か
あ
き
ら（
宗
明
、
三
井

物
産
会
社
社
長
・

鐘
淵
紡
績
取
締
役
会
長
）
ら
が
い
る
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
没
。

以
上
の
よ
う
な
、
三
井
家
と
外

部
の
大
商
家
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て

は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
廣
岡
家
と
は

重
代
の
縁
戚
で
あ
り
、
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（
宗
中
）

高
薫

高
典
（
宗
龍
）

高
長 北
③
高
房
男

（
宗
円
）

新
町
③
高
弥
女

新
町
④

室
町
④

つ
を
（
寿
澹
）

高
亮
（
宗
空
）

高
経
室
町
③
高
興
男

（
宗
湛
）

義
兄
妹

高
益
（
宗
和
）

高
喜
（
宗
喜
）

南
⑤
高
英
男

北
⑧
高
福
義
弟

り
か
（
寿
茁
）

家
原
⑤
政
由
室

高
迪
（
宗
本
）

室
町
⑤

み
ほ
（
寿
敬
）

高
茂
（
宗
厳
）

室
町
⑧

た
か
（
寿
成
）

南
⑤
高
英
女

り
や
う
（
寿
信
）

奥
田
仁
左
衛
門
室

り
わ
（
寿
現
）

鳥
居
坂
⑤
高
延
女

南
⑦
高
愛
養
女

た
く
（
妙
全
）

南
⑤
高
英
女

は
る

小
石
川
⑥
高
益
女

天
王
寺
屋
五
兵
衛
室

高
景
（
宗
景
）

寿
天
子
（
寿
操
）

高
木
五
兵
衛
女

高
悠
（
宗
悠
）

高
明
（
宗
明
）

本
村
町
①

栄
子
外
山
忠
三
妹

き
の
（
甲
）

北
⑧
高
福
女

新
町
⑧
高
辰
室

弁
蔵
（
宗
知
）

本
村
町
②

清
子
（
寿
透
）

松
坂
⑧
高
復
女

高
達 松
坂
⑨

広
子 島
津
長
丸
女

高
修
（
宗
修
）

ふ
き
（
妙
心
）

は
る

て
る
（
あ
さ
、
妙
照
）

小
石

川
③

小
石

川
④

小
石

川
⑤

小
石

川
⑥

小
石

川
⑧

小
石

川
⑨

小
石

川
⑦

図

2
�3

小
石
川
三
井
家
略
系
図

（
注
）
本
系
図
は
三
井
文
庫
編
『
稿
本
三
井
家
史
料
』

（
明
治
四
二
年
印
刷
）
に
よ
っ
て
作
成
し
た
。

近
世
の
女
性
の
諱
は
主
な
も
の
を
か
な
で
示
し
た
。

ろ
く
（
妙
義
）
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図2�4南三井家略系図

高英

北⑤高清養子

（宗稚）

南⑤

いお（寿絃）
南③高邦女

鳥居坂⑤高延女
小石川⑦高喜室

とう

北⑧高福女
伊皿子⑦高生室

高弘（宗光）
北⑧高福男

うた

りわ

伊皿子⑤

新町⑥高満室

小石川⑥高益室

小野田⑥孝令室

南⑥

北⑧高福室

加嶋屋作兵衛家へ

ひで
白木屋彦太郎室

南⑦

高基（宗謙）

かめ（寿禅）

たか

たづ（寿薫）

高彰（宗修）

れい（寿鏡）

籌之助

高愛（宗友）

（注）図2�3に同じ。

南家へ引取
梶川孫左衛門家へ

亥三郎

小野田⑤孝嗣室

小石川⑦

加嶋屋作兵衛家へ

小石川⑥高益養女

家原⑥政春室

近江屋休兵衛室

鴻池新十郎室

米屋平太郎室

鐐吉郎（日篤）

たく

おさむ（寿春）

しん

くめ（貞雅）

くん

高喜

うた

伊皿子⑤高基女
新町⑥高満室

南⑥



南
三
井
家
で
は
よ
り
広
範
な
閨
閥
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

廣
岡
家
で
は
、
小
石
川
三
井
家
か
ら
の
輿
入
れ
の
ほ
か
は
、
加
島
屋
作

兵
衛
（
長
田
家
）
か
ら
の
輿
入
れ
（
九
代
加
久
室
・
夏
）
の
他
、
近
世

期
に
お
い
て
は
高
名
な
縁
家
は
み
ら
れ
な
い
。

廣
岡
家
文
書
中
に
は
、
婚
姻
関
係
ほ
か
、
ろ
く
自
身
や
実
父
母
の
葬

儀
関
係
な
ど
の
文
書
が
若
干
存
す
る （

�）。

二

�

四
新
屋
九
右
衛
門
家
文
書

廣
岡
家
文
書
に
お
い
て
は
、
一
七
世
紀
以
前
の
も
の
は
数
十
点
程
度

と
わ
ず
か
で
あ
る
。
大
同
生
命
文
書
に
お
い
て
は
さ
ら
に
少
な
い
。
こ

れ
は
、
享
保
期
に
経
営
危
機
を
迎
え
、
中
興
の
祖
と
も
い
う
べ
き
四
代

加
久
に
よ
る
経
営
再
建
・
大
名
貸
進
出
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
（
第
三

章
第
二
節
参
照
）
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
こ
の
文
書
群
中
に
、
寛
永
～
享
保
中
期
ま
で
の

約
七
〇
点
、
廣
岡
家
で
な
く
、
歴
代
高
麗
橋
一
丁
目
に
住
ん
で
新
屋
九

右
衛
門
を
称
し
た
別
の
家
で
作
成
さ
れ
た
文
書
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
家

に
つ
い
て
判
明
す
る
情
報
と
し
て
は
、
後
掲
の
寛
永
期
の
遺
書
の
情
報

の
ほ
か
、
貞
享
五
年
の
遺
書
で （

�）ほ
か
に
小
鍋
屋
町
・
尼
崎
町
・
本
靫
町
・

北
鍋
屋
町
・
長
町
二
丁
目
に
家
屋
敷
を
も
ち
、
惣
領
娘
以
外
へ
の
配
当

合
計
が
、
債
権
二
八
一
貫
・
現
銀
一
一
二
貫
余
・
現
金
四
〇
〇
両
で
あ

る
こ
と
が
、
資
産
規
模
を
想
像
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
文
書
群
が
廣
岡
家
に
流
入
し
た
契
機
は
、
享
保
期
の
婚
姻
に
よ

る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
一
件
史
料
な
ど （

�）か
ら
ま
と
め
る
と
、
享
保
五

（
一
七
二
〇
）
年
に
、
三
代
加
久
の
娘
と
わ
が
新
屋
九
右
衛
門
と
縁
組

す
る
。
そ
の
後
新
九
は
火
災
に
も
あ
い
、
加
久
よ
り
断
続
的
に
借
財
し
、

享
保
一
三
年
、
と
わ
が
実
家
に
逃
げ
て
訴
訟
と
な
り
、
享
保
一
四
年
二

月
に
離
縁
と
な
っ
た
。
同
年
七
月
、
「
身
上
不
如
意
」
に
つ
き
新
九
の

娘
と
子
息
を
、
加
久
が
引
き
取
っ
た
。
結
局
新
屋
九
右
衛
門
家
は
退
転

し
た
ら
し
く （

�）、
同
家
の
文
書
も
こ
の
時
期
に
、
廣
岡
家
に
流
入
し
た
と

み
る
の
が
無
理
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
と
き
引
き
取
ら
れ
た
と
わ
と
新
九
の
娘
つ
ね
は
、
晩
年

恵
環
と
号
し
た
が
、
三
井
か
ら
廣
岡
家
へ
の
最
初
の
輿
入
れ
は
、
「
加

島
屋
久
右
衛
門
方
隠
居
」
と
し
て
の
恵
環
の
養
女
と
し
て
、
小
石
川
三

井
家
の
ろ
く
（
先
述
）
を
迎
え （

�）、
五
代
加
久
の
子
正
謙
と
娶
せ
て
五
兵

衛
家
を
再
興
す
る
形
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
新
屋
久
右
衛
門
家
の
文
書

は
、
五
兵
衛
家
に
伝
来
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

廣
岡
家
の
記

録
で
は
な
い
が
、

没
落
し
た
商
家
、
そ
れ
も
一
七
世
紀

の
史
料
が

残
る
こ
と
は

稀
で
あ
り
、
小
規
模
な
が
ら

非
常
に

貴
重
な
文

書
群
と
い
え
る
。

本
稿
で
は
最
も
古
い
一
点
の
み
を
紹

介
し
て
お
く
（

史
料

二

�二
）
。

こ
れ
は
寛
永
二
〇
年
（
一

六
四
三
）
七
月
二
一

日
付
で
、
高
麗
橋
一
丁

目
「
新
や
九
右
衛
門
入

道
道

悦
」
が
記
し
た
遺
書
で
あ
る
。

特
に
息
子

に
宛
て
、
後
家
や
娘
た
ち
な
ど
へ
の
資
産
の
配

分
を
述
べ
、
子
に
先

立

つ
こ
と
の
順
当
さ
や
致

富
の
心

得
を
説
く
。

通
俗

道
徳
的
な
価

値
観
が
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す
で
に
見
て
取
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
「
も
う
け
る
」
こ
と
も
称
揚
さ
れ
て
い

る
。
没
後
の
紛
争
に
備
え
、
奉
行
所
へ
の
請
願
文
言
を
奥
書
し
て
い
る

の
も
特
徴
で
あ
る （

�）。

（

1）
宮
本
前
掲
書
、
二
〇
一
頁
。

（

2）
以
下
、
「
廣
岡
家
文
書
」
所
収
史
料
は
、
廣
岡
一
二

�二
二
、
の
よ
う

に
略
記
し
て
引
用
す
る
。

（

3）
廣
岡
家
の
系
図
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
「
大
同
生
命
文
書
解
題
」
に

も
掲
示
さ
れ
て
い
る
が
、
新
史
料
発
見
に
よ
り
、
大
幅
に
改
善
さ
れ
た

た
め
、
今
後
は
本
稿
に
掲
載
す
る
も
の
を
最
新
版
と
し
て
参
照
さ
れ
た

い
。
な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
の
系
図
で
は
主
要
な
人
物
の
み
を

掲
示
し
、
典
拠
を
逐
一
示
す
煩
は
避
け
た
。
全
て
の
人
物
を
網
羅
し
、

か
つ
典
拠
を
明
示
し
た
系
図
デ
ー
タ
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
末
ま
で
に
、

神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
公
開
す
る
予
定
で

あ
る
。

（

4）
「
永
書

八
番
」
寛
政
一
一
（
一
七
九
九
）
年
一
〇
月
二
五
日
条
、

「
日
記
録

七
十
九
番
」
同
年
一
一
月
一
一
日
条
（
三
井
文
庫
所
蔵
資

料
本
一
三
〇
・
本
五
三
、
『
稿
本
三
井
家
史
料

小
石
川
家
五
代
高

経
』
一
五
～
一
六
頁
）
。
『
稿
本
三
井
家
史
料
』
は
、
以
下
『
稿
本
某
』

の
形
で
略
称
で
示
す
。

（

5）
「
永
書

十
一
番
」
文
政
四
年
二
月
二
六
日
条
、
同
十
四
番
・
天
保

八
年
一
二
月
一
一
日
条
（
三
井
文
庫
所
蔵
資
料

本
一
三
三
・
本
一
三

五
乙
、『
稿
本
高
益
』
八
・
七
四
頁
）
。

（

6）
「
日
記
録

百
二
十
一
番
」
天
保
一
二
年
四
月
五
日
条
、
「
仏
事

九

番
」
天
保
一
三
年
一
月
二
〇
日
条
（
三
井
文
庫
所
蔵
資
料

本
八
一
・

別
一
二
七
二
、
『
稿
本
高
益
』
一
一
六
頁
）
。

（

7）

�長
田
作
兵
衛
書
簡
》
三
井
文
庫
所
蔵
資
料

小
石
川
八
九
五

�一

九
。

（

8）
「
寄
会
帳

十
番
」
元
方
寄
会
の
部
、
同
年
二
月
二
日
条
（
三
井
文

庫
所
蔵
資
料

別
二
六
六
二
、
『
稿
本
高
喜
』
三
九
六
頁
）
。

（

9）
「
日
記
録

百
四
十
五
番
」
慶
応
元
年
四
月
三
日
条
（
三
井
文
庫
所

蔵
資
料

本
一
〇
五
甲
、
『
稿
本
高
喜
』
六
七
一
頁
）
。

（

10）
慶
応
二
年
一
二
月

�日
〆
に
な
る
加
五
の
勘
定
目
録
（
「
慶
応
二
年

丙
寅
十
二
月

�日
勘
定
目
録
」
大
同
Ｂ

�三
五
）
で
は
、
「
於
照
殿
年
中

諸
入
用
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
慶
應
三
年
一
二
月

�日
〆
の
勘
定
目

録
（
「
慶
応
三
年
丁
卯
十
二
月

�日
勘
定
目
録
」
大
同
Ｂ

�三
六
）
で
は
、

「
あ
さ
年
中
諸
入
用
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
一
年
の
間
に
改
名
し
た

こ
と
が
判
明
す
る
。

（

11）
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）「
京
都
三
井
対
談
一
件
」（
廣
岡
四

�四
）、

「
嘉
永
三
庚
戌
年
十
二
月
釋
妙
義
様
葬
祭
録
」
（
廣
岡
五

�一
二
）
、
「
享

和
三
年
癸
亥
八
月
十
日
三
井
寿
澹
殿
葬
式
一
件
控
」
（
廣
岡
五

�一
四
）
、

「
享
和
三
年
亥
八
月
三
井
寿
澹
殿
御
死
去
之
節
一
式
」（
廣
岡
五

�二
〇
）、

「
文
化
八
年
辛
未
十
月
朔
日
三
井
宗
龍
殿
葬
式
一
件
控
」
（
廣
岡
五

�二

四
）
ほ
か
。

（

12）
「
新
屋
九
右
衛
門

跡
職
書

置
之
事
」
廣
岡
九

�七
〇

�七

�二

�三
。

（

13）
以
下
、
廣
岡
一
三

�四
七

�二
番
台
。

（

14）
居

住
地
が
天

満
魚
屋

町
と
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
累
代
の
本
拠

地
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も
手
放
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
15）

「
御
六
様
大
坂
加
島
屋
久
右
衛
門
様
御
方
御
隠
居
恵
環
様
江
為
御
養

女
御
入
家
御
拵
用
一
巻
」
（
三
井
文
庫
所
蔵
資
料

新
町
四
七

�八
）。

（

16）
宛
先
は
京
都
町
奉
行
の
先
駆
代
官
奉
行
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
の
京

都
で
は
、
町
屋
敷
に
つ
い
て
は
生
前
に
譲
り
状
を
年
寄
に
出
し
、
年
寄
・

家
主
の
連
名
で
京
都
町
奉
行
あ
て
に
断
り
書
を
記
し
た
と
い
う
（
賀
川

隆
行
・

�口
知
子
「
史
料
紹
介

大
坂
高
麗
橋
三
丁
目
の
『
水
帳
』
と

『
毎
月
家
持
借
屋
人
別
判
形
帳
』
並
び
に
三
井
両
替
店
譲
り
替
史
料
」

『
三
井
文
庫
論
叢
』
一
七
、
一
九
八
三
年
一
二
月
、
二
六
五
頁
）
。

三
加

久
・
加
五
の
経
営
概
観

三

�

一
加
久
・
加
五
の
勘
定
目
録
概
観

続
い
て
決
算
書
に
あ
た
る
勘
定
目
録
が
確
認
で
き
る
加
久
・
加
五
に

つ
い
て
経
営
動
向
を
概
観
す
る （１
）。
加
久
に
つ
い
て
は
、
一
七
二
四
年
度
、

一
七
三
六
年
度
、
一
七
三
九
年
度
、
一
七
六
一
年
度
、
一
七
八
二
年
度
、

一
八
三
六
年
度
、
一
八
四
〇
、
一
八
四
七

�四
八
年
度
、
一
八
五
二
年

度
、
一
八
五
九
、
一
八
六
〇

�一
八
七
三
年
度
の
合
計
二
十
二
年
度
分

の
勘
定
目
録
が
残
存
し
て
お
り
、
内
一
八
六
八
年
度
分
の
み
、
「
書
抜
」

と
い
う
名
の
勘
定
目
録
を
作
成
す
る
た
め
の
基
礎
帳
簿
が
残
存
し
て
い

る
。こ
の
よ
う
に
非
連
続
的
に
勘
定
目
録
が
残
存
し
て
い
る
理
由
は
定
か

で
は
な
い
が
、
加
久
で
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
二
月
に
勘
定
目
録

を
調
査
し
、
享
保
八
年
度
分
（
一
七
二
三
）
か
ら
連
続
し
て
所
持
し
て

い
る
こ
と
、
寛
政
九
年
度
分
（
一
七
九
七
）
か
ら
文
化
一
四
年
度
分

（
一
八
一
七
）
ま
で
の
二
一
ヶ
年
に
つ
い
て
は
「
書
抜
」
が
各
五
冊
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（
「
入
日
記
」
、
廣
岡
二
三

�一
〇
）
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
元
々
は
連
続
的
に
作
成
さ
れ
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
散
逸

し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
加
五
に
つ
い
て
は
、
一
七
九
六
年
度
か
ら
一
八
七
一
年
度
ま

で
の
七
六
点
が
連
続
し
て
残
っ
て
お
り
、
一
七
八
四
年
度
か
ら
一
八
三

九
年
度
ま
で
は
「
書
抜
」
が
各
年
二
点
残
存
し
て
い
る （２
）。
明
治
七
年
度

（
一
八
七
四
）
よ
り
加
久
・
加
五
を
統
合
し
た
勘
定
目
録
を
作
成
す
る

よ
う
に
な
る
。

加
久
の
勘
定
目
録
の
構
成
を
、
天
明
二
年
度
（
一
七
八
二
）
分
を
素

材
に
紹
介
す
る
（

表

3
�１

）
。
な
お
、
勘
定
目
録
の
基
本
的
構
成
は
、

加
久
・
加
五
と
も
に
現
存
最
古
の
勘
定
目
録
か
ら
変
化
し
て
い
な
い
こ

と
を
付
言
し
て
お
く
。

勘
定
目
録
は
収
益
費
用
勘
定
か
ら
始
ま
る
。
最
初
に
諸
大
名
家
か
ら

の
扶
持
米
・
合
力
米
の
類
、
な
ら
び
に
家
質
収
入
、
雑
収
入
が
計
上
さ

れ
、
合
計
値
が
計
算
さ
れ
る
（
Ｘ
）
。
続
く
支
出
合
計
（
Ｂ
Ｋ
）
に
は

「
旦
那
年
分
小
遣
銀
」
な
ど
、
当
主
個
人
の
私
的
支
出
も
含
ま
れ
て
お

り
、
こ
の
意
味
で
所
有
と
経
営
の
分
離
は
見
ら
れ
な
い
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
こ
で
一
旦
収
入
と
支
出
を
突
き
合
わ
せ
て
、

収
支
を
確
認
し
（
Ｂ

Ｌ
）
、
し
か
る

後
に
大
名

貸
等
か
ら
の

利
益
（
Ｂ
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表3�1 天明2年度（1782）勘定目録（加久）

記号 貫 匁 項目 備考

A 6 387.7800 奥平大膳大夫様分御米巳年分判米、三百二俵
二斗五升八合六勺代

B 11 58.0000 右御同所様分御知行米四百七十五俵代、但丑
年分

C 700.0000 右御同所様分御知行米之内糯米二十五俵代、
但寅年分

D 7 289.6000 松平大膳大夫様分御合力米二百八十俵一斗六
升代、但丑年分

E 1 846.9500 右御同所様分三十人御扶持方米六十四俵三斗
八升四合二勺代、但丑年分

F 903.0000 右御同所様分御米懸屋料、但寅年分

G 477.6000 右御同所様分彦兵衛へ被下置候御合力米十八
俵一斗六升代、但子年分

H 693.3300 立花左近将監様分御合力米四十俵代、但丑年
分

I 10 848.7700 松平筑前守様分百人御扶持方米五百十八俵二
斗二升四合代、但寅正月�同十二月�分

J 576.4600 右御同所様分亀三郎殿へ二十人御扶持方米二
十六俵二合代、但寅十月・十一月・十二月分

K 2 512.7900 小笠原左〔ママ〕京大夫様分三十五人御扶持
方米四十一石三斗代、但丑十月朔日�寅九月
廿九日�分

L 2 445.2300 松平越前守様分五十人御扶持方米四十六石七
斗五升代、但寅二月朔日�同七月十九日�分

M 5 860.4500 右御同所様分御知行米三百石代、但寅年分

N 5 369.3700 亀井能登守様分五十人御扶持方米八十八石七
斗五升代、但丑九月朔日�寅八月�日�分

O 645.0000 右御同所様分御紙懸屋料、但寅年分

P 619.4750 阿部能登守様分五人御扶持方米八石八斗七升
五合代、但寅正月�同十二月�分

Q 70.0600 外売物代

R 140.4600 先納口銭銀

S 123.2800 打銀出入過

T 2 847.1200 入目銀

U 3 651.6000 蔵鋪銀、但玉水町・同小路蔵・堂島浜三丁目

V 21 668.8000 家質銀、但玉水町三ヶ所・江戸堀四ヶ所・堂
島浜三丁目・同北中町・立売堀一丁目・�屎
代共

W 3 338.0600 小判売買利

X 90 73.1850 合 A～W の合計値（利子
収入を除いた収入合計）

内

Y 98 312.9900 小払

Z 20 0.0000 旦那年分小遣銀

AA 2 267.0000 京都川原町懸屋敷附道具代口々

AB 2 229.3200 旦那京都御�留中諸入用口々
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記号 貫 匁 項目 備考

AC 6 117.6000 御祈�料、岡本中務江

AD 1 914.3600 旦那多賀御参詣�愛宕山御代参ニ付入用

AE 293.6000 金比羅御代参ニ付入用

AF 606.7000 伊勢御代参ニ付入用

AG 6 924.0000 旦那御病気ニ付住吉御霊宮�岡本中務ニ而御
祈�料

AH 430.0000 御霊宮へ列年歳暮御祈�料

AI 5 0.0000 唐崎村平六殿、当年内野不作ニ付御難渋之由、
依之無拠被遣候

AJ 2 0.0000 季之助殿去夏�唐崎江御預ケ置被成候ニ付、
去・今年為御挨拶と被遣候

AK 2 330.6800 御児呉服物代・茶料�給銀共

AL 1 649.3000 栄慈殿三十三回忌ニ付於京都学諸事入用

AM 11 840.0000 金二百両代、尊光寺院家昇進ニ付金百両者寄
附、同百両者取替遣候分

AN 4 30.0000 唐崎屋宇右衛門殿賄料、但寅年分

AO 600.0000 根来源六江合力銀、但寅年分

AP 1 0.0000 岩善暇遣候ニ付元銀とシテ被遣候

AQ 1 61.2500 火事道具�水鉄砲代

AR 55 304.4900 玉水町西横堀座敷普請諸入用

AS 70 918.9500 内六十五貫目、江戸堀一丁目大和屋新兵衛家
屋敷譲り請代銀也、残五貫九百十八匁九分五
厘、右歩市銀�帳切諸祝儀

AS 14 406.2500 内一三貫目、江戸堀一丁目加嶋屋平兵衛家屋
敷譲り請代銀也、残一貫四百六匁二分五厘、
右歩市銀�帳切諸祝儀

AT 29 834.0000 長州国司備後殿江極内々ニ而取替被遣候金五
百両代

AU 7 63.4500 松平筑前守様分亀三郎殿へ二十人御扶持方初
而被下置候ニ付御家中遣物入用

AV 32 763.4700 長州御屋鋪献上物�役人中遣物振舞入用〆高
也

AW 13 643.4400 筑前御屋鋪献上物�役人中遣物振舞入用〆高
也

AX 12 188.2600 中津御屋鋪献上物�役人中遣物振舞入用〆高
也

AY 1 593.7500 吉賀御屋鋪献上物�役人中遣物振舞入用〆高
也

AZ 14 53.0400 諸屋鋪方献上物�役人中遣物入用〆高也

BA 6 955.0700 諸屋鋪方振舞入用〆高也

BB 9 688.7100 町家遣物代口々〆高也

BC 22 401.6800 諸道具代口々〆高也

BD 101 842.7300 道具代�小道具代共口々〆高也

BE 12 796.6700 町入用、但玉水町・江戸堀一丁目・堂島浜三
丁目・同北中町・立売堀一丁目

BF 18 361.4300 普請方入用〆高也

BG 9 131.5200 年中飯米代�大豆・小豆代共



Ｍ
）
を
計
上
し
て
今
期
利
益
（
Ｂ
Ｎ
）
を
計
算
す

る
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
加
久
の
経
営

の
柱
で
あ
る
大
名
貸
等
に
つ
い
て
は
、
別
建
て
で

収
益
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

Ｂ
Ｌ
の
段
階
で
は
赤
字
で
あ
る
が
、
大
名
貸
や

入
替
両
替
業
な
ど
か
ら
生
じ
た
利
益
（
Ｂ
Ｍ
）
を

含
め
れ
ば
、
当
然
大
幅
な
黒
字
と
な
る
（
Ｂ
Ｎ
）
。

Ｂ
Ｍ
に
出
て
く
る
「
入
替
銀
」
と
は
入
替
両
替
か

ら
の
収
益
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
入
替
両

替
と
は
、
大
坂
米
市
場
で
取
引
さ
れ
た
米
切
手
を

担
保
と
し
て
受
け
取
っ
て
融
資
を
行
う
金
融
業
で

あ
り
、
米
市
場
に
対
し
て
投
資
資
金
を
供
給
す
る

役
割
を
負
っ
た （３
）。

残
念
な
が
ら
、
Ｂ
Ｍ
の
内
訳
は
、
勘
定
目
録
に

は
示
さ
れ
ず
、
「
書
抜
」
と
呼
ば
れ
る
基
礎
帳
簿

か
ら
読
み
取
る
ほ
か
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
加

久
に
つ
い
て
は
明
治
元
年
度
（
一
八
六
八
）
分
し

か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
限
り

大
半
を
大
名
か
ら
の
利
子
収
入
が
占
め
て
い
る

（
「
歩
銀
書
抜
」
廣
岡
二
三

�一
三

�六
）
。
も
っ
と

も
、
最
幕
末
の
経
営
内
容
が
、
ど
の
程
度
、
そ
れ

以
前
の
経
営
内
容
を
反
映
し
て
い
る
か
定
か
で
な
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記号 貫 匁 項目 備考

BH 38 198.9500 呉服物代〆高也

BI 25 587.7500 薬料�参代共

BJ 2 257.2700 京都山崎町懸屋敷西六條町入用�山崎町普請
入用共

BK 667 597.6800 〆 Y～BJの合計（支出
合計）

BL 577 524.4950 引残 当暮不足相成ル分 XとBKの差額

BM 1,513 322.9870 歩銀、御屋鋪諸方取替銀・入替銀�留帳・請
込帳差引残而

BN 935 798.4920 差引残 BMとBLの差額（今
期利益）

正味算用達

BO 24,649 79.0210 御屋鋪方用達銀・諸方取替銀�預り銀、差引
残而取替相成候分

BP 1,762 842.8470 古用達帳、御屋鋪方�町家共取替相成候分

BQ 641 827.4135 御用金御屋鋪方貸付相成ル分

BR 159 824.0900 有銀、蔵百五十貫目、戸棚九貫八百二十四匁
九厘

BS 27,213 573.3710 合 BO～BRの合計（BQ
の5弗は切り捨て、資
産総額）

内

BT 167 757.1100 請込帳面分

BU 4,105 737.6630 留帳差引残而過銀預り相成分

BV 122 77.5000 端売金二千三十四両二歩二朱代、両替六十目
替

BW 22,818 1.0980 引残而 BSとBT～BVの合計
の差額（純資産）

注）「天明二年寅極月�日勘定目録」大同B3�1に基づく。記号欄、および亀甲括弧内の文字は筆者が加

えたものである。



い
た
め
、
慎
重
な
解
釈
が
求
め
ら
れ
る
。

勘
定
目
録
は
続
い
て
「
正
味
算
用
」
、
「
正
味
算
用
立

（
達
）
」
な
ど
と
題
さ
れ
る
勘
定
へ
と
移
る
。
対
大
名
・
対

幕
府
貸
付
残
高
や
有
銀
な
ど
か
ら
成
る
資
産
を
計
上
し

（
Ｂ
Ｓ
）
、
そ
こ
か
ら
Ｂ
Ｔ
～
Ｂ
Ｖ
の
合
計
値
を
差
し
引
く

こ
と
で
、
今
期
純
資
産
（
Ｂ
Ｗ
）
を
計
上
し
て
い
る
。
Ｂ

Ｕ
に
「
過
銀
預
り
相
成
分
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ｂ

Ｔ
～
Ｂ
Ｖ
の
合
計
値
は
、
今
日
で
言
う
負
債
に
相
当
す
る

と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
内
訳
が
不
明
の
た
め
断
定

は
避
け
る
。
な
お
、
加
五
の
勘
定
目
録
に
お
い
て
は
右
の

Ｂ
Ｔ
～
Ｂ
Ｖ
に
相
当
す
る
項
目
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
資
産
＝
純
資
産
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
加
久
（
お
よ
び
加
五
）

の
勘
定
目
録
は
収
益
費
用
勘
定
と
資
産
負
債
勘
定
か
ら
成

り
立
っ
て
い
た
が
、
鴻
池
屋
善
右
衛
門
（
以
下
、
鴻
善
）

の
「
算
用
帳
」
や
、
三
井
家
の
「
大
元
方
勘
定
目
録
」
な

ど
と
は
異
な
り
、
両
勘
定
を
突
き
合
わ
せ
る
作
業
は
し
て

い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
収
益
費
用
勘
定
に
よ
っ
て
計
算
さ

れ
た
今
期
利
益
を
、
前
期
純
資
産
に
足
し
合
わ
せ
て
、
今

期
資
産
負
債
勘
定
か
ら
計
算
さ
れ
る
純
資
産
と
比
較
す
る

よ
う
な
作
業
は
行
っ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
天
保
七
年
度
（
一
八
三
六
）
以
降
の
加
久

廣岡家文書と大同生命文書

325

表3�2 加久の主要勘定項目

会計年度 歩銀 当期損益 純資産

和暦 西暦 貫 匁 貫 匁 貫 匁

享保9年 1724 � � 34 481.9300 144 275.6800

元文元年 1736 90 688.3000 （10） （776.2200） 1,436 997.0800

元文4年 1739 261 843.3300 272 360.2300 2,798 163.7600

宝暦元年 1761 619 996.7100 562 918.0000 8,305 465.8800

天明2年 1782 1,513 322.9870 935 798.4920 22,818 1.0980

天保7年 1836 1,243 392.9000 576 570.5700 62,160 365.1610

天保11年 1840 1,121 861.0290 556 285.4790 65,397 685.2670

弘化4年 1847 1,096 331.2140 954 159.3040 71,652 746.1455

嘉永元年 1848 1,261 148.5670 1,076 633.3570 72,731 618.3890

嘉永5年 1852 1,547 65.9940 1,174 676.7540 78,193 768.7651

安政6年 1859 1,022 214.0300 690 214.0300 85,823 766.1370

万延元年 1860 900 443.5440 316 327.1940 86,138 103.5100

文久元年 1861 1,190 851.2070 898 201.9370 87,078 228.6100

文久2年 1862 1,205 744.5790 636 725.5890 87,667 851.4330

文久3年 1863 1,403 73.2670 854 131.3270 88,522 971.9000

元治元年 1864 1,314 236.5180 886 514.9380 90,741 385.1150

明治元年 1868 1,568 655.3140 1,509 136.1240 97,133 623.7200

明治2年 1869 4,098 482.2650 3,170 164.1550 99,785 312.3680

明治3年 1870 2,718 586.4090 2,872 258.9290 98,300 168.8700

明治4年 1871 3,897 278.2650 1,901 779.2450 149,701 599.7340

明治5年 1872 406 60.0000 （3,369） （979.4400） 146,409 373.6560

明治6年 1873 1,076 641.9800 （3,807） （723.3600） 142,224 57.8360

注） 各年度の勘定目録による。資産について、算用違を修正している場合には修正後の数値を記載。



勘
定
目
録
に
は
、
末
尾
に
貼
り
紙
が
あ
り
、
そ
こ
で
上
記
の
突
き
合
わ

せ
作
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
毎
回
差
額
が
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
収

益
費
用
勘
定
か
ら
導
か
れ
る
今
期
純
資
産
と
、
資
産
負
債
勘
定
か
ら
導

か
れ
る
今
期
純
資
産
が
一
致
し
て
い
な
い
。

こ
の
他
、
資
産
に
占
め
る
有
銀
が
少
な
い
こ
と
、
負
債
額
が
小
さ
い

こ
と
な
ど
、
指
摘
す
べ
き
点
は
多
い
が
、
加
久
・
加
五
の
勘
定
目
録
に
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表3�3 加五の主要勘定項目

会計年度 当期損益 歩銀 資産（＝純資産）

和暦 西暦 貫 匁 貫 匁 貫 匁

寛政7年 1795 1,728 597.4900

寛政8年 1796 61 61.5000 61 263.4600 1,789 860.9500

寛政9年 1797 108 622.3440 107 605.3040 1,897 466.2540

寛政10年 1798 130 512.7900 91 892.0100 1,989 358.2640

寛政11年 1799 138 658.7580 383 123.8380 2,372 489.6980

寛政12年 1800 176 356.7740 67 603.8140 2,440 93.5140

享和元年 1801 125 700.3940 （22）（418.9760） 2,417 669.2770

享和2年 1802 83 475.6700 （ 9）（916.5500） 2,407 755.1690

享和3年 1803 133 210.1980 63 732.6280 2,471 498.7870

文化元年 1804 110 53.9140 22 370.5140 2,493 888.4010

文化2年 1805 72 754.7140 （15）（294.2060） 2,478 657.5710

文化3年 1806 158 869.4500 88 839.5750 2,567 528.3090

文化4年 1807 116 203.7480 （529）（928.6090） 2,037 638.2780

文化5年 1808 122 760.5910 19 948.8500 2,057 762.2930

文化6年 1809 95 203.4480 （88）（799.4870） 1,968 993.7330

文化7年 1810 99 272.8400 （ 2）（454.0830） 1,966 544.4910

文化8年 1811 197 812.3500 66 529.6200 2,033 97.4150

文化9年 1812 79 98.4900 （34）（510.8000） 1,998 584.8450

文化10年 1813 106 561.9340 41 354.3140 2,040 126.9490

文化11年 1814 67 883.1800 （ 6）（300.6400） 2,033 848.4750

文化12年 1815 156 739.3100 84 848.4750 2,118 159.6650

文化13年 1816 133 841.7360 63 159.6650 2,181 536.7810

文化14年 1817 160 600.9400 70 244.9500 2,251 884.8010

文政元年 1818 111 670.8900 42 689.3100 2,294 678.1310

文政2年 1819 107 557.0500 31 255.2700 2,326 60.4210

文政3年 1820 91 28.5500 19 397.4500 2,345 495.8610

文政4年 1821 156 715.7400 46 59.2600 2,391 639.3810

文政5年 1822 88 376.2700 44 242.1700 2,347 444.6510

文政6年 1823 228 470.0600 （777）（891.8400） 1,571 522.7160

文政7年 1824 14 97.2000 （151）（676.9600） 1,419 907.4560

文政8年 1825 18 629.9700 37 506.6800 1,457 345.7160

文政9年 1826 27 432.5200 （21）（429.9600） 1,435 928.0060

文政10年 1827 14 803.2000 （130）（440.5700） 1,305 515.6660

文政11年 1828 71 351.4800 （ 8）（339.3700） 1,297 192.3660

文政12年 1829 32 395.3200 （67）（859.5000） 1,229 358.9460

天保元年 1830 53 845.4000 （28）（444.9700） 1,200 910.7760

天保2年 1831 65 63.2100 （ 5）（576.7000） 1,206 506.5660

天保3年 1832 80 900.6000 11 157.5400 1,217 695.0060

天保4年 1833 35 591.1200 （25）（672.5700） 1,192 33.3060

天保5年 1834 100 4.7700 32 512.3600 1,224 568.5660

天保6年 1835 87 314.7900 3 707.8580 1,228 307.8040



つ
い
て
の
分
析
に
は
別
稿
を
用
意
す
る
予
定
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
指
摘

に
と
ど
め
る
。

続
い
て
両
家
の
主
要
勘
定
項
目
に
つ
い
て
時
系
列
推
移
を
確
認
す
る
。

加
久
に
つ
い
て
は
、
欠
損
年
が
多
い
と
は
い
え
、
近
世
中
期
以
降
、
安

定
し
て
千
貫
目
以
上
の
歩
銀
収
入
（
利
子
収
入
）
が
あ
り
、
純
資
産
を

順
調
に
増
や
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（

表

3
�2）

。
同
家
の
経
営
の
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会計年度 当期損益 歩銀 資産（＝純資産）

和暦 西暦 貫 匁 貫 匁 貫 匁

天保7年 1836 74 25.2600 363.1100 1,228 731.6040

天保8年 1837 76 326.8350 （44）（775.9450） 1,183 997.3840

天保9年 1838 69 863.9600 （41）（665.6900） 1,142 364.6840

天保10年 1839 128 601.5500 53 588.8860 1,195 961.7300

天保11年 1840 46 873.8550 （26）（140.2500） 1,169 821.7500

天保12年 1841 66 616.0600 （30）（954.2900） 1,138 875.9000

天保13年 1842 72 113.9100 9 76.8000 1,147 951.8900

天保14年 1843 77 318.4700 31 564.6000 1,179 481.7950

弘化元年 1844 26 718.9100 17 236.5500 1,196 736.5150

弘化2年 1845 21 655.9800 （24）（362.4400） 1,172 386.5450

弘化3年 1846 48 943.8800 （10）（595.4600） 1,161 795.6750

弘化4年 1847 34 980.3100 （14）（500.9100） 1,147 305.6950

嘉永元年 1848 40 320.1700 （10）（395.6100） 1,136 924.0050

嘉永2年 1849 72 212.4870 44 796.9370 1,181 731.1200

嘉永3年 1850 56 371.1600 42 728.2100 1,224 471.4820

嘉永4年 1851 42 256.6600 11 135.6800 1,235 625.8250

嘉永5年 1852 80 284.4870 52 723.6470 1,288 349.4720

嘉永6年 1853 61 374.1700 38 620.4900 1,326 955.9820

安政元年 1854 63 255.0600 36 784.4800 1,363 759.3200

安政2年 1855 69 737.6000 44 759.1900 1,408 541.7120

安政3年 1856 59 596.6800 37 570.5900 1,446 138.1120

安政4年 1857 39 56.8200 19 95.7800 1,465 233.8920

安政5年 1858 29 731.2600 15 227.4000 1,480 461.2920

安政6年 1859 31 107.7100 10 208.3400 1,490 669.6320

万延元年 1860 25 352.6300 （ 6） （60.5300） 1,484 609.1020

文久元年 1861 34 254.7300 （ 1）（823.4700） 1,482 785.6320

文久2年 1862 19 269.9400 （29）（246.3680） 1,453 539.2640

文久3年 1863 24 721.1300 （27）（259.2600） 1,426 280.0040

元治元年 1864 22 342.5000 （58）（916.4200） 1,367 363.5840

慶應元年 1865 22 342.5000 （53）（884.5000） 1,313 479.8040

慶應2年 1866 3 564.7300 （120）（855.1400） 1,192 623.9440

慶應3年 1867 69 811.5000 （108）（484.0200） 1,084 139.9240

明治元年 1868 52 235.9600 （113）（546.9500） 970 592.9740

明治2年 1869 2 227.5000 （238）（434.7400） 732 158.2340

明治3年 1870 18 763.5000 （308）（297.4000） 423 860.8340

明治4年 1871 32 407.6000 （39）（765.7700） 384 95.6040

注） 表3�2に同じ。



柱
で
あ
っ
た
大
名
金
融
の
堅
調
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
近
世
期
で
は
唯

一
、
元
文
元
年
度
（
一
七
三
六
）
が
赤
字
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

元
文
改
鋳
に
よ
る
差
損
を
処
理
し
た
も
の
（
古
銀
で
貸
与
し
た
分
が
、

新
銀
で
返
済
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
を
計
上
）
で
あ
っ
て
、

経
営
上
の
蹉
跌
で
は
な
い
。

一
方
、
加
五
は
歩
銀
収
入
が
不
安
定
で
あ
り
、
特
に
幕
末
期
に
は
慢

性
的
な
赤
字
経
営
で
資
産
を
食
い
減
ら
し
て
い
く
よ
う
な
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
（

表

3
�3）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
家
か
ら
の
援
助

も
あ
っ
た
よ
う
で
、
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
に
は
加
久
の
債
権
の

一
部
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
他
（
「
寛
政
十
一
年
未
極
月

�日
勘
定
目
録
」

廣
岡
一
〇

�六
七

�五

�二
）
、
嘉
永
三
年
度
（
一
八
五
〇
）
以
降
は
「
本

家

�賄
料
」
と
し
て
毎
年
銀
一
〇
貫 （４
）が
加
五
の
収
益
に
計
上
さ
れ
て
い

る
（
「
嘉
永
三
年
庚
戌
十
二
月

�日
勘
定
目
録
」
大
同
Ｂ
三

�一
九
）
。

し
か
し
、
慢
性
的
な
赤
字
経
営
に
変
わ
り
は
な
く
、
明
治
七
年
度
（
一

八
七
四
）
に
加
久
に
吸
収
さ
れ
る
形
と
な
り
、
加
五
単
体
で
の
勘
定
を

行
わ
な
く
な
る
。

加
五
も
、
本
家
と
同
じ
く
大
名
金
融
を
経
営
の
柱
と
し
た
家
で
あ
る

が
、
本
家
と
分
家
で
業
績
に
こ
こ
ま
で
の
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深

い
。
貸
付
の
技
術
を
共
有
す
る
だ
け
で
は
埋
め
ら
れ
な
い
差
が
あ
っ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
た
め
、
今
後
詳
細
に
分
析
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
加
久
・
加
五
と
も
に
近
世
期
に
お
い
て
支
店
を
設
け
た
形
跡

は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
商
業
金
融
で
は
な
く
大
名
金
融
に
特
化

し
た
経
営
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
せ
る
。

三

�二
加
久
の
経
営
内
容
変
化

創
業
以
来
、
順
調
に
資
産
を
増
や
し
た
加
久
で
あ
る
が
、
経
営
内
容

は
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い
た
。
先
に
指
摘
し
た
通
り
、
創
業
期
に
は

大
名
金
融
を
行
っ
た
形
跡
は
な
く
、
米
取
引
を
中
心
と
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
享
保
一
五
年
（
一
七
三
〇
）
八
月
に
、
江
戸
幕
府
が
堂
島

米
市
場
を
公
認
し
、
翌
一
六
年
に
は
主
立
つ
米
仲
買
五
軒
を
米
方
年
行

司
に
任
命
し
、
市
場
の
監
督
に
当
た
ら
せ
て
い
る
が
、
こ
の
内
の
一
軒

に
加
久
が
名
を
連
ね
て
い
る （５
）。
こ
の
頃
に
は
米
仲
買
の
顔
役
に
成
長
し

て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
同
時
に
、
加
久
が
米
仲
買
と
し
て
身

を
起
こ
し
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
は
、
大
聖
寺
藩
の
蔵
元
を
請
け
負
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
（
「
大
坂
え
御
廻
米
御
支
配
覚
」
大
同

Ｂ
八

�四
九
）
、
元
文
元
年
度
（
一
七
三
六
）
、
同
四
年
度
の
勘
定
目
録

に
は
、
収
益
勘
定
に
「
蔵
米
売
買
口

銭
」
、
「

登
米
口

銭
」
の
項
目
が
見

え
、
蔵
元
と
し
て
の
性

格
が
出

始
め
る
。
ま
た
、
歩
銀
の
計
上
も
始
ま

っ
て
い
る
。

宝
暦
元
年
度
（
一
七
五
一
）
の
収
益
勘
定
に
は
筑

前
藩
の

合
力
米
、
中

津
藩
か
ら
の
口

銭
が
計
上
さ
れ
、
蔵
元
商

人
と
し
て
金
融

上
の
用

達
を
勤
め
て
い
る
様

子
が
鮮
明
に
な
り
、
歩
銀
収
入
も
六
〇
〇

貫
を
超
え
て
い
る
。

宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
の
大
坂
市
中
御

用
金
で
は
、
三

井
八

郎
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右
衛
門
、
鴻
善
ら
と
並
び
最
高
額
の
五
万
両
を
負
担
し
て
い
る
こ
と

か
ら （６
）、
一
八
世
紀
中
期
に
は
、
大
坂
金
融
市
場
を
代
表
す
る
豪
商
へ
と

成
長
し
て
い
た
と
言
え
る
。
先
に
紹
介
し
た
天
明
二
年
度
（
一
七
八
二
）

の
勘
定
目
録
・
収
益
勘
定
に
は
、
米
売
買
を
想
起
さ
せ
る
項
目
が
な
い

こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
大
名
金
融
に
特
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る （７
）。

加
久
は
米
取
引
に
従
事
す
る
商
人
と
し
て
身
を
起
こ
し
、
十
八
世
紀

以
降
、
次
第
に
大
名
の
蔵
米
を
扱
う
蔵
元
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
そ

の
関
係
性
を
足
が
か
り
に
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
、
大
名
金
融
に
特
化

し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
道
程
は
決
し
て
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け

享
保
期
（
一
七
一
五

�一
七
三
五
）
は
厳
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
年
一
一
月

に
は
、
妙
古
（
亀
、
二
代
加
久
後
家
）
が
、
油
屋
四
郎
兵
衛
よ
り
銀
一

七
〇
貫
を
借
銀
し
て
い
る
（
「
請
負
申
屋
賃
銀
之
事
（
加
嶋
屋
亀
家
屋

敷
売
り
渡
し
に
つ
き
）
」
廣
岡
一
三

�五
〇

�一
七
）
。
ま
た
、
享
保
四
年

（
一
七
一
九
）
に
は
、
玉
水
町
の
居
宅
二
ヶ
所
を
売
却
し
て
い
る
が
、

年
限
付
き
で
継
続
し
て
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
っ
て
い
る
（
「
一

札
之
事
」
廣
岡
一
三

�

五
〇

�一
六
）。

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
に
家
督
を
継

い
だ
四
代
加
久
（
吉
信
・
喜
西
）
の
遺
書
（
宝
暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）

作
成
）
に
記
載
が
あ
る
の
で
、
該
当
箇
所
を
抜
粋
し
て
掲
示
す
る
（

史

料
三

�

一
）
。

享
保
期
の
危
機
を
経
て
、
大
坂
を
代
表
す
る
豪
商
へ
と
成
長
し
た
加

久
で
あ
る
が
、
他
の
豪
商
と
比
べ
た
場
合
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
今

後
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
試
み
に
鴻
善
の
天
明
二
年

度
の
純
資
産
額
を
見
る
と
、
一
万
九
千
三
百
十
三
貫
弱
で
あ
り （８
）、
前
掲

表
二
に
見
た
加
久
の
純
資
産
額
二
万
二
千
八
百
十
八
貫
余
が
こ
れ
を
上

回
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
資
産
を
計
上
す
る
か
は
商
家
に
よ
っ

て
異
な
る
。
例
え
ば
鴻
善
の
決
算
簿
「
算
用
帳
」
に
つ
い
て
は
、
純
資

産
に
相
当
す
る
金
額
を
算
出
し
た
後
に
一
定
の
加
除
が
加
え
ら
れ
た
り

（
そ
の
事
由
も
一
定
し
な
い
）
、
土
地
・
家
屋
な
ど
の
不
動
産
が
資
産
に

計
上
さ
れ
な
か
っ
た
り
と
、
実
態
と
乖

離
す
る
面
が
あ
っ
た
こ
と
は

安

岡
重
明
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る （９
）。

と
り
わ
け
、
大
名

貸
商
人
の
資
産
に
お
い
て
大

半
を
占
め
る
対
大
名

債
権
に
つ
い
て
は
、
回
収
の
見

込
み
が
な
け
れ
ば
資
産
計
上
を
し
な
い

と
い
う
選

択
肢
も
あ
る
た
め
、
帳
簿
作
成

者
が
ど
の
程
度
保

守
的
に
債

権
の
性

質
を
見

極
め
る
か
に
よ
っ
て
、

自
ず
と
資
産
額
は

変
わ
っ
て
く

る
。
し
た
が
っ
て
、
勘
定
目
録
の
数

値
を
鵜

呑
み
に
し
た
安

易
な
比

較

は
慎

む
べ
き
で
あ
る
が
、
加
久
の
資
産

総
額
の

絶
対

値
が

巨
額
で
あ
る

こ
と
は
強

調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

�三
奉
公
人
・
別
家
制
度

久
右
衛
門
家
の
元

禄
・
宝

永
期
の
奉

公
人
請

状
が
ま
と
ま
り
、

文
書

廣岡家文書と大同生命文書
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群
中
の
最
古
の
部
分
を
な
す （

�）。
「
自
分
売
買
」
や
「
俵
物
」
持
ち
逃
げ

が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
大
名
貸
に
本
格
的
に
進
出
す
る
以
前
の
事
業
を

う
か
が
わ
せ
る
。
親
・
請
人
な
ど
の
居
所
は
玉
水
町
・
天
満
・
玉
造
・

土
佐
堀
・
七
郎
右
衛
門
町
・
浄
国
寺
町
・
内
本
町
な
ど
、
大
坂
市
中
か

ら
が
主
で
、
鹿
塩
村
・
小
野
村
な
ど
、
九
兵
衛
家
（
東
難
波
村
）
の
方

面
も
わ
ず
か
に
み
ら
れ
る
。

大
名
貸
を
主
と
す
る
両
替
商
と
し
て
確
立
し
た
以
降
に
つ
い
て
は
、

奉
公
人
請
状
・
別
家
証
文
や
、
奉
公
人
統
制
関
係
な
ど
が
若
干
存
す
る
。

ど
ち
ら
の
家
か
不
明
な
も
の
が
多
い
。
久
右
衛
門
家
の
手
代
数
は
不
明

だ
が
、
五
兵
衛
家
は
大
同
生
命
文
書
中
に
あ
る
宗
旨
人
別
帳
か
ら
、
一

九
世
紀
初
頭
に
当
主
・
家
族
・
下
人
（
手
代
含
む
）
・
下
女
合
わ
せ
て

二
四
名
と
わ
か
る （

�）。
両
替
商
は
多
数
の
従
業
員
を
必
要
と
し
な
い
業
種

で
あ
っ
て （

�）、
久
右
衛
門
家
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
違
わ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。

暖

�分
け
の
際
の
証
文
類
で
は （

�）、
別
家
料
は
一
律
五
〇
貫
目
と
多
額

で
、
子
は
出
勤
さ
せ
る
と
あ
り
、
暖

�内
の
結
合
志
向
が
非
常
に
強
い
。

本
稿
で
は
特
に
興
味
深
い
、
手
代
の
昇
進
規
定
と
、
下
男
の
別
家
の
文

書
を
紹
介
す
る
。

史
料

三

�二
は
、
手
代
の
昇
進
・
昇
給
の
規
定
で
、
残
念
な
が
ら
年

代
不
明
で
あ
る
。
二
四
年
目
の
支
配
人
昇
進
な
ど
、
昇
進
・
昇
給
は
勤

務
年
数
に
応
じ
機
械
的
で
あ
る
（
目
安
を
記
す
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

「
子
飼
（
子
育
）
」
と
「
中
年
」
の
別
が
あ
り
、
後
者
は
昇
給
の
上
限
が

低
い
。
元
服
前
か
ら
の
住
み
込
み
に
加
え
、
中
途
採
用
の
制
度
が
あ
り
、

両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
「
子
飼
」
は
支
配
人
昇
進
後
「
別
家
」
と

な
り
、
「
中
年
」
は
「
休
所
」
が
許
可
さ
れ
て
「
中
年
別
家
」
に
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
別
家
料
」
五
〇
貫
目
は
「
屋
敷
方
」
で
運
用
す

る
と
定
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
本
家
の
大
名
貸
部
門
で
、
別
家

独
自
の
事
業
経
営
は
想
定
さ
れ
ず
、
本
家
の
大
名
貸
に
加
入
す
る
仕
組

み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
く
大
坂
を
代
表
す
る
大
両
替
商
・
鴻
池

を
想
起
さ
せ
る
制
度
で
あ
る （

�）。

「
休
所
」
の
名
目
で
別
家
を
許
さ
れ
た
証
文
は
一
点
の
み
で
あ
る
が （

�）、

こ
れ
は
喜
代
と
い
う
五
兵
衛
家
に
奉
公
し
た
女
性
が
出
し
た
も
の
で
、

別
の
文
書
か
ら
「
町
内
向
女
名
前
難
相
成
」
た
め
奉
公
人
の
徳
蔵
を
養

子
と
し
、
後
に
徳
蔵
が
故

郷
に
帰
る
と
、
奉
公
人
徳

助
と
奥
向
き
の
女

中
ち
う
を

養
子
と
し
、

娶
せ
て
家
を

継
承
さ
せ
て
い
て （

	）、
女
性
の
別
家

と
し
て
中
年
別
家
の
制
度
を
援
用
し
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

史
料

三

�三
①

・
②
は
、
文

化
六
年
（
一

八
〇
九
）
九

月
、
奉
公
人

の
清

治
（

清
次
）
が
「

宿


」
を
許
さ
れ
た
際
の
文
書
二

通
。

①
は
店

（
久
右
衛
門
家
か
五
兵
衛
家
か
は
不
明
）
に
出
し
た
と
み
ら
れ
、
屋

号

と
し
て
は
中
村
屋
を
称
し
、
以
後
も
店
に
「
出
入
」
し
、
用
を
務
め
る

と
誓
う
。
元
手

銀
三
〇
〇
目
の
ほ
か
白

米
・
味

�・
薪
・

炭 （

�）と
い
う
下

賜
品
は
、
手
代
の
そ
れ
と
は
隔

絶
し
て
い
る
。

②
で
は
、
同
じ
屋

号
を

名
乗
る
恒
七
な
る
人
物
に
「

御
世

話
」
に
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
恒
七
が
廣

岡
家
に
宛
て
た
別
の
文
書
で
は
、
自

身
の
宿
入
に
つ
い
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て
「
宿
持
被
為
仰
付
難
有
、
則
御
出
入
中
村
屋
友
七
ヲ
親
分
ニ
仕
」
と

述
べ
て
い
る （

）。
中
村
屋
友
七
の
「
名
跡
」
を
、
や
は
り
元
手
銀
三
〇
〇

目
他
を
下
賜
し
て
他
の
奉
公
人
に
相
続
さ
せ
て
い
る
事
例
が
あ
り （

�）、
別

の
店
則
に
「
下
男
宿
持
之
者
」
の
使
役
規
定
が
み
え
る （

�）。
廣
岡
家
に
つ

と
め
た
下
男
た
ち
に
も
別
家
を
許
し
、
親
分
子
分
関
係
で
編
成
し
て
引

き
続
き
出
入
り
さ
せ
る
制
度
が
あ
り
、
下
賜
品
や
屋
号
に
お
い
て
手
代

と
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
事
例
と

い
え
よ
う （

�）。

（

1）
加
久
・
加
五
と
も
、
現
存
最
古
の
勘
定
目
録
か
ら
一
貫
し
て
、
決
算

は
十
二
月

�日
締
め
で
、
翌
年
正
月
に
手
代
が
連
署
で
こ
れ
を
改
め
る

形
式
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
目
録
上
の
史
料
作
成
年
と

会
計
年
度
が
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
会
計
年
度
を
も
っ
て

呼
称
・
識
別
す
る
。

（

2）
前
述
の
通
り
、
加
五
が
創
設
さ
れ
た
の
は
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）

四
月
で
あ
る
が
、
勘
定
目
録
は
、
寛
政
八
年
度
分
か
ら
残
存
す
る
。
こ

の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

（

3）
米
切
手
と
入
替
両
替
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
高
槻
前
掲
書
、
第
四
章
・

第
五
章
を
参
照
の
こ
と
。

（

4）
明
治
元
年
度
以
降
は
金
百
両
に
変
更
さ
れ
る
。

（

5）
「
浜
方
記
録
」
本
庄
栄
治
郎
編
『
近
世
社
会
経
済
叢
書
第
二
巻
』
改

造
社
、
一
九
二
六
年
、
二
一
～
二
二
頁
。

（

6）
賀
川
隆
行
『
江
戸
幕
府
御
用
金
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

〇
二
年
、
第
一
章
、
「
草
間
伊
助
筆
記
」
（
大
阪
市
参
事
会
編
『
大
阪
市

史
第
五
』
大
阪
市
参
事
会
、
一
九
一
一
年
）
。

（

7）
中
津
藩
と
萩
藩
に
つ
い
て
は
、
明
治
に
入
る
ま
で
蔵
元
を
務
め
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
（
「
（
中
津
蔵
）
判
書
帳
（
買
請
米
書
上
）
」

大
同
Ｂ
八

�八
九
、
「
（
長
州
藩
）
判
書
帳
（
買
請
米
書
上
）
」
大
同
Ｂ

八

�一
二
四
）
、
完
全
に
米
取
引
か
ら
足
を
洗
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

両
藩
は
加
久
に
と
っ
て
重
要
な
融
資
先
で
も
あ
り
、
大
名
金
融
の
一

環

と
し
て
蔵
元
を
務
め
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（

8）
「
算
用
帳
」
（
大
阪
大
学
経
済
史
・
経

営
史
資
料
室
「

鴻
池

善
右
衛

門

家
文
書
」

紙
焼
き
史
料
一
〇
七
七
）
。

（

9）
安
岡
重
明
『

財
閥
形
成
史
の
研
究

〔
増

補
版

〕
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、

一
九
九
八
年
）
二
一
～
九
一
頁
。

（

10）
「
請
状
之
事
」（
廣
岡
一
三

�六

�四
）
な
ど
。

（

11）
「

宗
旨
人
別

控
」
大
同
Ｂ
二

�一
六
。

（

12）
三

井
の
大

坂
両
替
店
（
高

麗
橋
三

丁
目
、
一

族
の
邸

宅
は
付

属
し
な

い
）
で
は
、

天
保

末
か
ら
幕

末
ま
で
、
手
代
と
下
男

合
わ
せ
て
二
〇
名

前
後
で

推
移
し
た
（
「

宗
旨
人
別
帳
」
三

井
文

庫
所
蔵
資
料

別
一
七

一
〇
）
。

（

13）
「
御
請
一

札
事
」
（
廣
岡
二
三

�一
一

�二
）
な
ど
。

（

14）
安
岡
前
掲
書
。

む
ろ
ん
時

期
に
よ
る
変

化
は
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
別

家
証

文
群
で
は
、
五
〇
貫
目
を
「
元
手
料
」
と
す
る
（
廣
岡
二
三

�一

一

�二
、
ほ
か
）。

（

15）
文

化
八
年
「
一

札
之
事
」
（
廣
岡
六

�四
一

�三
七
）
。
「

普
請
料
」

と
し
て
銀
二
〇

枚
、
「
御
家
号
」
、

夜
着
・

蒲
団
が
支

給
さ
れ
て
い
る
。
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（
16）

「
書
附
ヲ
以
御
願
奉
申
上
候
」
（
廣
岡
六

�四
一

�五
五

�二

�五

�

二
）
・
「
乍
憚
書
付
ヲ
以
御
頼
奉
申
上
候
」
（
廣
岡
六

�一
四

�五
七

�

二
�二

）
。

（

17）
他
に
廣
岡
六

�四
一

�三

�三
、
廣
岡
一
〇

�五
三
、
廣
岡
一
〇

�

六

�二
四
、
廣
岡
二
三

�一
一

�二
～
九
な
ど
。

（

18）
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）「
乍
恐
口
上
」（
恒
七
よ
り
「
御
世
帯
方
」

宛
、
廣
岡
六

�四
一

�五
六

�二
）。

（

19）
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
「
一
札
」
（
廣
岡
六

�四
一

�三
三

�三

�二
）。

（

20）
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
「
店
方
申
渡
之
定
書
」
（
廣
岡
六

�四
一

�

六
一
）。

（

21）
三
井
で
は
台
所
方
の
下
男
の
別
家
は
、
明
確
に
確
認
は
さ
れ
て
い
な

い
が
、
別
家
の
互
助
組
織
に
与
え
ら
れ
た
式
目
に
「
手
前
よ
り
も
軽
き

下
男
な
と
宿
入
致
も
の
」
（
享
保
九
年
・
三
井
高
房
「
始
末
相
続
講
式

目
」
三
井
文
庫
所
蔵
資
料

続
二
八
四
〇
）
と
み
え
、
あ
る
い
は
初
期

に
は
存
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

四
廣

岡
家
の
大
名
貸
経
営

四

�

一
加
久
と
加
五
に
よ
る
融
資
先
の
分
担

入
替
両
替
な
ど
い
く
つ
か
の
業
務
を
兼
ね
て
い
た
が
、
な
か
で
も
大

名
金
融
は
、
廣
岡
家
の
経
営
に
お
け
る
柱
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
次

発
見
さ
れ
た
廣
岡
家
文
書
の
な
か
に
も
、
大
名
金
融
に
関
係
す
る
史
料

が
多
数
確
認
で
き
る
。

一
方
で
、
既
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
家
の
久
右
衛
門
家
だ

け
で
な
く
、
分
家
で
あ
る
五
兵
衛
家
も
独
立
し
た
経
営
体
と
し
て
、
本

家
と
は
別
に
大
名
貸
経
営
を
営
ん
で
い
る
。
廣
岡
家
文
書
に
は
、
加
久

と
加
五
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
貸
経
営
に
か
か
わ
る
史
料
が
混
在
し
て
い
る

た
め
、
個
別
史
料
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
加
久
と
加
五
い
ず
れ
の
も

の
な
の
か
を
注
意
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
幸
い
に
も
、

融
資
先
と
な
る
大
名
家
（
藩
）
の
相
違
か
ら
、
そ
れ
が
加
久
の
大
名
貸

経
営
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
加
五
の
も
の
な
の
か
を
あ

る
程
度
類
推
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
両
家
の
融
資

先
は
重
複
が
少
な
く
、
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
廣
岡
家
の
大
名
貸
経
営
に
か
か
わ
る
史
料
に
は
、

一
部
を
除
い
て
、
経
営
管
理
上
の
基
幹
的
な
帳
簿
類
が
ほ
と
ん
ど
現
存

し
て
い
な
い
た
め
、
加
久
と
加
五
の
融
資
先
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内

訳
を
示
す
こ
と
は
現
時
点
で
は
困
難
に
属
す
る
。

そ
こ
で
有
益
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
廣
岡
家
と
諸
大
名
家
と
の

間
で
行
わ
れ
た
扶
持
米
や
知
行
米
等
の
授
受
で
あ
る
。
廣
岡
家
と
の
継

続
的
な
融
資
関
係
を
望
む
諸
大
名
家
は
、
廣
岡
家
に
対
し
て
扶
持
米
や

知
行
米
を
供
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
家
と
の
関
係
を
深
め
よ
う
と

努
め
た
。
加
久
及
び
加
五
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
目
録
に
は
、
両
家
が
受
領

し
て
い
た
扶
持
米
や
知
行
米
な
ど
の
内
訳
が
個
別
の
大
名
家
ご
と
に
列

記
さ
れ
て
い
る
の
で
（

表

3
�1を

参
照
）
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
両
家
の

332



融
資
先
を
推
定
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
。

表
4
�1は

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
度
の
加
久
分
の
勘
定
目
録
、

表

4
�2は

同
年
度
の
加
五
分
の
勘
定
目
録
、
そ
れ
ぞ
れ
に
記
載
さ
れ

て
い
た
扶
持
米
等
の
収
入
及
び
そ
の
内
訳
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
表
を
対
照
す
る
と
、
津
和
野
藩
を
除
き
、
重
複
す
る
藩
名
は
確

認
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
加
久
と
加
五
の
融
資
先
が
相
互
補
完

的
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
収
入
額
か
ら
の
み
単
純
に
判
断
す
れ
ば
、
加
久
と
特
に
関
係

が
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
萩
藩
・

福
岡
藩
・
中
津
藩
・
津
和
野
藩
、
加
五
で
は

佐
賀
藩
・
延
岡
藩
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
六
藩
と
の
扶
持
米
授
受
関
係
は
、
こ
の

年
度
に
限
ら
ず
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て

い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
残
存
す
る
勘

定
目
録
を

�っ
て
い
け
ば
、
福
岡
藩
と
中
津

藩
か
ら
は
宝
暦
元
年
（
一
七
六
一
）
以
降
、

萩
藩
と
津
和
野
藩
か
ら
は
天
明
二
年
（
一
七

八
二
）
以
降
、
延
岡
藩
か
ら
は
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
以
降
、
佐
賀
藩
か
ら
は
寛
政

一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
以
降
、
そ
れ
ぞ
れ
幕

末
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
、
扶
持
米
等
を
受

領
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
加
久
と
関
係
の
あ
っ
た
諸
藩

の
う
ち
、
津
和
野
藩
に
関
し
て
は
同
藩
の
特

産
品
で
あ
る
石
州
半
紙
販
売
の
蔵
元
を
務
め

た
ほ
か （１
）、
萩
藩
と
中
津
藩
に
関
し
て
は
明
治
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表4�1 天保7年度加島屋久右衛門家における扶持米等収入
（単位：貫）

藩名 金額（銀） 内訳

萩藩 36.475 知行米146石、合力米250俵、掛屋料

福岡藩 65.847 扶持米363石5升、扶持米64俵、扶持方米172石

中津藩 61.452 知行米900俵、扶持米26石、合力米100俵、差米291俵

津和野藩 35.823 知行米120石、扶持米26石、紙蔵元口銭

高槻藩 1.553 合力米25俵

尾張藩 2.725 扶持米26石5斗5升

高崎藩 11.307 知行米157石5斗、扶持米28石8斗8升

仙台藩 13.459 歳末米400俵

高松藩 2.025 合力米30俵

関宿藩 0.374 扶持米4石4斗2升5合

津山藩 2.722 被下米100俵

�江藩 0.698 扶持米19石2斗

出典）「天保七申年十二月廿九日勘定目録」廣岡12�41�2

注1） 金額は表章単位小数点第3位未満（匁以下）を四捨五入した。

表4�2 天保7年度加島屋五兵衛家における扶持米等収入
（単位：貫）

藩名 金額（銀） 内訳

延岡藩 0.425 知行米230石之内諸入用差引残

尼ヶ崎藩 0.318 扶持米4石4斗之内諸入用差引残

佐賀藩 6.333 知行米120石・扶持米37俵2斗4升之内諸入用差引残

津和野藩 0.553 扶持米7石7斗之内諸入用差引残

淀藩 3.951 扶持米60石3斗4升3合之内諸入用差引残

高知藩 0.403 扶持米6石5斗9升1合5夕之内諸入用差引残

佐土原藩 0.703 合力米8石之内諸入用差引残

出典）「天保七年丙申十二月廿九日勘定目録」廣岡10�27�2

注1） 金額は表章単位小数点第3位未満（匁以下）を四捨五入した。



初
年
に
至
る
ま
で
蔵
元
を
務
め
て
い
る （２
）。
以
上
は
一
例
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
六
藩
が
、
廣
岡
家
の
融
資
先
と
な
っ
た
諸
藩
（
大
名
家
）
の
な
か

で
も
、
長
期
に
わ
た
っ
て
深
い
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
勘
定
目
録
に
記
さ
れ
た
扶
持
米
や
知
行
米
等
の
情
報
か
ら
は
、

加
久
と
加
五
そ
れ
ぞ
れ
の
融
資
先
を
判
別
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の

関
係
性
の
深
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
併
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四

�

二
大
名
貸
経
営
史
料
群
の
概
観
と
特
色

以
上
を
確
認
し
た
う
え
で
、
ま
ず
、
今
次
発
見
さ
れ
た
廣
岡
家
文
書

の
う
ち
大
名
貸
経
営
に
か
か
わ
る
史
料
群
の
概
要
と
特
色
を
簡
単
に
述

べ
て
お
き
た
い
。
最
初
に
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

取
引
の
具
体
像
を
復
元
で
き
る
経
営
帳
簿
類
、
あ
る
い
は
、
融
資
に
か

か
わ
る
藩
側
と
の
交
渉
記
録
類
な
ど
は
あ
ま
り
現
存
し
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
、
同
じ
く
大
坂
の
大
名
貸
商
人
の
筆
頭
に
立
つ
鴻
池
善
右

衛
門
家
の
文
書
群
と
比
べ
て
や
や
残
念
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
諸
藩

と
の
交
渉
・
通
信
に
お
い
て
実
際
に
用
い
ら
れ
た
手
紙
や
願
書
な
ど
の

文
書
類
、
あ
る
い
は
、
融
資
に
か
か
わ
る
実
際
の
契
約
証
文
な
ど
、
い

わ
ゆ
る
「
一
紙
文
書
」
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に

は
、
大
名
貸
商
人
と
し
て
の
廣
岡
家
と
借
り
手
で
あ
る
大
名
家
と
の
関

係
性
を
示
唆
す
る
も
の
、
と
く
に
、
大
名
家
側
の
内
情
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
の
で
き
る
、
あ
る
い
は
、
大
名
家
に
と
っ
て
廣
岡
家
の
よ
う
な

大
坂
の
大
名
貸
商
人
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る

こ
と
の
で
き
る
好
史
料
も
多
い
。

そ
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
藩
に
つ
い
て
は
、
同
じ
案
件
に
か
か
わ
る

史
料
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
加
五
の
融
資
先
で
あ
っ

た
延
岡
藩
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
「
享
和
元
年
九
月

延
岡
対
談
一
件
書

も
の
入
」
と
墨
書
さ
れ
た
和
紙
製
の
袋
（
廣
岡
二

�一
八

�一
）
の
な
か

に
、
寛
政
末
年
か
ら
文
化
期
に
か
け
て
、
延
岡
藩
役
人
と
加
島
屋
側
の

交
渉
・
通
信
に
関
わ
る
綴
や
一
紙
文
書
な
ど
が
八
〇
点
近
く
一
括
し
て

封
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
恐
ら
く
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
整
理
・

分
類
を
施
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
分
量
的
に
い
え
ば
、
延
岡

藩
の
ほ
か
、
佐
賀
藩
や
萩
藩
、
中
津
藩
（
後
述
）
な
ど
の
史
料
は
、
比

較
的
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
萩
藩
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
加
久
を
「
大
坂
留

守
居
格
」
に
任
命
す
る
な
ど
特
に
加
久
と
の
間
で
深
い
関
係
を
築
い

た
が （３
）、
廣
岡
家
文
書
の
な
か
に
は
同
藩
の
「
撫
育
方
」
と
の
や
り
取
り

を
示
す
史
料
が
散
見
さ
れ
る
（
廣
岡
一
三

�一
〇
四
～
一
〇
七
、
一
三

�

一
四
一
、
一
三

�一
四
六
～
一
四
七
な
ど
の
単
位
）
。
撫
育
方
は
、
藩
主

直
裁
の
特
別
会
計
と
し
て
宝

暦
一
三
年
（
一
七
六
三
）
に
設
置
さ
れ
、

検
地
に
よ
っ
て
新
た
に
把

握
さ
れ
た

新
田
か
ら
の
年

貢
米

収
入
を

独
自

に
管
理
・

運
用
し
、

領
内
の
新

田
開
発
な
ど
の
資

金
を
供

給
し
た
こ
と

な
ど
が
知
ら
れ
る （４
）。

安
永
三
（
一
七
七
四
）
に
は
、
撫
育
方
か
ら
廣
岡

家
（
加
久
）
に
対
し
て
、

領
内
の
「

開
作
」
（

新
田

開
発
）
に

必
要
な

334



資
銀
の
融
資
を
依
頼
し
た
書
類
が
残
さ
れ
て
い
る
ほ
か
（
「
内
密
覚

（
御
国
中
開
作
に
つ
き
、
久
右
衛
門
へ
出
銀
を
要
請
）
」
廣
岡
一
三

�一

四
七

�二
）
、
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
は
逆
に
、
撫
育
方
か
ら
加
久

へ
の
利
子
付
き
の
預
銀
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
何
点
か
確
認

で
き
る
（
「
証
文
（
撫
育
銀
一
五
〇
〇
貫
目
お
預
か
り
の
儀
に
つ
き
）
」

廣
岡
一
三

�一
四
一

�三
�四

な
ど
）
。
こ
の
ほ
か
に
、
淀
藩
の
調
達
講

（
廣
岡
単
位
六

�六
に
分
類
さ
れ
た
一
連
の
史
料
）
、
高
崎
藩
の
融
通
積

立
講
（
廣
岡
単
位
一
三

�一
〇
三
に
分
類
さ
れ
た
一
連
の
史
料
）
に
関

す
る
史
料
も
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

四

�

三
中
津
藩
財
政
関
係
史
料
の
伝
来
経
緯

そ
し
て
も
っ
と
も
特
筆
さ
れ
る
の
が
、
中
津
藩
財
政
に
か
か
わ
る
諸

帳
簿
を
中
心
と
す
る
史
料
群
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
津
藩
が

廣
岡
家
（
加
久
）
に
対
し
て
同
藩
の
財
政
改
革
に
協
力
す
る
こ
と
を
依

頼
し
た
こ
と
に
伴
い
、
中
津
藩
役
人
か
ら
加
久
に
対
し
て
提
出
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
な
分
析
の
途
上
で
あ
る
た
め
断
定
は
控

え
る
が
、
本
史
料
群
は
中
津
藩
の
財
政
を
総
覧
し
う
る
可
能
性
を
秘
め

て
お
り
、
こ
の
点
で
稀
有
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。

個
別
の
史
料
は
、
基
本
的
に
年
度
ご
と
に
一
括
さ
れ
て
お
り
、
「
御

頼
談
帳
面
入
」
な
ど
と
墨
書
さ
れ
た
木
箱
入
れ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。

天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
を
嚆
矢
に
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
、

一
部
欠
年
（
天
保
一
三
年
〔
一
八
四
二
〕、
同
一
四
年
〔
一
八
四
三
〕、

嘉
永
四
年
〔
一
八
五
一
〕
、
慶
應
元
年
〔
一
八
六
五
〕
～
明
治
元
年

〔
一
八
六
八
〕
）
を
除
い
て
、
ま
と
ま
っ
て
残
存
し
て
い
る （５
）。
一
定
期
間

内
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
連
続
し
て
存
在
し
て
い
る
た
め
、
経
年
の
変

化
を

�る
こ
と
が
で
き
る
点
も
貴
重
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
津
藩
財
政
に
か
か
わ
る
諸
帳
簿
類
が
、
な
ぜ
加
久
側

に
存
在
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
理
由
を
示
す
史
料
は
今

の
と
こ
ろ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
天
保
一
二
年
分
の
諸
帳
簿

類
と
と
も
に
木
箱
に
一
括
さ
れ
て
い
た
、
中
津
藩
役
人
か
ら
加
久
に
宛

て
た
書
状
（

史
料

四

�一
）
か
ら
伝
来
の
理
由
を
推
測
す
る
こ
と
が
で

き
る （６
）。
長
文
に
わ
た
る
た
め
、
部
分
ご
と
に
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

ま
ず
史
料
の
序
盤
部
分
で
は
、
中
津
藩
の
財
政
状
況
と
こ
れ
ま
で
の

加
久
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
縁
辺
事
」
や
「
類
焼
・

御
手
伝
」
な
ど
の
不
慮
の
出
費
に
よ
り
、
中
津
藩
財
政
が
窮
乏
し
て
い

る
こ
と
、
そ
の
た
び
ご
と
に
加
久
か
ら
の
「
多
分
之
御
出
金
」
を
受
け

て
き
た
こ
と
、
過
去
に
幾
度
か
「
暮
方
改
革
」
を
企
て
て
お
り
、
「
去
ル

酉
年
」
（

恐
ら
く
は
天
保
八
年
〔
一
八
三
七
〕
と
推
測
さ
れ
る
）
に
も

加
久
の
協
力
を

得
て
同

様
の
改
革
を
行
お
う
と
し
た
も
の
の

失
敗
に

終

わ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
御

店
方
ニ
対
し
何

共
面
目

無
之
一

言
之

申
訳

無
御

座
候
」
と
い
う
一
文
は
、
中
津
藩
役
人
と
加
久

と
の
関
係
性
を
象

徴
す
る
文
言
と
し
て
興
味
深
い
。

こ
の
後
、
中
津
藩
は
天
保
八
年

以
降
も
独

自
に
財
政
改
革
を
進
め
よ

廣岡家文書と大同生命文書

335



う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
順
調
と
は
言
え
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
要
因
が
「
江
戸
借
財
」
に
あ
る
こ
と
が
、
中
盤
部
分

の
記
述
か
ら
判
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
江
戸
借
財
」
が
い
ず
れ
も
高
利

で
あ
る
こ
と
、
そ
の
借
用
先
も
寺
社
名
目
金
や
町
人
身
分
の
「
小
前
之

金
主
」
な
ど
で
あ
り
、
彼
ら
に
対
し
て
利
下
げ
の
交
渉
や
返
済
猶
予
の

措
置
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
江
戸
借
財
」

に
か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
逆
に
い
え
ば
、
大
坂
の
巨
大
大
名
貸

商
人
で
あ
る
加
久
か
ら
の
債
務
と
は
対
照
的
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
加
久
の
よ
う
な
大
坂
を
代
表
す
る
商
人
か
ら
の
借

用
・
債
務
が
、
借
り
主
で
あ
る
藩
側
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
っ

て
い
た
の
か
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
「
江
戸
借
財
」
に
対
処
す
る
代
替
的
な
金
融
手
段
を
持
た

な
か
っ
た
中
津
藩
は
、
再
び
加
久
に
対
し
て
財
政
改
革
へ
の
協
力
を
依

頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
終
盤
部
分
で
は
、
中
津
藩
役
人
が
来
坂
し
た

う
え
で
、
同
藩
財
政
の
「
改
革
仕
法
并
借
財
高
等
之
帳
面
類
」
を
加
久

側
に
提
出
す
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
基
に
財
政
改
革
の
完
遂
に
向

け
て
「
聊
無
御
服
臓
御
指
図
」
し
て
欲
し
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
御
指
図
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
中
津
藩
役
人
が
加
久
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
協
力
を
期
待
し
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
は
詳
ら
か
で

は
な
い
。
し
か
し
、
本
史
料
が
、
天
保
一
二
年
の
表
記
が
あ
る
帳
簿
類

や
文
書
類
と
と
も
に
木
箱
に
一
括
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の

な
か
に
来
坂
時
に
提
出
さ
れ
た
「
帳
面
類
」
の
目
録
も
あ
り
、
そ
こ
に

記
載
さ
れ
た
帳
簿
名
が
現
存
す
る
諸
帳
簿
と
お
お
む
ね
合
致
す
る
こ
と
、

な
ど
の
事
実
か
ら
、
現
存
す
る
諸
帳
簿
類
が
こ
の
時
に
提
出
さ
れ
た

「
改
革
仕
法
并
借
財
高
等
之
帳
面
類
」
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
廣
岡
家
文
書
の
な
か
に
中
津
藩
財
政

に
か
か
わ
る
諸
帳
簿
が
ま
と
ま
っ
て
伝
来
し
た
理
由
は
、
加
久
側
と
長

期
に
わ
た
る
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
中
津
藩
が
、
同
藩
の
財
政
改
革

に
つ
い
て
加
久
か
ら
の
協
力
を
得
る
た
め
の
参
照
資
料
と
し
て
、
同
藩

役
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
津
藩
側

か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
藩
財
政
に
か
か
わ
る
諸
帳
簿
を
提
出
し
、
藩

財
政
の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
久
に
融
資
の
継
続
を
納

得
し
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
天
保
一
二
年
以
降
提
出
さ
れ
た
中
津
藩
財
政
に
か
か
わ
る
諸
帳

簿
に
は
、
国
元
だ
け
で
な
く
江
戸
藩
邸
や
大
坂
・
京
都
の
蔵
屋
敷
な
ど

を
含
め
て
、
藩
庁
内
の
各
部
局
単
位
の
支
出
が
記
さ
れ
て
お
り
、
中
津

藩
財
政
の
全
体
像
を
捉
え
な
が
ら
、
そ
の
詳
細
に
も
踏
み
込
む
こ
と
が

で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
。
近
世
の
藩
財
政
は
、
部
局
ご
と
に
会
計
を
持

つ
こ
と
も
多
く （７
）、
近
代
財
政
の
よ
う
に
す
べ
て
の
収
支
を
総

覧
し
う
る

財
務
会
計

制
度
、
い
わ
ゆ
る
予

算
上
の
「
完
全

性
の

原
則
」
「

統
一

性

の
原

則
」
が
確

立
し
て
い
な
い
場
合
が
一

般
的
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
同

時
代
で
あ
っ
て
も
藩
財
政
全
体
の
会
計
を

把
握
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
中
津
藩
財
政
に
お
い
て
会

計
全
体
を
総

覧
す
る

試
み
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の

契
機
と
し
て
廣
岡
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家
（
加
久
）
の
よ
う
な
大
名
貸
商
人
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

四

�

四
中
津
藩
財
政
関
係
史
料
の
特
長

そ
れ
で
は
、
こ
の
中
津
藩
財
政
に
か
か
わ
る
諸
帳
簿
類
の
特
長
に
つ

い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
各

年
度
必
ず
提
出
帳
簿
の
目
録
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
目
録
が
存
在
す
る
こ
と
の
利
点
は
二
つ
あ
る
。

一
点
目
は
、
実
際
に
提
出
さ
れ
た
帳
簿
を
年
度
ご
と
に
復
元
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
実
際
に
提
出
は
さ
れ
た
が
現
存
し
な

い
帳
簿
、
逆
に
、
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の
に
現
存
す
る
帳
簿
を
そ
れ
ぞ

れ
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
点
で

は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
が
後
日
提
出
さ
れ
た
可
能
性
や
、
他
の
年
度
や

機
会
に
提
出
さ
れ
た
も
の
が
偶
然
混
在
し
た
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
統

合
さ
れ
た
可
能
性
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
点
目
は
、
帳
簿
間
の
関
係
構
造
が
復
元
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
目

録
の
な
か
に
は
、
特
定
の
帳
簿
に
対
し
て
他
の
ど
の
帳
簿
が
附
属
・
添

付
す
る
の
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
提
出

さ
れ
た
複
数
の
帳
簿
が
系
統
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

史
料

四

�二
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
目
録
に
つ
い
て
、
冒
頭

部
分
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
安
政
四
年
に
提
出
さ
れ
た
帳
簿
類
は

系
統
立
て
ら
れ
て
お
り
、
総
括
帳
簿
六
点
と
そ
れ
に
附
属
す
る
帳
簿
二

〇
点
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
度
の
目
録
に
は
、
全
部
で
二
〇

点
の
帳
簿
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
の
は
一
九
点
で
あ
る
。

現
存
す
る
帳
簿
の
内
容
を
実
際
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
と
、
確
か
に
、

目
録
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
総
括
帳
簿
と
附
属
帳
簿
の
対
応
関
係
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
附
属
帳
簿
の
存
在
が
、
中
津
藩
財
政
に
関
し
て
、
全
体

像
を
捉
え
な
が
ら
詳
細
に
も
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る

所
以
で
あ
る
。

一
方
、
総
括
帳
簿
も
い
つ
か
の
種
別
が
あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
必
ず

し
も
一
様
で
は
な
く
年
次
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
も
多
い
。
し
か
し
、

各
年
度
共
通
し
て
存
在
し
て
い
る
の
が
、

史
料

四

�二
に
掲
げ
た
総
括

帳
簿
Ａ
に
類
す
る
帳
簿
で
あ
る
。
年
次
に
よ
っ
て
名
称
は
若
干
変
化
す

る
が
、
基
本
的
な
内
容
は
同
一
で
あ
る
。
こ
の
系
統
の
帳
簿
か
ら
は
、

中
津
藩
の
当
該
年
度
の
歳
入
出
予
算
及
び
債
務
を
概
観
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
中
津
藩
財
政
を
分
析
す
る
た
め
の
基
本
史
料
と
な
る
。

他
方
、
一
部
年
度
に
限
ら
れ
る
が
、
予
算
だ
け
で
な
く
、
前
年
度
支

出
の
決
算
結
果
を
示
し
た
総
括
帳
簿
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
刮
目
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
史

料
四

�二に
つ
い
て
い
え
ば
、
総
括
帳
簿
Ｂ
が
こ
れ

に
あ
た
る
（
こ
の
帳
簿
以
外
に
、
国
元
の
支
出
決
算
の
結
果
を
示
し
た

総
括
帳
簿
も
あ
る
）
。
予
算
と
は
あ
く
ま
で
収
支
の
計
画
を
示
す
も
の
で

あ
る
以
上
、
財
政
の
実
態
を
分
析
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
収
支
の
結
果
を

示
し
た
決
算
の
値
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
予
定
外
の
支
出

廣岡家文書と大同生命文書

337



に
よ
っ
て
財
政
悪
化
に
陥
る
こ
と
の
多
い
近
世
の
藩
財
政
で
は
、
決
算

の
結
果
に
よ
り
注
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
従
来

の
藩
財
政
研
究
で
は
、
予
算
と
決
算
の
差
異
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
分
析

が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
史
料
的
制
約
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
い
え
る （８
）。
こ
れ
ら
の
点
で
、
予
算
帳
簿
と
決
算
帳
簿
が
同

一
年
次
に
お
い
て
併
存
す
る
こ
と
は
極
め
て
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
藩
財
政
の
全
体
像
と
詳
細
に
つ
い
て
連
続

的
変
化
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
、
さ
ら
に
、
予
算
だ
け
で
は

な
く
支
出
決
算
ま
で
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
、
こ
の
二
点

に
お
い
て
、
中
津
藩
財
政
に
か
か
わ
る
諸
帳
簿
は
、
従
来
の
藩
財
政
研

究
の
水
準
を
一
段
階
引
き
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
い

る
。
廣
岡
家
文
書
の
な
か
に
現
存
す
る
中
津
藩
財
政
関
係
史
料
は
、
他

に
類
例
の
な
い
好
個
の
史
料
群
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（

1）
高
槻
泰
郎
「
近
世
中
後
期
大
坂
金
融
市
場
に
お
け
る
「
館
入
」
商
人

の
機
能
」
『
日
本
史
研
究
』
第
六
一
九
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
、
一
〇

一
～
一
〇
二
頁
。

（

2）
「（
中
津
蔵
）
判
書
帳
（
買
請
米
書
上
）」
大
同
Ｂ

�

八
八
、「（
長
州
藩
）

判
書
帳
（
買
請
米
書
上
）
」
大
同
Ｂ

�

一
二
四
。

（

3）
森
泰
博
『
大
名
金
融
史
論
』
大
原
新
生
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
六
〇

頁
。
伊
藤
昭
弘
『
藩
財
政
再
考
』
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
、
一
五
一
～

一
七
九
頁
。
そ
の
他
、
茶
の
湯
を
通
じ
た
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
七
章

も
参
照
。

（

4）
萩
藩
の
撫
育
方
に
つ
い
て
は
、
三
坂
圭
治
『
萩
藩
の
財
政
と
撫
育
制

度
』
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
七
年
（
初
版
は
一
九
四
四
年
）
を
参
照
。

（

5）
安
政
二
年
分
に
関
し
て
は
、
大
同
生
命
文
書
の
な
か
に
現
存
し
て
い

る
。

（

6）
史
料
中
に
差
出
や
宛
所
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
唯
一
「
二
月
二
十
七

日
」
と
い
う
月
日
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（

7）
田
中
誠
二
『
萩
藩
財
政
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
二
八

七
～
三
二
五
頁
、
伊
藤
昭
弘
「
近
世
後
期
の
藩
領
国
に
お
け
る
資
本
循

環
構
造
と
藩
財
政
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
八
八
五
号
（
二
〇
一
一
年
一

〇
月
）
、
六
八
～
七
五
頁
。

（

8）
伊
藤
昭
弘
が
整
理
し
た
各
藩
財
政
収
支
の
一
覧
表
に
お
い
て
も
決
算

の
結
果
が
判
明
す
る
例
は
少
な
い
（
伊
藤
『
藩
財
政
再
考
』
一
一
頁
）
。

五
廣

岡
家
と
明

治
維
新

す
で
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
加
島
屋
久
右
衛
門
は
、
近
世
期

に
大
名
貸
を
中
心
的
に

行
う

両
替
商
と
し
て

身
代
を
築
き
上
げ
、
そ
の

後
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
に
は
加
島
銀

行
を

設
立
し
た
。
こ
の

間
、
特
に
明
治

維
新
期
に
は
、
銀
目
廃
止
、
廃
藩
置
県
、
藩
債

処
分
な

ど
様
々
な
改
革
が
断
行
さ
れ
て
い
る
が
、
で
は
加
久
の
場
合
、
幕

末
維

新
期
の
変
動
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
、

銀
行

・
保
険
業
を
担
う
近
代

的
な
資
本
家
へ
と

転
身
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
、

①
藩
債

処

分
へ
の
対
応
、
②
為
替
方
就
任
、
と
い
う
二
つ
の
事
例
に
即
し
て
、
い
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く
つ
か
の
史
料
を
紹
介
す
る
。
上
記
の
問
い
へ
の
答
え
を
展
望
す
る
こ

と
で
、
廣
岡
家
関
連
史
料
が
有
す
る
学
問
的
価
値
を
説
明
す
る
こ
と
に

替
え
た
い
。

五

�

一
藩
債
処
分
へ
の
対
応

廣
岡
家
文
書
中
に
存
在
す
る
明
治
維
新
期
の
史
料
で
最
も
特
筆
す
べ

き
は
、
加
久
の
大
名
貸
債
権
に
関
わ
る
史
料
が
体
系
的
に
存
在
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藩
債
処
分
に
対
応
す
る
形
で
過
去
の
債
権
債
務

関
係
を
加
久
が
整
理
し
直
し
た
事
情
に
よ
る
。
概
略
を
記
せ
ば
、
以
下

の
よ
う
な
流
れ
と
な
ろ
う
。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
一
四
日
、
廃
藩
置
県
の
詔
書
（
太
政

官
第
三
五
〇
号
）
が
出
さ
れ （１
）、
す
べ
て
の
藩
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
に

伴
い
、
知
藩
事
と
し
て
引
き
続
き
藩
政
を
担
っ
て
い
た
旧
藩
主
家
は
、

一
両
日
中
に
免
官
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
維
新
政
府
が
全
国
に
官

員
を
派
出
し
て
直
轄
県
政
を
営
む
よ
う
に
な
る
な
ど
、
廃
藩
置
県
の
政

治
的
意
義
は
大
き
い
が
、
同
時
に
こ
れ
は
、
京
坂
両
替
商
を
中
心
と
す

る
大
名
貸
商
人
に
も
破
局
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ま
で
大
名

貸
商
人
は
、
年
貢
米
や
領
内
特
産
物
な
ど
を
引
当
と
し
て
資
金
貸
付
を

行
う
こ
と
が
多
く
、
廃
藩
置
県
は
そ
の
引
当
の
追
加
的
な
供
給
を
不
可

能
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
大
名
と
い
う
身
分
も
藩
と
い

う
統
治
機
構
も
消
失
し
た
た
め
に
、
旧
大
名
に
対
す
る
債
権
は
ど
う
再

定
義
さ
れ
る
の
か

�大
名
に
対
す
る
貸
付
は
大
名
個
人
の
債
務
な
の
か
、

そ
れ
と
も
藩
政
を
担
う
統
治
機
構
の
債
務
な
の
か
、
前
者
な
ら
返
済
は

可
能
な
の
か
、
後
者
な
ら
旧
藩
の
債
務
は
貸
し
倒
れ
と
な
る
の
か
、
そ

の
損
害
賠
償
を
新
政
府
は
保
証
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
諸
問
題
を
惹
起

し
た
。

大
名
貸
商
人
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
、
同
年
一
一
月
二
七
日
に
県

治
条
例
（
太
政
官
第
六
二
三
号
達
）
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
藩
債
の
処
分

問
題
は
府
県
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る （２
）。
大
阪
に
お
い
て
も
翌
一

二
月
、
大
阪
府
が
藩
債
取
調
を
行
い
、
そ
の
後
、
明
治
五
年
四
月
、
同

府
は
追
頼
の
布
達
を
発
し
て
い
る
こ
と
が
廣
岡
家
文
書
か
ら
は
う
か
が

え
る （３
）。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
大
阪
府
が
府
内
の
商
家
に
対
し
て
、
貸

付
先
大
名
家
・
貸
付
期
間
・
貸
付
額
な
ど
を
調
査
し
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
が
、
各
府
県
か
ら
の
こ
う
し
た
調
査
報
告
を
受
け
て
、
大
蔵
省
は
抜

本
的
な
解
決
を
図
っ
た
。

そ
れ
が
、
明
治
六
年
三
月
二
五
日
に
発
せ
ら
れ
た
新
旧
公
債
証
書
発

行
条
例
（
太
政
官
第
一
一
五
号
布
告
）
で
あ
る
。
当
条
例
に
よ
り
、
弘

化
元
年
（
一
八
四
四
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
の
藩
債
は
、

無
利
息
五
〇
年
賦
の
旧
公
債
に
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
同
五

年
（
一
八
七
二
）
ま
で
の
藩
債
は
年
利
四
％
・
二
五
年
賦
の
新
公
債
に

切
り
替
え
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
他
方
で
、
弘
化
元
年
以
前
の
古
債

や
、
旧
朝
敵
藩
に
対
す
る
宿
債
な
ど
に
は
公
債
が
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
従
来
の
研
究
で
は
、
藩
債
処
分
の
過

酷
さ
を
説
明
し
、
多
く

の
藩
債
が
棄
捐
さ
れ
て
、
両
替
商
な
ど
の
大
名
貸
商
人
は
近
世
期
の

蓄
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積
を
近
代
以
降
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る （４
）。

そ
の
一
方
で
、
藩
債
処
分
の
過
程
に
お
い
て
、
明
治
国
家
が
旧
来
の
債

権
債
務
関
係
を
認
め
、
さ
ら
に
藩
債
の
一
部
を
国
家
の
債
務
と
し
て
継

承
し
た
意
義
も
、
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う （５
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
ゆ
え
、
大
名
貸
商
人
は
、
大
阪

府
・
大
蔵
省
か
ら
の
指
示
に
基
づ
き
な
が
ら
、
自
身
の
債
権
の
認
定
の

た
め
に
そ
の
記
録
を
各
自
で
編
集
し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
を
表
す
よ
う
に
、
廣
岡
家
文
書
に
は
、
大
名
貸
の
借
用
証
文
原

本
や
写
し
が
藩
ご
と
に
括
ら
れ
る
な
ど
の
形
で
体
系
的
に
残
さ
れ
て

お
り （６
）、
そ
の
多
く
は
包
紙
や
朱
書
な
ど
を
通
じ
て
維
新
期
に
整
理
し
直

さ
れ
た
形
跡
が
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
旧
小
田
原
藩
の
借
用
証
文

が
収
め
ら
れ
た
袋
に
は
、
「
明
治
四
未
年
十
月
改
／
小
田
原
蔵
御
用
達

新
古
証
文
／
『
御
採

（
朱
字
）

用
ニ
不
相
成
候
分
』
」
と
書
か
れ
て
お
り （７
）、
明
治

四
年
一
〇
月
に
同
藩
の
借
用
証
文
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
こ
と
、
こ
れ

ら
は
公
債
と
し
て
採
用
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
廣
岡
家
に
原
本
が
残
さ
れ

た
こ
と
、
が
判
明
す
る
。

そ
し
て
、
同
時
代
的
に
そ
れ
ら
の
個
別
証
文
の
原
本

�す
な
わ
ち
未

返
済
の
貸
付
残
高
に
相
当

�を
整
理
し
、
簿
冊
上
に
編
綴
し
た
も
の
が
、

「
〔
川
上
公
総
督
御
取
調
分
御
布
告
前
之
処
〕
」
で
あ
る （８
）。
当
史
料
は
、

明
治
五
年
四
月
時
点
で
の
大
名
貸
債
権
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
、
新
旧

公
債
証
書
発
行
条
例
（
明
治
六
年
三
月
）
ま
で
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
加
久
が
整
理
の
基
準
と
し
て
い
る
年
代

区
分
は
、
新
旧
公
債
証
書
発
行
条
例
に
お
け
る
古
債
・
旧
公
債
・
新
公

債
の
区
分
と
は
若
干
異
な
る
。

史
料

五

�一
は
、
そ
の
う
ち
山
口
藩
の
部
分
の
み
を
抜
粋
し
た
も
の

で
あ
る
。
大
名
家
ご
と
に
、
債
権
を
Ａ
期

：
天
保
一
三
年
以
前
（

�一

八
四
二
）
、
Ｂ
期

：
天
保
一
四
年
～
慶
応
三
年
（
一
八
四
三

�六
七
）
、

Ｃ
期

：
明
治
元
年
～
明
治
五
年
四
月
（
一
八
六
八

�七
二
）
に
分
類
し

た
う
え
で
、
証
文
一
件
ご
と
に
金
額
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

近
世
期
の
債
権
は
銀
建
て

�貫

�匁

�分

�で
算
定
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
銀
目
廃
止
後
の
明
治
期
の
債
権
は
金
建
て
換
算

�両

�分

�朱

�

と
な
っ
て
い
る
。
史
料
中
に
見
え
る
信
五
郎
は
分
家
・
五
兵
衛
家
の
当

主
で
あ
り
、
七
郎

兵
衛
・
万
七
の
両
名
は
加
久
の

手
代
で
あ
る
。
廣
岡

久
右
衛
門
名
義
で
は
な
く
、
分
家
や
別
家
・
手
代
の
名
義
で
借
用
証
文

を
作
成
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
経
営
体
と
し
て
の
「
加
久
」
に

組
み
込
ま
れ
て
い
た （９
）。

表
に
ま
と
め
る
と
、
表

5
�1の

よ
う
に
な
る
。
旧
幕
府
・
大
名
家
・

旗
本
な
ど
計
五
三
家
に
対
す
る
債
権
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
坂

両
替
商
の
中
で
も
、
大
名
貸
に
特
化
し
た
最
上
位
の
商
家

だ
け
あ
っ
て （

�）、

貸
付
先
も
貸
付
額
も
多
様
多
額
に
の
ぼ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
加
久
が

債
権
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
債
権
を
有
し
た
こ
と
の
あ
る
す
べ
て
の
諸

家
を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
。
大
同
生
命
文
書
に
は
、
新
旧
公
債
証
書

発
行
条
例
以
後
の
明
治
六
年
六
月
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
簿
冊
も

340
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表5�1 加島屋の大名貸債権（明治5年4月時点）

番号 貸付先

貸付残高

天保13年以前
（A期）

天保14年～慶應3年
（B期）

明治元年以降
（C期）

1 仙台藩 6,327貫706匁 2,299貫220匁 86貫目

2 中津藩

�

4,244貫649匁�
	

158両3歩2朱
1,529貫269匁 39,587両

3 豊津藩 3,600貫95匁 2,422両1歩2朱 2,000両

4 高崎藩 2,182貫54匁
26,000両
363貫864匁

5 山口藩

�

700貫目�
	

米7,660石
7,439貫791匁 20,000両

6 鹿児島藩 1,154貫480匁

7 福岡藩 979貫397匁 50,279両1歩2朱 56,200両

8 柳川藩 766貫400匁 1,078貫400匁

9 亀岡藩 417貫413匁 850両

10 久留米藩

�

401両1歩2朱�
	

米273石1斗3升

11 宇都宮藩 194貫543匁 326貫816匁

12 日出藩 171貫321匁 1,925両

13 津和野藩 1,271両3歩2朱 8,060両2歩2朱 14,352両

14 田中藩 82貫635匁

15 弘前藩 56貫242匁

16 壬生藩 49貫496匁

17 高知藩 40貫284匁 108貫407匁 20貫目

18 
江藩 36貫目

�

368貫655匁�
	

1,855両

19 津藩 31貫910匁 1,462両 170両

20
藤堂宮内
（名張藤堂家）

30貫301匁

21 小田原藩 31貫487匁 2,091両3朱

22 岡藩 428匁

23 名古屋藩 27,275両3歩2朱 21,680両

24
渡辺氏
（名古屋藩家老）

600両

25 福井藩 12,436両1朱

26 明石藩

�

1,100両�
	

1,410貫目
8,700両

27 淀藩 754貫577匁

28 姫路藩 413貫320匁 3,522両

29 上田藩 270貫64匁 240両

30 山形藩 177貫743匁

31 関宿藩 153貫500匁

32 延岡藩 144貫245匁

33 岩村藩 78貫500匁

34 広島藩 54貫目



342

番号 貸付先

貸付残高

天保13年以前
（A期）

天保14年～慶應3年
（B期）

明治元年以降
（C期）

35 今治藩 50貫目

36 高槻藩 37貫595匁 5,260両2歩3朱

37 古河藩 340両 4,285両

38 棚倉藩（白河藩） 200両 102貫263匁

39 霍田藩 10貫目

41 津山藩 16,372両1歩2朱

42 平戸藩 14,012両2歩

43 宮津藩 10,000両

44 金沢藩 5,901両1歩2朱

45 亀岡藩 2,000両

46 尼ヶ崎藩 1,300両

47 岩国藩 210両1歩2朱

48 旧幕府 469貫653匁




3,705貫680匁�
�

41,060両

49 一橋家 1,300両 1,500両

50 水野若狭守（旗本） 300両

51 柴田日向守（旗本） 30貫目

52 戸川助次郎（旗本） 28貫504匁

53 新選組 400両

e1 熊野三山 490両

e2 秋田銅座 13貫130匁

総計（金建て） 4,623両2歩 148,981両1歩1朱 258,759両2歩

（銀建て） 21,589貫770匁 20,516貫267匁 486貫127匁

（米） 7,933石1斗3升

〔参考〕合算（金建て） 396,185両 405,434両 260,969両

比率 37.28％ 38.16％ 24.56％

出所）「〔川上公総督御取調分御布告前之処〕」廣岡1216。

注）（金建て）永文、（銀建て）1匁未満、（米）1升未満、は切り捨て表記。

銀建ての換算は正確さに欠けるものの、A期は金1両＝銀60匁、B期は金1両＝銀80匁、C期は

金1両＝銀220匁、の比率を用いて算出した。米は1石＝4両で換算した。

※ 史料中には「板倉」と表記してあるのみで、当時板倉姓の諸侯は備中松山藩・安中藩・福島藩・

庭瀬藩などがあるが、他の史料から板倉佐渡守（安中藩）と判断した。



残
さ
れ
て
い
る
が （

�）、
そ
れ
に
よ
る
と
加
久
は
計
一
三
八
家
に
対
す
る
債

権
を
抱
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
史
料
は
、
一
件
ご
と
に
「
新
」

「
古
」
な
ど
の
貼
り
紙
が
付
さ
れ
て
お
り
、
加
久
の
申
請
し
た
大
名
貸

債
権
が
、
新
旧
公
債
に
ど
の
程
度
認
め
ら
れ
た
の
か
が
部
分
的
に
判
明

す
る （

�）。
よ
り
詳
細
な
分
析
は
別
稿
に
譲
る
。

五

�

二
為
替
方
就
任

為
替
方
と
は
、
明
治
維
新
期
に
省
庁
や
府
県
の
官
金
を
預
か
り
、
運

用
す
る
こ
と
を
特
別
に
許
可
さ
れ
た
者
を
指
す
。
為
替
方
に
任
命
さ
れ

て
低
利
あ
る
い
は
無
利
息
で
多
額
の
公
金
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
た

商
家
に
は
、
大
き
な
利
潤
を
あ
げ
う
る
余
地
が
存
在
し
た
。

大
蔵
省
理
財
課
に
よ
る
同
時
代
的
な
調
査
に
基
づ
い
て
、
明
治
六
・

七
年
頃
の
中
央
官
庁
お
よ
び
府
県
の
為
替
方
を
表
し
た
も
の
が

表

5
�

2で
あ
る （

�）。
「
定
額
」
と
は
、
大
蔵
省
か
ら
一
定
期
間
ご
と
に
各
省
使

に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
金
額
、
「
預
金
極
度
」
と
は
、
為
替
方
の
預
金

可
能
限
度
額
で
あ
り
、
契
約
書
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
場
合
が
通
例
で

あ
っ
た
。
府
県
為
替
方
の
場
合
、
こ
の
預
金
極
度
を
基
準
と
し
て
、
そ

の
三
〇
％
の
抵
当
を
本
庁
（
府
庁
・
県
庁
）
か
大
蔵
省
に
収
め
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
当
表
に
よ
る
と
、
為
替
方
三
家
と
呼
ば
れ
る
三
井
組
・
小

野
組
・
島
田
組
が
ほ
ぼ
す
べ
て
の
省
使
府
県
の
為
替
方
を
務
め
て
い
る

中
、
加
久
も
豊
岡
県
・
北
条
県
・
岡
山
県
の
為
替
方
を
務
め
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
後
、
明
治
七
年
一
〇
月
二
二
日
に
大
蔵
省
乙
第
一
一
号
達
、
同

月
二
四
日
に
は
大
蔵
省
乙
第
一
三
号
達
が
達
せ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
為

替
方
に
預
金
額
と
同
等
の
担
保
の
提
供
を
義
務
付
け
た
も
の
、
後
者
は
、

追
加
担
保
の
提
出
期
限
を
同
年
一
二
月
一
五
日
限
り
と
定
め
た
も
の
で
、

合
わ
せ
て
抵
当
増
額
令
と
呼
ば
れ
る
法
令
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
預
金

極
度
の
三
〇
％
」
と
さ
れ
て
い
た
抵
当
が
「
預
金
額
の
一
〇
〇
％
」
に

改
め
ら
れ
た
た
め
、
担
保
を
拠
出
で
き
な
か
っ
た
小
野
組
・
島
田
組
は

破
綻
し
、
三
井
組
も
危
機
に

�し
た
と
さ
れ
る （

�）。
他
方
で
、
為
替
方
の

受
け
持
ち
が
少
な
か
っ
た
廣
岡
家
は
、
抵
当
増
額
令
の
打
撃
を
あ
ま
り

受
け
ず
、
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

府
県
為
替
方
の
う
ち
、
岡
山
県
為
替
方
関
係
の
史
料
が
、
廣
岡
家
文

書
中
に
は
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
加
久
は
、
旧
鹿
児
島
藩
の
館
入

で
あ
っ
た
と
き
か
ら
高
崎
五
六
（
鹿
児
島
出
身
、
明
治
八

�一
七
年
ま

で
岡
山
県
令
）
と
親
交
が
あ
り
、
明
治
六
年
に
第
五
銀
行
が
創
設
さ
れ

て
か
ら
は
一
層
「
懇
意
」
に
し
て
い
た
。
そ
の
関
係
か
ら
、
明
治
九
年

六
月
二
九
日
、
岡
山
県
か
ら
「
金
銀
改
役
」
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
同
年

一
〇
月
一
日
、
岡
山
県
為
替
方
を
拝
命
し
た
よ
う
で
あ
る （

�）。

加
久
と
岡
山
県
と
の
往
復
文
書
の
写
し
が
一
冊
に
綴
じ
ら
れ
た
史
料

が
あ
る
の
で
、

史
料

五

�二
と
し
て
紹
介
し
よ
う （

	）。
冒

頭
の

箇
所
か
ら

は
、
明
治
九
年
一
〇
月
、
加
久
は
岡
山
県
為
替
方
の
用
命
を
受
け
、
為

替
方
規
則
の
改
正
を
経
て
、
契
約
満
期
に
至
っ
た
明
治
一
二
年
六
月
に
、

再
度
契
約
を
更
新
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
「
御
願
書
」
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表5�2 中央官庁および府県の預金極度と為替方一覧 （単位：千円）

行政
部署

定額
預金
極度

為替方手数料
為替方
質物高

質物種類 為替方人名

中央
官庁

内務省 100
預金平均高

＊0.03
100 新旧公債証書、※ 第一国立銀行

陸軍省 8,000
預金平均高

＊0.04
300 小野組

海軍省 3,300 100
預金極度
＊0.03

50 新旧公債証書 小野組

工部省 5,000 三井組

文部省 1,300 ※ ＊0.03

大蔵省ヨ
リ請取高
并収入金
3分の1

三井組

開拓使
（10年）
10,000

100
預金極度
＊0.03

50 新旧公債証書 三井組

大蔵省 950 1,500 20 ※ 第一国立銀行

警視庁 1,076 100
預金極度
＊0.03

50
貴田川儀八／
身元引請人・
永田彦一

府県名
預金最高
1カ月金高

預金極度
預金質物高

（預金極度＊0.3）
質物納所 為替方人名

地方

東京 92 60 20 本庁 三井組

京都 107 400 133 本庁 三井組

大坂 230 200 67 本庁 三井組・小野組

神奈川 125 100 33 大蔵省 三井組

兵庫 120 42 三井組・小野組

長崎 20 7 本庁 小野組

新潟 80 60 20 大蔵省 三井組

埼玉 55 20 本庁 中井新右衛門

熊谷 100 33 本庁 小野組

足柄 30 10 本庁 小野組

千葉 445 150 50 大蔵省 三井組

�城 215 本庁 永田彦一

新治 148 60 20 大蔵省 三井組

栃木 100 33 大蔵省 小野組

奈良 311 30 10 本庁 小野組

堺 80 27 本庁 小野組

三重 471 45 15 大蔵省 三井組

渡会 186 45 15 大蔵省 三井組

愛知 298 150 5 大蔵省 三井組・小野組

浜松 208 30 10 本庁 小野組

静岡 73 45 15 本庁 三井組

山梨 138 本庁 嶋田八郎右衛門

滋賀 222 100 33 本庁 小野組

岐阜 177 60 20 大蔵省 三井組
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（単位：千円）

府県名
預金最高
1カ月金高

預金極度
預金質物高

（預金極度＊0.3）
質物納所 為替方人名

筑摩 143 30 10 本庁 小野組

長野 265 100 33 本庁 小野組

宮城 142 45 15 大蔵省 三井組

若松 94 45 15 本庁 小野組

水沢 36 30 10 大蔵省 三井組

岩手 30 10 本庁 小野組

青森 40 13 本庁 小野組

山形 50 17 本庁 小野組

置賜 60 30 10 本庁 小野組

酒田 28 30 10 本庁 小野組

秋田 70 23 本庁 小野組

敦賀 96 本庁 三井組

石川 479 120 40 本庁 木谷藤十郎外5名

新川 401 本庁 藤井能三外9名

豊岡 79 50 17 本庁 廣岡久右衛門

地方 磐前 154 30 10 本庁 小野組

鳥取 200 67 本庁 嶋田八郎右衛門

島根 本庁 小野組

飾磨 50 17 本庁 小野組

北条 400 133 本庁 廣岡久右衛門外6名

岡山 137 本庁 廣岡久右衛門外5名

小田 381 本庁 嶋田八郎右衛門

山口 45 15 本庁 三井組

和歌山 340 60 20 大蔵省 三井組

名東 492 本庁 嶋田八郎右衛門

愛媛 200 67 本庁 井上市兵衛外2名

高知 297 100 33 本庁 小野組

福岡 100 33 本庁 小野組

小倉 128 50 17 本庁 小野組

佐賀 30 10 本庁 小野組

白川 50 17 本庁 小野組

大分 284 50 17 本庁 小野組

出所）「院省使府県ト国立銀行及諸組トノ為替一覧表」（『大隈文書』A3541）。

備考） 正院、左院、式部寮、博覧会、印書局、外務省、教部省、司法省、宮内省、相川県、福島

県、浜田県、広島県、宮崎県、三�県、鹿児島県、は一覧表に記載があるものの、為替方の

記載はなし。他の府県は一覧表に記載なし。小数点第一位四捨五入。預金極度＝預金限度額

のこと。

※ 虫食いのため、ところどころ読み取れず。



は
、
そ
の
際
に
岡
山
県
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
抵
当
品
と
し
て

「
諸
公
債
証
書
」
を
提
出
し
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
不
明
で
あ
る
が
、

新
公
債
・
旧
公
債
も
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（
後
述
）。

「
御
願
書
」
に
続
い
て
、
明
治
一
二
年
六
月
時
の
為
替
方
規
則
書
の

草
案
が
写
さ
れ
て
い
る
。
加
久
の
為
替
方
と
し
て
の
役
務
は
主
に
、
①

岡
山
県
庁
が
収
納
す
る
金
銭
の
勘
定
を
管
理
し
、
他
所
に
支
払
う
金
銭

を
取
り
扱
う
こ
と
（
第
一
条
）、
②
貨
幣
の
鑑
定
（
第
二
条
）、
③
両
替

業
務
（
第
八
条
）、
④
為
替
の
取
り
組
み
（
第
一
七
条
）
で
あ
る
。

①
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
岡
山
県
が
Ａ
に
支
払
い
を
行
う
と
き
、
県

は
Ａ
に
対
し
て
現
金
で
は
な
く
振
り
出
し
切
符
を
渡
せ
ば
よ
い
。
Ａ
は

そ
の
振
り
出
し
切
符
を
加
久
に
持
参
す
れ
ば
、
現
金
が
手
に
入
る
。
加

久
は
振
り
出
し
切
符
と
岡
山
県
か
ら
の
預
金
を
相
殺
し
た
の
ち
、
振
り

出
し
切
符
を
岡
山
県
に
返
却
す
る
の
で
あ
る
（
第
三
条
）
。
こ
の
振
り

出
し
切
符
を
市
中
に
還
流
さ
せ
、
貨
幣
同
様
に
扱
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ

た
。ま
た
、
地
租
な
ど
で
収
納
す
る
金
銭
は
当
時
流
通
し
て
い
た
新
貨
幣

（
金
貨
・
銀
貨
）
や
新
紙
幣
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
ら
貨
幣
の
真
贋
鑑
定
も
加
久
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た
（
②
）
。
も
し

贋
金
を
収
納
し
た
場
合
、
贋
金
を
流
通
貨
幣
に
交
換
す
る
コ
ス
ト
は
加

久
に
帰
せ
ら
れ
た
（
第
七
条
）
。
近
世
期
の
「
包
封
」
の
慣
行
が
続
い

て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
興
味
深
い
（
第
六
条
）。

③
に
関
連
し
て
、
手
数
料
な
し
で
国
内
の
各
種
貨
幣
や
洋
銀
を
両
替

す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
明
治
一
二
年
一
一
月
一
一
日
太

政
官
第
四
四
号
達
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
（
第
八
条
）。

抵
当
品
と
し
て
指
定
さ
れ
た
財
は
、
金
禄
公
債
、
秩
禄
公
債
、
起
業

公
債
、
新
公
債
、
旧
公
債
な
ど
の
公
債
証
書
、
お
よ
び
地
券
で
あ
っ
た

（
第
一
一
条
）。
預
金
極
度
は
四
万
円
、
抵
当
品
は
岡
山
県
庁
へ
の
提
出

と
さ
れ
た
（
第
一
二
条
）。

留
意
す
べ
き
条
項
は
、
官
金
の
運
用
禁
止
を
定
め
た
第
一
四
条
で
あ

ろ
う
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
為
替
方
の
経
営
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
官

公
預
金
を
低
利
で
運
用
し
て
利

�を
稼
ぐ
の
で
は
な
く
、
上
記
①
～
④

に
関
わ
る
手
数
料
収
入
を
堅
実
に
得
る
方
向
へ
と
変
化
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
す
る
。

省
使
府
県
と
商
家
・
銀
行
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
為
替
方
の
契
約
は
、

明
治
六
年
七
月
二
日
の
太
政
官
第
二
三
六
号
・
第
二
三
七
布
告
に
て
、

「
大
蔵
省
第
一
国
立
銀
行
金
銀
取
扱
規
則
」
に
準
拠
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
た
。
明
治
一
二
年
に
結
ば
れ
た
加
久

�岡
山
県
間
の
規
則
書
（
草

案
）
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
の
類
似
性
は
見
出
せ
る
が
、
官
金
の
運
用

禁
止
を
定
め
た
条
項
は
「
大
蔵
省
第
一
国
立
銀
行
金
銀
取
扱
規
則
」
に

は
含
ま
れ
な
い
。
小
野
組
・

島
田
組
の

破
綻
後
、
大
蔵
省
の
官
金
取
扱

の
方
針
は
一
変
し
、
従
来
の
基
金
経

済
的
な
官
庁
管
理
の
方
式
か
ら
、

大
蔵
省
の
直
接
管
理
の
方
式
に
移
行
し
た
た
め （

�）、
次
第
に
為
替
方
が
自

由
に
運
用
で
き
る
裁
量
は
狭
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
、
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
一

〇
月
の
日

本
銀
行

開
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業
、
お
よ
び
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
一
二
月
の
「
金
庫
規
則
」
の

制
定
実
施
に
伴
い
、
官
金
（「
国
庫
金
」）
の
出
納
保
管
に
関
す
る
一
切

の
事
務
は
日
本
銀
行
の
専
管
と
な
る （

�）。
こ
う
し
て
商
家
に
よ
る
官
金
取

扱
業
務
は
消
滅
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
、
加
久
は
新
旧
公
債
な
ど
を
抵
当

と
し
な
が
ら
、
岡
山
県
な
ど
の
為
替
方
と
し
て
官
金
の
出
納
業
務
を
担

い
、
手
数
料
収
入
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
節
で
紹
介
し
た
も
の
以
外
に
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
は
正

秋
が
第
九
代
当
主
に
就
任
し
た
こ
と
も
あ
り
、
家
督
相
続
関
係
の
史
料

も
残
さ
れ
て
い
る （

�）。
こ
う
し
た
史
料
は
、
加
島
銀
行
を
設
立
す
る
ま
で

の
加
久
の
足
跡
を
教
え
て
く
れ
る
ば
か
り
か
、
加
久
が
ど
の
よ
う
な
形

で
近
世
期
の
蓄
積
を
近
代
以
降
に
持
ち
越
し
、
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
を
分
析
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（

1）
内
閣
官
報
局
『
法
令
全
書
』

�

明
治
四
年

�

（
内
閣
官
報
局
、
一
八
八

八
年
）
二
八
三
～
四
頁
。
以
下
、
法
令
は
『
法
令
全
書
』
各
年
、
よ
り
。

（

2）
千
田
稔
「
藩
債
処
分
と
商
人
・
農
民
・
旧
領
主

�藩
債
取
捨
政
策
に

限
定
し
て
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
五
巻
第
六
号
、
一
九
八
〇
年
三

月
）
五
二
頁
。

（

3）「
国
債
御
寮

	再
三
御
尋
問
ニ
付
差
出
ス
手
控
」
（
廣
岡
一
二


一
五
）
。

「
追
頼
」
は
、
藩
債
に
関
わ
る
報
告
書
を
提
出
す
る
よ
う
、
大
名
貸
商

人
に
再
度
促
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

4）
千
田
稔
「
藩
債
処
分
と
商
人
資
本

�新
旧
公
債
に
限
定
し
て
」
（
『
一

橋
論
叢
』
八
三
巻
五
号
、
一
九
八
〇
年
五
月
）
七
〇
七
頁
、
山
本
有
造

『
両
か
ら
円
へ
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
四
年
）
三
三
頁
。

（

5）
債
権
を
含
む
財
産
権
を
公
権
力
が
ど
の
よ
う
に
設
定
し
た
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
が
実
体
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
と
い
う

視
角
に
基
づ
く
分
析
と
し
て
、
二
〇
一
八
年
度
政
治
経
済
学
・
経
済
史

学
会
春
季
総
合
研
究
会
、
共
通
論
題
「
財
産
権
と
経
済
活
動
」
（
二
〇

一
八
年
六
月
二
三
日
）
で
の
報
告
を
予
定
し
て
い
る
。

（

6）
同
様
の
事
例
は
、
大
坂
両
替
商
・
銭
屋
佐
兵
衛
家
の
事
例
で
も
確
認

で
き
る
（
拙
稿
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
銭
佐
の
経
営
」
逸
身
喜
一
郎
・

吉
田

伸
之

編
『
両
替
商
銭
屋
佐
兵
衛
』
第
二
巻
、

東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
）
。

（

7）
廣
岡
一
二


五
八


一
四




一
。

（

8）
廣
岡
一
二


一
六
。

表
紙
に
は
「
三

冊
之
内
」
と
あ
る
が
、
当
史
料

は
全
三
冊
が
合
冊
さ
れ
た
も
の
で
、

欠
落
は
な
い
も
の
と

見
做
し
て
い

る
。

（

9）
よ
り

踏
み
込

ん
で
、
経
営
と
し
て
本
家
と
五
兵
衛
家
を
一
体
と

捉
え

る
評

価
は
こ
こ
で
は
差
し
控
え
る
。
五
兵
衛
家
の
経

営
実

態
に
つ
い
て

は
、
本
稿
第
三
・
四

章
参
照
。

（

10）
石
井

寛
治
『
両
替
商
金

融
と
経
済

発
展
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）

六
六
頁
。

（
11）

「
新
古
中
証
文
之
写
」
第
一
号
～
第
八
号
（
大
同
Ｂ
八




一
〇
～
一
七
）。

（

12）
た

だ
し

貼
紙
に
は

欠
落
が
あ
る
と

見
ら
れ
る
た

め
、
当
史
料
か
ら
正

確
な
新
旧
公
債

交
付

額
を
計

上
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

（

13）
年
代

推
定
は
、

宮
本

又
次
『
小

野
組
の
研
究
』
第
三
巻
（
大

原
新
生

廣岡家文書と大同生命文書
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社
、
一
九
七
〇
年
）
一
一
二
～
三
頁
に
よ
る
。
お
そ
ら
く
、
第
一
銀
行

設
立
（
明
治
六
年
八
月
設
立
認
可
）
～
抵
当
増
額
令
ま
で
の
期
間
と
見

た
た
め
カ
。

（

14）
前
掲
宮
本
著
、
第
四
巻
、
六
七
一
～
七
五
二
頁
。

（

15）
「
日
記
（
明
治
九
歳
第
六
月
二
十
九
日
出
県
以
来
）
」（
廣
岡
一
二

�

二

三

�四
）
。
表

5
�2の

出
所
で
は
、
加
久
は
抵
当
増
額
令
以
前
に
岡
山

県
為
替
方
を
分
任
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
は
不
明
。

（

16）
「
〔
袋
〕
（
明
治
九
年
十
月

岡
山
県
為
替
方
拝
命
ニ
関
ス
ル
書
類
在

中
）
」
（
廣
岡
一
二

�二
三

�

一
）
、
「
為
換
方

�地
方
税

御
命
令
ノ
書
写

請
書
ノ
写
」
（
廣
岡
一
二

�二
三

�二
）
。
袋
の
表
紙
に
は
、
「
大
正
四
年

九
月
調
」
と
あ
り
、
岡
山
県
為
替
方
関
係
の
史
料
を
後
年
に
整
理
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（

17）
池
田
浩
太
郎
「
明
治
初
期
に
お
け
る
官
金
取
扱
の
財
政
的
意
義
」

（『
成
城
大
学
経
済
研
究
』
第
一
四
号
、
一
九
六
一
年
一
一
月
）
三
八
頁
。

（

18）
深
谷
徳
次
郎
『
明
治
政
府
財
政
基
盤
の
確
立
』
（
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
五
年
）
一
一
二
頁
。

（

19）
「
御
家
督
一
件
仮
控
」
（
廣
岡
一
六

�二
二

�

一
）
、「
正
秋
様
御
家
督
一

件
留
」（
廣
岡
一
六

�

五
五
）
な
ど
。

六
廣

岡
家
の
銀
行
経
営
と
保
険
会
社
経
営

六

�

一
加
島
銀
行
の
経
営

加
島
銀
行
は
両
替
商
加
島
屋
を
母
体
と
し
て
一
八
八
八
年
に
設
立
さ

れ
、
一
九
一
七
年
に
株
式
会
社
と
し
て
改
組
し
た
。
一
九
二
一
年
に
は

加
島
貯
蓄
銀
行
を
合
併
、
一
九
二
四
年
に
星
島
銀
行
を
買
収
す
る
な
ど
、

都
市
銀
行
と
し
て
順
調
に
発
展
す
る
も
の
の
、
一
九
二
七
年
の
昭
和
金

融
恐
慌
の
あ
お
り
を
受
け
て
経
営
危
機
に
陥
り
、
一
九
二
九
年
に
鴻
池

銀
行
、
野
村
銀
行
、
山
口
銀
行
の
三
行
に
分
割
、
買
収
さ
れ
、
一
九
三

七
年
に
廃
業
し
た （１
）。

そ
の
後
、
加
島
銀
行
に
お
け
る
残
務
整
理
の
た
め
の
清
算
会
社
と
し

て
三
光
株
式
会
社
が
一
九
四
〇
年
に
設
立
さ
れ
、
戦
後
ま
で
続
く
長
期

清
算
と
な
る
。
廣
岡
家
文
書
及
び
大
同
生
命
文
書
は
加
島
銀
行
の
設
立
・

発
展
・
破
綻
そ
し
て
清
算
と
い
う
ひ
と
つ
の
銀
行
が
誕
生
し
て
消
滅
す

る
ま
で
の
歴
史
を

�る
こ
と
が
で
き
る
。

加
島
銀
行
の
設
立
と
経
営
動
向

合
資
会
社
加
島
銀
行
は
、
主
人
・
廣
岡
久
右
衛
門
、
相
談
役
・
廣
岡

信
五
郎
、
支
配
人
・
加
輪
上
勢
七
と
い
う
体
制
で
一
八
八
八
年
に
創
立

し
た
（
「

定
款

申
合

規
則
」
大
同

Ｃ
二

�一
）
。
加
島
貯
蓄
銀
行
は
、
大

蔵
省
か
ら
一
八
九
五
年
一
二
月
一
三
日
に
認
可
を
受
け
て
設
立
さ
れ
て

い
る
（
「
大

蔵
省
認
可
書
類

綴
」
大
同

Ｃ
一

�一
）
。
さ
ら
に
、
一
九
一

七
年
に
は
、
株
式
会
社
加
島
銀
行
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
「
株

式
会
社
加
島
銀
行
定

款
」
大
同

Ｃ
二

�一三 （２
））。
合
資
会
社
時

代
の
加
島

銀
行
に
関
す
る
史
料
は

非
常
に

少
な
い
が
、

給
与

計
算
の
方

法
（
「

決

議
書
編
冊
」
廣
岡
一
三

�九五
（
一
八
九
七
年
））

や
各
役
職
・
職

種
別

348



の
職
務
内
容
（
「
加
島
銀
行
事
務
章
程
」
廣
岡
一
三

�一
〇
九

�二
三

（
一
八
九
一
年
））
が
あ
る
。
職
務
内
容
に
関
し
て
は
、
頭
取
や
監
事
、

取
締
役
の
職
務
内
容
も
明
記
さ
れ
て
お
り
（
史
料
六

�

一
）
、
組
織
面
か

ら
当
時
の
銀
行
経
営
が
窺
い
知
れ
る
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

預
金
規
模
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
六
七
万
円
（
一
八
九
五
年
）
、
二
七

八
万
円
（
一
八
九
九
年
）、
五
五
五
万
円
（
一
九
〇
四
年
）、
一
三
四
六

万
円
（
一
九
一
〇
年
）、
三
四
五
九
万
円
以
上
（
一
九
一
五
年
）、
一
億

二
二
五
〇
万
円
（
一
九
一
九
年
）
、
一
億
七
六
九
四
万
円
（
一
九
二
五

年
）
と
順
調
に
拡
大
さ
せ
、
関
西
の
有
力
都
市
銀
行
と
し
て
発
展
し
た （３
）。

支
店
は
三
支
店
（
一
八
九
五
年
）、
六
支
店
（
一
九
一
〇
年
）、
十
支
店

（
一
九
一
九
年
）、
二
十
支
店
（
一
九
二
五
年
）
と
拡
大
し
、
本
店
の
大

阪
を
中
心
と
し
て
、
京
都
、
兵
庫
、
岡
山
、
広
島
、
そ
し
て
東
京
な
ど
、

全
国
に
及
ん
だ （４
）。

大
同
生
命
文
書
所
収
の
営
業
報
告
書
は
、
加
島
貯
蓄
銀
行
に
つ
い
て

一
九
一
八
年
下
期
（
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
）
「
第
四
十
六
期
営

業
報
告
書
」
か
ら
、
一
九
二
〇
年
下
期
（
七
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一

日
）「
第
五
十
一
期
営
業
報
告
書
」
ま
で
の
わ
ず
か
三
年
間
分
が
あ
り
、

営
業
成
績
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

他
方
、
加
島
銀
行
に
つ
い
て
は
、「
取
締
役
会
議
事
録
」
大
同
Ｃ
七

�

一

�一
、
二
が
、
一
九
一
八
年
か
ら
、
最
終
整
理
が
行
わ
れ
る
一
九
二

九
年
四
月
ま
で
保
存
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
最
終
整
理
後
の
清
算
過
程

に
つ
い
て
も
「
取
締
役
会
決
議
録
（
日
銀
ヘ
提
出
モ
ノ
）」
大
同
Ｃ
七

�

二
（
一
九
二
九

�三
五
年
）
や
「
株
式
ニ
関
ス
ル
取
締
役
会
決
議
」
大

同
Ｃ
七

�三（
一
九
三
一

�四一
年
）
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
都

市
銀
行
に
お
け
る
取
締
役
会
の
決
定
事
項
が
長
期
的
に
把
握
で
き
る
ば

か
り
か
、
金
融
恐
慌
に
直
面
し
た
銀
行
が
と
っ
た
対
応
を
解
明
し
得
る

貴
重
な
資
料
群
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
資
料
に
は
一
九
二
六
年
下

期
か
ら
一
九
三
四
年
下
期
ま
で
の
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
が
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
営
業
成
績
に
つ
い
て
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
整
理

後
の
資
産
状
況
が
分
か
る
資
料
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
貴
重
で
あ
る
。

表

6
�1は

加
島
銀
行
が
整
理
さ
れ
る
直
前
の
主
要
勘
定
の
推
移
で

あ
る
。
昭
和
金
融
恐
慌
後
よ
り
損
失
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九

三
〇
年
以
降
は
、
預
金
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
、
損
失
金
が
年
々
大
幅
に

積
み
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
加
島
銀
行
に
と
っ
て
、
昭
和
金

融
恐
慌
の
被
害
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
の
か
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
資

産
や
収
入
・
支
出
の
内
訳
が
詳
細
に
判
明
す
る
こ
と
か
ら
、
同
資
料
よ

り
加
島
銀
行
の
資
産
運
用
の
問
題
点
も
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。

そ
の
他
特
筆
す
べ
き
資
料
は
「
〔
図
面
〕
（
加
島
銀
行
金
沢
支
店
）
」

大
同
Ｃ
一
一

�一～
一
〇
お
よ
び
「
建
築
仕
様
書
」
大
同
Ｃ
一
一

�一一

で
あ
る
。
金
沢
支
店
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
メ
レ
ル
・
ヴ
ォ
ー

リ
ズ
に
よ

っ
て
、
一
九
二
三
年
に
設
計
さ
れ
て
お
り
、
近

代
建
築
史
の
観
点
か
ら

興
味
深
い
資
料
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
金
沢
支
店
の

往
時
の
姿
は
、「〔

写

真
〕
（
加
島
銀
行
金
沢
支
店
模

型
）
」
大
同
Ｃ
一
一

�一
二
が

伝
え
て
い

る
。

廣岡家文書と大同生命文書
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金
融
恐
慌
と
銀
行
整
理

昭
和
金
融
恐
慌
は
、
銀
行
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
そ
の
中
で
、

休
業
そ
し
て
破
綻
へ
至
っ
た
都
市
銀
行
と
し
て
、
近
江
銀
行
、
藤
田
銀

行
、
加
島
銀
行
が
あ
る
。
近
江
銀
行
は
石
井
［
二
〇
〇
一 （５
）］
、
藤
田
銀

行
は
伊
藤
［
二
〇
〇
一 （６
）］
に
よ
っ
て
そ
の
経
営
と
破
綻
の
過
程
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
加
島
銀
行
の
先
行
研
究
は
管
見
の
限
り
皆
無
で

あ
る
。
大
同
生
命
文
書
に
含
ま
れ
る
近
代
以
降
の
資
料
の
中
で
も
、
と

り
わ
け
重
要
か
つ
希
有
な
そ
れ
は
、
加
島
銀
行
の
整
理
お
よ
び
清
算
過

程
が
解
明
さ
れ
得
る
以
下
の
資
料
群
で
あ
る
。

昭
和
金
融
恐
慌
に
よ
る
預
金
の
取
り
付
け
騒
ぎ
を
鎮
火
さ
せ
る
た
め

に
、
加
島
銀
行
の
安
泰
を
表
明
し
た
書
状
（
一
九
二
七
年
四
月
「
〔
加

島
銀
行
の
経
営
を
保
証
す
る
書
状
〕」
大
同
Ｃ
一

�四）
が
残
っ
て
い
る
。

加
島
銀
行
が
減
資
・
店
舗
整
理
を
実
施
し
た
こ
と
に
対
す
る
世
間
の
不

安
を
解
消
す
る
た
め
に
、
損
失
は
廣
岡
家
が
全
額
負
担
す
る
こ
と
も
表

明
し
て
い
る
（
一
九
二
八
年
三
月
、「〔
加
島
銀
行
・
大
同
生
命
の
経
営

を
保
証
す
る
声
明
〕
」
大
同
Ｃ
一

�六
）
。
さ
ら
に
、
日
銀
総
裁
井
上
準

之
助
は
当
行
の
預
金
が
保
証
さ
れ
る
旨
を
新
聞
の
談
話
に
て
述
べ
て
い

る
（
一
九
二
八
年
、
〔
加
島
・
藤
田
両
行
の
経
営
健
全
を
保
証
す
る
日

銀
総
裁
談
話
〕
大
同
Ｃ
一

�七）。

預
金
取
り
付
け
の
全
国
的
波
及
と
、
マ
ク
ロ
経
済
へ
の
打
撃
を
懸
念

し
た
大
蔵
省
お
よ
び
日
本
銀
行
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
合
併
の
打
診
や

特
別
融
通
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
昭
和
金
融
恐
慌
か
ら
昭
和
恐
慌
に
か
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表6�1 加島銀行の主要勘定の推移 （単位：円）

年度

資産 負債
当期
損失金資本金 現金

コール
ローン

有価
証券

貸付金 預金 借用金

1929年6月 15,100,000307,3631,700,0002,066,39962,730,3783,000,51357,562,825 236,162

1930年6月 15,100,000154,088 250,0001,968,51458,638,1292,064,94751,245,025 495,400

1931年6月 15,100,000139,193 1,878,80437,826,2031,979,79950,577,076 949,118

1932年6月 15,100,000 78,086 1,925,63657,101,8791,797,60150,375,5841,375,157

1933年6月 15,100,000 76,450 2,401,59755,574,4291,732,11949,667,0281,816,023

1934年6月 15,100,000 78,569 2,451,44354,326,4911,717,20549,110,9122,237,271

1934年12月 15,100,000 78,399 2,503,27453,719,8691,615,64448,792,4472,436,616

資料 「取締役会決議録（日銀ヘ提出モノ）」大同C7�2
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表6�2 加島銀行の整理状況 （単位：円）

年度 総資産

資産

未払資本金 比率
残余財産
分配金

比率
差引当期
損金

比率

1936年5月 22,648,288 15,000,000 66.2％

1936年11月 21,862,833 15,000,000 68.6％ 4,000,000 18.3％ 317,104 1.5％

1937年5月 21,844,722 15,000,000 68.7％ 4,600,000 21.1％ 453,855 2.1％

1937年11月 21,827,677 15,000,000 68.7％ 5,000,000 22.9％ 506,656 2.3％

（単位：円）

年度

貸付

有価証券
担保

比率
不動産
抵当

比率 債券担保 比率 手形 比率

1936年5月 1,784,385 7.9％ 1,363,818 6.0％ 209,733 0.9％ 194,994 0.9％

1936年11月 517,967 2.4％ 898,518 4.1％ 2,000 0.0％ 106,392 0.5％

1937年5月 286,284 1.3％ 404,199 1.9％ 2,000 0.0％ 57,092 0.3％

1937年11月 22,447 0.1％ 326,169 1.5％ 2,000 0.0％ 25,092 0.1％

資料 「事務報告書」大同C4�4

注1） 資産及び貸付の内訳はすべての項目を含めていないため、100％にはならない

注2） 比率＝各項目／総資産

注3） 残余財産分配金は株主へ分配される

表6�3 加島銀行整理時における収入と支出 （単位：円）

年度 合計

収入

信託
報酬

比率
国債利息＋
地方債利息

比率
不動産
収益

比率
貸付金
利息

比率

1936年5月 88,860 19,804 22.3％ 23,244 26.2％ 6,121 6.9％ 20,376 22.9％

1936年11月 393,523 0 0.0％ 2,335 0.6％ 10,808 2.7％ 33,645 8.5％

1937年5月 180,309 0 0.0％ 0 0.0％ 15,931 8.8％ 18,916 10.5％

1937年11月 75,324 0 0.0％ 0 0.0％ 10,910 14.5％ 7,904 10.5％

（単位：円）

年度 合計

支出

有価証券 比率 不動産 比率
債権回収
不能損失金

比率

1936年5月 88,860 31,425 35.4％ 10,274 11.6％

1936年11月 393,523 162,397 41.3％ 40,828 10.4％ 140,616 35.7％

1937年5月 180,309 1,488 0.8％ 17,739 9.8％ 66,394 36.8％

1937年11月 75,324 0 0.0％ 13,853 18.4％ 31,766 42.2％

資料 「事務報告書」大同C4�4

注1） 有価証券＝有価証券売却損＋有価証券償還損＋有価証券価額償却

注2） 収入及び支出の内訳はすべての項目を含めていないため、100％にはならない

注3） 比率＝各項目／合計

注4） 合計は収入と支出で一致している



け
て
、
休
業
あ
る
い
は
休
業
寸
前
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
銀
行
は
一
二

六
行
に
も
の
ぼ
っ
た
。
加
島
銀
行
は
、
日
銀
の
特
別
融
通
の
支
援
も
あ

っ
た
が
、
昭
和
金
融
恐
慌
で
被
っ
た
損
失
を
回
復
し
き
れ
ず
、
一
九
三

六
年
一
月
三
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
解
散
し

た
。加
島
銀
行
は
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
株
主
に
対
す
る
措

置
が
話
し
合
わ
れ
た
（
一
九
三
一
年
八
月
、
「
株
式
ニ
関
ス
ル
取
締
役

会
決
議
」
大
同
Ｃ
七

�

三
）
。
さ
ら
に
、
整
理
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に

各
一
般
株
主
か
ら
委
任
状
を
集
め
、
そ
の
際
に
彼
ら
か
ら
の
疑
念
や
質

問
に
答
え
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
（
一
九
三
七
年
四
月
六
日
、
「
委
任

状
集
メ
ニ
際
シ
先
方
ヨ
リ
質
問
要
旨
」
大
同
Ｃ
七

�四
、
五
、
一
九
三

七
年
四
月
一
五
日
「〔
港
区
・
大
正
区
・
浪
速
区
・
東
成
区
・
西
成
区
・

住
吉
区
・
天
王
寺
区
の
株
主
訪
問
記
〕
」
大
同
Ｃ
七

�六
、
「
西
区
の
株

主
訪
問
記
（
十
八
名
）
」
大
同
Ｃ
七

�七
）
。
株
主
の
質
問
の
多
く
は

「
整
理
の
進

�」
、
す
な
わ
ち
「
ど
の
位
回
収
が
進
ん
で
い
る
の
か
」
、

「
ど
の
位
の
人
が
回
収
に
従
事
し
て
い
る
か
」
な
ど
や
、
株
式
を
い
く

ら
で
買
い
取
っ
て
く
れ
る
か
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
廣
岡
家
の
関
連

会
社
で
あ
る
大
同
生
命
の
業
績
に
つ
い
て
問
い
た
だ
す
株
主
も
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
大
き
な
損
失
を
被
る
こ
と
に
な
る
株
主
を
、
い
か
に
説

得
し
て
「
銀
行
整
理
」
が
行
わ
れ
た
の
か
が
克
明
に
分
か
る
、
極
め
て

興
味
深
い
資
料
群
が
上
記
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

整
理
が
開
始
さ
れ
た
当
初
は
、
順
調
に
資
産
売
却
が
進
み
、
株
主
へ

分
配
金
も
捻
出
で
き
た
よ
う
で
あ
る
（
表

6
�2、「

事
務
報
告
書
」
大

同
Ｃ
四

�四）。

廃
業
当
初
の
二
年
間
で
、
合
計
一
三
六
〇
万
円
が
、
残
余
財
産
分
配

金
と
し
て
株
主
へ
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
当
期
損
金
は
二

％
程
度
計
上
さ
れ
続
け
た
。
貸
付
に
つ
い
て
も
回
収
は
順
調
に
進
み
、

整
理
直
後
（
一
九
三
六
年
五
月
）
は
、
総
資
産
に
占
め
る
貸
付
の
割
合

が
一
六
％
程
度
で
あ
っ
た
の
が
、
わ
ず
か
一
年
半
（
一
九
三
七
年
一
一

月
）
で
二
％
弱
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
整
理
は
収
入
と
支
出

の
内
訳
か
ら
も
窺
い
知
れ
る
（
表

6
�3）。

整
理
直
後
（
一
九
三
六
年
五
月
）
は
、
国
債
や
地
方
債
か
ら
二
六
％

程
度
、
貸
付
金
利
息
か
ら
二
三
％
程
度
の
収
入
を
得
て
い
た
。
そ
の
後
、

一
〇
％
前
後
の
安
定
し
た
不
動
産
収
益
と
貸
付
金
利
息
が
収
入
源
と
な

る
。
一
方
、
支
出
を
み
る
と
、
債
権
回
収
不
能
損
失
金
が
四
〇
％
程
度

を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
債
権
回
収
は
進
む
も
の
の
、
放
棄
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
債
権
も
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
不
良
債

権
の
回
収
及
び
損
失
金
の
返
還
は
、
三
光
株
式
会
社
に
移
さ
れ
る
。

清
算
過
程

�三
光
株
式
会
社
の
設
立

�

加
島
銀
行
の
清

算
は

非
常
に
長
期
に
わ
た
る
。

清
算
過
程
に

お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
三

光
株
式
会
社
（
一
九
四
〇
年
設
立
）

で
あ
る
。
同
会
社
は
加
島
銀
行
の
残
務
整
理
を
目
的
と
し
て

設
立
さ
れ

た
清
算
会
社
で
あ
る
。
大
同
生
命
文
書
に
は
三
光
株
式
会
社
関
連
の
資
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料
が
多
量
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
大
同
Ｅ
一
～
五
）
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
昭
和
金
融
恐
慌
に
お
け
る
個
別
銀
行
の
対
応
は
石
井
／
杉
山
［
二

〇
〇
一
］
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
加
島
銀
行
に

つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
。
戦
時
期
の
一
九
四
三
年
か
ら
戦
後
の
一

九
四
九
年
ま
で
の
三
光
株
式
会
社
の
動
向
が
把
握
で
き
る
こ
と
か
ら

（
「
営
業
報
告
書
」
大
同
Ｅ
三

�

四
）
、
都
市
銀
行
の
清
算
過
程
に
関
す
る

研
究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
加
島
銀
行
の
整
理
か
ら
清
算
に

至
る
過
程
に
は
（
一
）
清
算
過
程
が
長
期
に
渡
る
こ
と
、
（
二
）
清
算

会
社
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
、
他
銀
行
に
は
な
い
特
徴
が
あ
る
。
加

島
銀
行
の
清
算
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
金
融
恐
慌
お

よ
び
昭
和
恐
慌
に
直
面
し
た
日
本
銀
行
や
大
蔵
省
当
局
の
対
応
に
つ
い

て
も
、
新
た
な
事
実
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

加
島
銀
行
の
清
算
は
戦
後
ま
で
続
き
、
会
社
経
理
応
急
措
置
法
（
一

九
四
六
年
八
月
）
お
よ
び
「
企
業
再
建
整
備
法
」
（
一
九
四
六
年
一
〇

月
）
に
よ
り
、
三
光
株
式
会
社
は
特
別
経
理
会
社
に
指
定
さ
れ
、
さ
ら

に
債
務
整
理
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
る
（
「
三
光
株
式
会
社
精
算
報
告

書
綴
」
大
同
Ｅ
三

�

三
）
。
戦
後
に
お
け
る
企
業
再
建
、
整
理
の
実
態
が

判
明
す
る
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
（
「
整
備
計
画
認
可
申
請
書
・
整
備

計
画
修
正
認
可
申
請
書
」
大
同
Ｅ
二

�〇
三

�〇
一
）
。
ま
た
、
戦
後
に

お
い
て
も
清
算
は
な
か
な
か
進
ま
ず
、
難
航
し
て
い
た
様
子
が
「
清
算

事
務
報
告
書
」
や
「
貸
借
対
照
表
」
か
ら
も
窺
え
る
。

銀
行
整
理
当
初
は
順
調
に
進
ん
で
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
加
島
銀

行
の
清
算
過
程
が
長
引
い
た
要
因
は
、
大
同
生
命
文
書
を
利
用
し
た
今

後
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

六

�二
大
同
生
命
の
経
営

大
同
生
命
の
設
立
経
緯
や
経
営
動
向
、
業
務
内
容
に
つ
い
て
は
『
大

同
生
命
七
十
年
史
』
に
譲
り
、
本
節
は
項
目
に
絞
っ
た
資
料
紹
介
に
焦

点
を
当
て
る
。
各
項
目
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
指
摘
す

べ
き
は
、
設
立
経
緯
に
関
す
る
豊
富
な
資
料
が
大
同
生
命
文
書
に
含
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
生
保
関
連
資
料
（
大
同
資
料
番
号
Ｆ

番
台
）、
朝
日
生
保
関
連
資
料
（
大
同
資
料
番
号
Ｇ
番
台
）、
護
国
生
保

関
連
資
料
（
大
同
資
料
番
号
Ｈ
番
台
）
、
北
海
生
保
関
連
資
料
（
大
同

資
料
番
号
Ｉ
番
台
）、
九
州
生
保
関
連
資
料
（
大
同
資
料
番
号
Ｊ
番
台
）

と
、
合
併
前
の
各
社
の
経
営
状
態
が
分
か
り
、
さ
ら
に
三
者
合
併
関
連

資
料
（
大
同
資
料
番
号
Ｋ
番
台
）
、
な
ら
び
に
各
社
の
株
主
総
会
及
び

合
併
契
約
書
な
ど
よ
り
、
合
併
の
経
緯
が
詳
細
に
把
握
で
き
る
。

経
営
動
向

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
大
同
生
命
の
経
営
動
向
に
つ
い
て
は
、

「
第
十
四
回
営
業
成

績
紀
要
」
大
同
Ｌ
四

�一や
「
第
十
五
回

決
算

紀
要
」
大
同

Ｌ
四

�二
、
「
事
業
報
告
書
（

予
備
分
）
〔

予
備
分
事
業
報

告
書
綴
〕」
大
同

Ｌ
四

�三、「
第
十
九
回

決
算

概
要
」
大
同
Ｌ
四

�四、

「
第

43回
事
業
報
告
書
」
大
同
Ｌ
四

�五な
ど
を
通
じ
て
把
握
で
き
る
。
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こ
れ
ら
に
よ
り
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
金
処
分
一
覧
、

本
期
新
契
約
高
、
年
末
契
約
高
、
同
契
約
件
数
な
ど
が
、
一
九
一
六
年

か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
断
続
期
間
を
除
き
、
継
続
的
に
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
、
経
営
動
向
の
時
系
列
推
移
は
後
述
す
る
「
株
主
総
会
議
事
録
」

か
ら

�る
こ
と
も
で
き
る
。
株
主
総
会
議
事
録
に
は
、
株
主
に
公
表
し

た
貸
借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
が
、
末
尾
資
料
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い

る
た
め
有
益
で
あ
る
。

株
主

総
会

大
同
生
命
に
関
す
る
資
料
の
中
で
も
圧
巻
は
「
株
主
総
会
議
事
録
」

で
あ
る
。「
創
立
総
会
議
事
録
」
大
同
Ｌ
一
〇

�一
（
一
九
〇
二
年
）
か

ら
「
第
四
拾
七
回
定
時
株
主
総
会
議
事
録
」
大
同
Ｌ
一
〇

�一
四
三

（
一
九
四
九
年
）
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
株
主
総

会
議
事
録
が
残
っ
て
い
る
。
保
険
会
社
の
み
な
ら
ず
、
他
産
業
に
お
い

て
も
、
明
治
か
ら
昭
和
、
そ
し
て
戦
後
も
含
め
て
継
続
的
に
株
主
総
会

議
事
録
が
現
存
し
て
い
る
企
業
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
近
代

以
降
の
大
同
生
命
文
書
の
中
で
、
最
も
資
料
価
値
の
高
い
資
料
群
と
い

え
よ
う
。

株
主
総
会
議
事
録
の
構
成
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
会
議
に

先
立
っ
て
、
株
式
総
数
、
株
主
数
、
出
席
株
主
数
と
そ
の
権
利
数
が
読

み
上
げ
ら
れ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
直
後
に
出
席
株
主
氏
名
と
所

有
株
式
数
、
そ
し
て
委
任
代
理
人
氏
名
と
委
任
株
式
数
も
読
み
上
げ
ら

れ
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
添
付
資
料
と
し
て
、
誰
が
誰
に
委
任
状
を

提
出
し
た
の
か
も
把
握
で
き
る
。
株
主
総
会
議
事
録
に
お
い
て
、
総
会

構
成
員
に
関
し
て
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
記
載
を
行
っ
て
い
る
例
は
稀
有
で

あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
議
案
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
株
主
総
会
の
議
事
過

程
が
記
録
さ
れ
る （７
）。

廣
岡
家
に
よ
っ
て
大
半
の
株
式
が
所
有
さ
れ
て
い
る
所
有
者
企
業
で

あ
り
な
が
ら
、
経
営
方
針
や
経
営
理
念
を
詳
細
に
株
主
総
会
で
経
営
者

が
論
じ
て
い
る
点
が
、
大
同
生
命
に
お
け
る
株
主
総
会
の
特
徴
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
廣
岡
恵
三
（
二
代
目
社
長
、
在
任
期
間
：
一

九
〇
八
～
四
二
年 （８
））
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
別
段
準

備
金
モ
最
早
相
当
ノ
額
ニ
達
シ
マ
シ
タ
ガ
ユ
ヘ
此
際
ヲ
機
ト
シ
テ
被
保

険
者
側
ニ
モ
共
ニ
慶
福
ヲ
領

ツ
コ
ト
ガ
至
当

デ
ア
ロ
ー
ト

考
ヒ
マ
ス
」

（
一
九
一
二
年
八
月
、「
第
拾
回
定
時
株
主
総
会
議
事
録
」
大
同
Ｌ
一
〇

�二
九
）
と
、
利
益
処
分
の

配
当
を
株
主

だ
け
で
は
な
く
、
被
保
険
者

に
も
分
配
す
る
と
明
言
し
て
お
り
、
そ
れ
を
株
主
も

歓
迎
し
て
い
る
様

子
が
同
資
料
よ
り
窺
え
る
。

大
同
生
命
は
一
九
四
七
年
に
株
式
会
社
か
ら
相
互
会
社
へ
と
改

組
さ

れ
る
。
そ
う
し
た
会
社
組
織
が
変
化
す
る
過
程
は
、
大
同
生
命
保
険
株

式
会
社
の
解
散
、
お
よ
び
大
同
生
命
保
険
相
互
会
社

へ
の
生
命
保
険
契

約
包

括
移

転
を

巡
る
「

臨
時
株
主
総
会
議
事
録
」
大
同
Ｌ
一
〇

�一
四

〇
（
一
九
四
八
年
二
月
二
五

日
）
に
て
議
決
さ
れ
、
大
同
生
命
保
険
相

互
会
社
へ
の
保
険
契
約
な
ら
び
に

財
産
一
切
の
移

転
に
よ
り
貸
借
対
照

354



表
お
よ
び
財
産
目
録
が
零
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
移
行

の
完
了
は
「
臨
時
株
主
総
会
議
事
録
」
大
同
Ｌ
一
〇

�四
一
（
一
九
四

八
年
四
月
一
五
日
）
で
確
認
で
き
る
。

政
府

と
保
険
会
社

大
同
生
命
文
書
に
は
大
同
生
命
の
経
営
動
向
だ
け
で
は
な
く
、
保
険

会
社
に
対
し
て
政
府
が
ど
の
よ
う
な
指
令
を
出
し
た
の
か
、
い
か
な
る

政
策
を
立
て
た
の
か
も
解
明
さ
れ
得
る
（「
官
庁
指
令
書
綴
」
（
大
同
）

Ｌ
二

�

一
）。
同
資
料
は
一
九
〇
二
～
四
八
年
ま
で
の
、
農
商
務
省
、
商

工
省
、
大
阪
電
話
局
、
大
阪
通
信
管
理
局
、
大
阪
郵
便
局
長
、
大
阪
警

察
署
、
大
阪
市
長
、
台
湾
総
督
府
、
満
州
帝
国
政
府
経
済
部
、
大
蔵
省

か
ら
の
指
令
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
銀
総
裁
井
上
準
之
助

よ
り
、
資
本
金
五
千
万
円
内
定
に
つ
い
て
、
商
工
省
の
十
分
な
了
解
あ

り
、
直
接
に
株
の
投
資
を
行
う
よ
り
も
便
宜
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

設
立
計
画
中
の
「
生
命
保
険
会
社
間
ノ
証
券
会
社
」
へ
の
加
入
を
勧
誘

す
る
資
料
も
あ
り
、
日
本
銀
行
に
よ
る
保
険
業
へ
の
介
入
の
一
端
を
窺

う
こ
と
が
で
き
、
興
味
深
い
（
一
九
三
〇
年
九
月
、
「
〔
書
状
〕
（
生
保

証
券
株
式
会
社
設
立
呼
び
か
け
状
）」
大
同
Ｌ
二

�四
）
。

戦
時
統
制
下
に
お
け
る
生
命
保
険
会
社
へ
の
政
府
の
対
応
に
つ
い
て

も
、
事
業
状
況
、
会
計
、
人
事
、
資
源
利
用
（
紙
類
使
用
量
）
な
ど
に

関
す
る
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
契
約
内
容
を
巡
る
認
識

の
齟
齬
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
契
約
者
に
よ
る
当
局
へ
の
陳
情

や
、
統
制
会
に
よ
る
仲
裁
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
記
述
さ
れ
て
い
る

（
一
九
四
二
年
六
月
～
一
九
四
四
年
一
月
、「
生
命
保
険
統
制
会
諸
届
書

類
回
答
書
類
綴
」
大
同
Ｌ
二

�六）。

戦
後
処
理
に
つ
い
て
は
、「〔
Ｇ
Ｈ
Ｑ
関
係
書
類
綴
〕」
大
同
Ｌ
二

�一

二
（
一
九
四
八
年
七
月
～
一
九
五
一
年
四
月
）
に
、
経
済
科
学
局
の
指

令
に
基
づ
い
た
財
務
諸
表
報
告
書
と
そ
の
関
連
文
書
、
労
働
組
合
役
員

に
関
す
る
調
査
書
（
労
働
省
か
ら
の
内
密
の
照
会
に
対
す
る
も
の
）
、

廣
岡
松
三
郎
氏
が
公
職
追
放
の
対
象
に
な
ら
な
い
旨
を
記
し
た
確
認
書

な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
終
戦
直
後
、
政
府
に
よ
っ
て
企
業
再
建

・

整
理
が
迅
速
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
金

融
機
関
に
対
し
て
は
、
金

融
機
関
再
建
整
備
法
（
一
九
四
六
年
一
〇
月
一
九
日
公
布
）
に
基
づ
い

て
処
理
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
個

別
企
業
の

具
体

的
な
処
理
の
過

程

に
つ
い
て
も
「
金
融
機
関
再
建
整
備
法
に
基
く
最
終
処
理
関
係
申
請
書
」

（
大
同
）
Ｌ
八

�七か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

六

�三
廣
岡
合
名
会
社

財
閥
を
形
成
し
た
一
族
は
、
合
名
会
社
あ
る
い
は
合
資
会
社
を
設
立

し
、
本
社
と
し
て
一
族
が
所

有
す
る
会
社
や
財
産
を
運
用
・
管
理
し
た
。

廣
岡
合
名
会
社
も
そ
う
し
た
会
社
に
該
当
す
る
。
大
同
生
命
文
書
に
は

四
十
八

点
と

点
数
こ
そ

相
対

的
に

少
な
い
も
の
の
、
「
定

款
（
廣
岡
合

名
会
社
）
」
や
「

損
益

勘
定

元
帳
」
が

現
存
し
て
お
り
、
同
会
社
の

実

態
が
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
。
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廣
岡
合
名
会
社
は
「
廣
岡
家
ヲ
永
遠
ニ
維
持
シ
其
財
産
ヲ
安
固
ニ
保

全
セ
ン
カ
為
」
に
、
一
九
二
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
（
「
定
款
（
廣
岡
合

名
会
社
）
」
大
同
Ｄ
一

�三
）
。
出
資
金
の
総
額
は
一
〇
〇
〇
万
円
で
あ

り
、
出
資
額
は
、
廣
岡
恵
三
が
四
五
〇
万
円
、
廣
岡
久
右
衛
門
が
四
五

〇
万
円
、
廣
岡
松
三
郎
が
一
〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
（
定
款
第
五
条
）。

こ
う
し
た
廣
岡
合
名
会
社
の
活
動
の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
加
島
銀
行
と
廣
岡
合
名
会
社
の
関
係
、
な
ら
び
に
加
島
銀
行

の
整
理
・
清
算
に
対
す
る
廣
岡
家
の
考
え
が
「
廣
岡
合
名
会
社
社
員
会

議
決
議
録
」
大
同
Ｄ
二

�二
（
一
九
二
八
年
三
月
二
四
日
）
よ
り
窺
い

知
れ
る
（
史
料
六

�

二
）
。
大
株
主
で
も
あ
る
廣
岡
家
が
実
質
的
に
加
島

銀
行
を
経
営
し
て
い
た
。
資
産
の
運
用
や
処
分
に
つ
い
て
大
株
主
と
一

般
株
主
と
の
間
で
利
害
が
対
立
す
る
場
合
が
あ
る
。
「
減
資
」
は
ま
さ

に
そ
う
し
た
状
況
で
あ
る
。
戦
前
日
本
の
商
法
に
は
少
数
株
主
の
保
護

に
関
す
る
条
項
は
な
い
が
、
「
全
幅
ノ
信
頼
ヲ
以
テ
吾
々
一
家
ニ
其
経

営
ヲ
委
ネ
ラ
ル
ル
一
般
株
主
ニ
及
ボ
ス
コ
ト
ハ
徳
義
上
出
来
難
キ
コ
ト
」

と
し
て
会
社
内
で
自
生
的
に
一
般
株
主
へ
の
保
護
を
行
っ
た
事
例
で
あ

り
、
興
味
深
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
株
主
と
の
利
害
対

立
が
長
引
い
て
「
総
会
ニ
於
ケ
ル
紛
擾
延
テ
ハ
預
金
者
ニ
不
安
ヲ
与
ヘ

財
界
ニ
動
揺
ヲ
惹
起
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ラ
ン
カ
当
家
ノ
吾
国
財
界
ニ
対
ス

ル
責
任
軽
シ
ト
セ
ス
」
と
し
て
、
預
金
者
保
護
を
最
優
先
と
し
た
。

同
年
四
月
一
三
日
に
は
、
廣
岡
合
名
会
社
が
所
有
す
る
加
島
銀
行
の

株
式
の
う
ち
、
一
三
〇
二
六
〇
株
（
五
〇
円
払
込
済
）
と
一
二
六
〇
六

〇
株
（
一
二
円
五
〇
銭
払
込
）
が
無
償
で
株
主
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
（「
決
議
録
（
加
島
銀
行
へ
の
株
式
無
償
提
供
に
つ
き
）」
大
同
Ｄ

三

�三）。
加
島
銀
行
は
廣
岡
家
の
会
社
と
世
間
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
廣
岡
合
名
会
社
の
資
産
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廣

岡
家
の
評
判
を
守
る
こ
と
に
も

�が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

加
島
銀
行
が
整
理
さ
れ
る
前
後
に
お
け
る
廣
岡
合
名
会
社
の
資
産
運

用
状
況
に
つ
い
て
は
「
損
益
勘
定
元
帳
」
大
同
Ｄ
三

�五
）
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
戦
後
の
資
産
状
況
に
つ
い
て
も
「
〔
廣
岡
合
名
会
社

資
産
明
細
書
綴
〕（
大
同
）
Ｄ
三

�六（
一
九
四
六
年
）
と
「
残
務
整
理

関
係
（
廣
岡
合
名
会
社
）」
大
同
Ｄ
三

�七（
一
九
四
八
年
）
よ
り
明
ら

か
と
な
る
。

（

1）
銀
行
図
書
館
「
銀
行
変
遷
史
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」（

h
ttp

://
k
o
u
ek

i.

n
et/

b
a
n
k
/
d
eta

ils.p
h
p
?
b
co
d
e＝

1
01
1
）

（

2）
さ
ら
に
詳
し
い

職
制
や
規
定
に
つ
い
て
は
「
株
式
会
社
加
島
銀
行

諸

規
程
」
大
同

Ｃ
二

�一
六
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
同
資

料
の

成

立
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。
ま
た
、
合
資
会
社
加
島
銀
行
に
関
し
て
は
、

設
立

直
後
の
内

規
が
「
加
島
銀
行

申
合

規
約
」
大
同

Ｃ
二

�一
二
（
一

八
九
一
年
）
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は

給
与
に
関
係
す
る
記
載

も
見
出
せ
る
。

（

3）
石

井
寛

治
『

近
代
日
本
金

融
史

序
説

』
（

東
京
大

学
出

版
会
、
一
九

九
九
年
）
三
〇
三

頁
。

（

4）
前

掲
石

井
著
二
九
二
～
二
九
四
頁
。
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（
5）

石
井
寛
治
「
第

17章
近
江
銀
行
の
救
済
と
破
綻
」
石
井
寛
治
／
杉

山
和
雄
編
『
金
融
危
機
と
地
方
銀
行

�戦
間
期
の
分
析
』
（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
。

（

6）
伊
藤
正
直
「
第

16章
藤
田
銀
行
の
破
綻
と
そ
の
整
理
」
石
井
寛
治

／
杉
山
和
雄
編
『
金
融
危
機
と
地
方
銀
行

�戦
間
期
の
分
析
』
（
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
。

（

7）
株
主
総
会
議
事
録
と
取
締
役
会
議
事
録
を
利
用
し
て
、
会
社
機
関
の

役
割
を
分
析
し
た
研
究
と
し
て
、
結
城
武
延
「
近
代
日
本
に
お
け
る
株

主
総
会
と
取
締
役
会

�
3社

合
併
に
よ
る
大
同
生
命
設
立
か
ら
オ
ー
ナ

ー
企
業
へ

�」
田
中
亘
／
中
林
真
幸
編
『
企
業
統
治
の
法
と
経
済
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
一
五
五
～
一
八
五
頁
が
あ
る
。

（

8）
一
九
〇
五
年
八
月
に
大
同
生
命
取
締
役
、
一
九
〇
八
年
一
〇
月
に
社

長
代
理
、
一
九
〇
九
年
六
月
に
社
長
に
就
任
。

七
廣

岡
家
と
茶
の
湯

近
世
経
済
活
動
の
中
枢
で
あ
っ
た
上
方
に
お
け
る
商
取
引
で
重
要
な

役
割
を
担
っ
た
豪
商
た
ち
が
、
経
営
活
動
の
一
方
で
営
ん
だ
文
化
的
諸

活
動
の
内
、
顕
著
な
活
動
を
確
認
で
き
る
の
が
茶
の
湯
で
あ
る （１
）。

鴻
池
屋
善
右
衛
門
家
と
な
ら
び
近
世
大
坂
豪
商
を
代
表
す
る
久
右
衛

門
家
で
は
、
特
に
近
世
後
期
以
降
、
表
千
家
の
茶
の
湯
へ
の
傾
倒
と
、

茶
道
具
を
中
心
と
し
た
道
具
蒐
集
が
行
わ
れ
た
。

本
稿
の
目
的
は
、
大
同
生
命
文
書
・
廣
岡
家
文
書
か
ら
近
世
後
期
を

中
心
と
し
た
廣
岡
家
、
特
に
久
右
衛
門
家
に
お
け
る
茶
の
湯
関
連
史
料

と
、
そ
の
内
容
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

本
史
料
群
中
、
茶
の
湯
関
連
の
も
の
は
①
近
世
後
期
に
お
け
る
久
右

衛
門
家
当
主
と
表
千
家
家
元
と
の
師
弟
・
相
伝
関
係
を
示
す
も
の
、
②

明
和
～
寛
政
期
に
お
け
る
久
右
衛
門
家
の
道
具
購
入
を
示
す
も
の
、
③

一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
久
右
衛
門
家
当
主
が

茶
の
湯
の
点
前
や
茶
会
（
茶
事
）
の
進
行
を
習
得
す
る
際
に
参
照
し
た

と
考
え
ら
れ
る
筆
記
類
、
④
久
右
衛
門
家
と
大
名
家
お
よ
び
茶
匠
と
の
、

茶
の
湯
を
媒
介
と
し
た
関
係
構
築
を
示
す
も
の
、
⑤
近
代
に
お
け
る
久

右
衛
門
家
所
蔵
品
の
売
却
に
関
す
る
も
の
、
に
大
別
で
き
る
。
な
お
、

久
右
衛
門
家
に
お
け
る
茶
の
湯
の
実
態
を
端
的
に
示
す
会
記
（
自
会
記
、

他
会
記
の
い
ず
れ
も
）
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

七

�一
近
世
後
期
久
右
衛
門
家
当
主
と
茶
の
湯

本
稿
が
対
象
と
す
る
期
間
に
お
け
る
久
右
衛
門
家
の
当
主
は
、
四
代

加
久
（
吉
信
・
一
六
八
九

�一七
六
五
）、
五
代

加
久
（
正

房
・
一

七
四

二

�八三
）、
六
代

加
久
（
正
誠
・
一
七
七
四
？

�一八
三
三
）、

七
代
加

久
（
正
慎
・
一
七
九
一
？

�一八
四
〇
）、
八
代

加
久
（
正

饒
・
一
八
〇

六
�六

九
）
、
九
代

加
久
（
正

秋
・
一
八

四
四

�一
九
〇
九
）
で
あ
る
。

本
史
料
群
か
ら
茶
の
湯
関
連
の
活
動
が
確
認
で
き
る
の
は
五

�九
代
当

主
で
あ
り
、
さ
ら
に
五
・
六
代
は
茶
道
具
購
入
、

七
・
八
代
は
表
千
家

の
茶
の
湯
へ
の
傾
倒
、
九
代
は
茶
道
具
売
却
、
と
そ
の
特
徴
を
要
約
で

廣岡家文書と大同生命文書
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き
る
。

こ
こ
で
当
該
期
に
お
け
る
廣
岡
一
族
の
茶
の
湯
関
連
の
活
動
を
確
認

す
る
。
文
化
期
の
表
千
家
の
茶
の
湯
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、
久
田
家

七
代
皓
々
斎
宗
也
（
一
七
六
七

�一
八
一
九
）
の
「
皓
々
斎
記
録
二 （２
）」

が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
山
中
了
寿
等
の
上
方
豪
商
が
散
見
さ
れ
、
彼
ら

が
表
千
家
九
代
了
々
斎
宗
左
（
一
七
七
五

�一
八
二
五
）
の
茶
会
に
参

会
し
た
こ
と
、
了
々
斎
か
ら
相
伝
を
受
け
る
こ
と
が
参
会
の
主
目
的
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
で
は
廣
岡
一
族
の
参
会
と
し
て
、

「
廣
岡
五
兵
衛
」
へ
の
「
天
目
点
前
相
伝
」（
文
化
八
年
霜
月
六
日
正
午
）、

「
盆
点
前
相
伝
」（
文
化
九
年
霜
月
四
日
夜
）
の
二
会
が
確
認
で
き
、
い

ず
れ
も
初
代
加
五
（
正
謙
・
一
七
七
八

�一
八
二
三
）
へ
の
相
伝
と
考

え
ら
れ
る
。

一
方
、
了
々
斎
の
自
会
記
（
文
化
九

�一
四
年
）
に
は
、
廣
岡
一
族

の
参
会
と
し
て
「
広
岡
五
兵
衛
」
が
四
会
（
こ
の
内
二
会
は
勝
間
宗
珉

と
同
席
）、「
加
島
屋
武
兵
衛
」、「
〃
新
助
」
が
各
一
会
（
両
者
は
同
席
）

確
認
で
き
る
が （３
）、
い
ず
れ
も
相
伝
を
目
的
と
し
た
参
会
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
廣
岡
一
族
に
お
け
る
表
千
家
の
茶
の
湯
へ
の
傾
倒
は
、

ま
ず
初
代
加
五
へ
の
相
伝
お
よ
び
同
人
に
よ
る
了
々
斎
の
茶
会
へ
の
参

加
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
さ
ら
に
進
め
た
の
が
八
代
加
久
で
あ
っ
た
。

吸
江

斎
に
よ
る
八
代
加
久
へ
の
相
伝

八
代
加
久
は
、
表
千
家
一
〇
代
吸
江
斎
宗
左
（
一
八
一
八

�六
〇
）

に
入
門
し
た
が （４
）、
こ
の
際
に
大
坂
の
茶
匠
勝
間
宗
珉
を
「
取
次 （５
）」
（
家

元
と
の
仲
介
者
）
と
し
て
お
り
、
吸
江
斎
の
後
見
役
を
務
め
て
い
た
紀

州
藩
茶
頭
の
二
代
住
山
楊
甫
（
云
々
斎
・
一
七
八
二

�一
八
五
五
）
へ

も
八
代
加
久
か
ら
祝
儀
肴
料
が
渡
さ
れ
た
。
相
伝
関
係
の
史
料
と
し
て

は
、
八
代
加
久
が
吸
江
斎
よ
り
茶
通
箱
点
前
の
相
伝
を
受
け
た
際
の
も

の
が
確
認
で
き
る
が （６
）、
こ
れ
も
宗
珉
を
取
次
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

相
伝
の
際
に
家
元
と
の
間
に
仲
介
者
が
設
定
さ
れ
、
間
接
的
な
相
伝
が

行
わ
れ
る
の
は
被
相
伝
者
の
身
元
保
証
な
ど
諸
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、

上
方
豪
商
当
主
の
相
伝
時
に
は
、
著
名
な
上
方
茶
匠
が
取
次
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

入
門
以
降
、
八
代
加
久
は
茶
の
湯
の
修
練
を
重
ね
た
よ
う
で
、
嘉
永

元
年
（
一
八
四
八
）
八
月
二
四
日
に
は
吸
江
斎
よ
り
皆
伝
（
真
台
子
）

を
受
け
て
い
る （７
）。
こ
の
際
の
会
記
に
は
「
八
月
廿
四
日
午
時
祖
堂
ニ
テ

久
右
衛
門
へ
皆
傳
致
ス
客
廣
岡
久
右
衛
門
住
山
楊
甫
」
と
あ
り
、

表
千
家
の
祖
堂
と
残
月
亭
に
お
い
て
、
二
代
楊
甫
が
同
席
し
て
皆
伝
が

行
わ
れ
た
。

な
お
、
吸
江
斎
か
ら
皆
伝
を
受
け
た
者
は
、
八
代
加
久
、
吸
江
斎
の

嗣
子
碌
々
斎
（
安
政
二
年
カ
）
以
外
で
は
、
勝
間
宗
珉
（
天
保
一
一
年
）、

堀
内
宗
完
（
不
識
斎
・
天
保
一
二
年
）、
金
森
得
水
（
嘉
永
二
年
）、
の

三
名
が
確
認
さ
れ
る （８
）。

他
方
、
家
元
の
箱
書
付
へ
の
需
要
、
な
ら
び
に
家
元
自
身
が
制
作
に

関
与
し
た
茶
道
具
の
入
手
と
い
う
側
面
か
ら
、
廣
岡
一
族
の
関
与
を
確
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認
す
る
。
近
世
中
期
以
降
、
茶
の
湯
人
口
の
増
加
と
こ
れ
に
伴
う
茶
道

具
需
要
を
充
足
す
べ
く
、
家
元
自
身
が
自
作
も
し
く
は
制
作
に
深
く
関

与
し
た
茶
道
具

�あ
る
程
度
の
数
量
が
一
度
に
制
作
さ
れ
た
場
合
、
数

の
道
具
と
称
さ
れ
る

�が
登
場
し
た
こ
と
や
、
家
元
自
身
が
行
う
道
具

書
付
に
対
す
る
需
要
の
増
加
が
指
摘
さ
れ
て
い
る （９
）。

廣
岡
一
族
も
、
家
元
自
作
の
道
具
や
書
付
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
了
々
斎
の
「
文
化
十
四
年
書
附
控
」
に
記
載
さ
れ
た
人
物

は
総
計
一
八
四
名
、
道
具
点
数
は
六
一
八
点
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
廣

岡
一
族
関
係
は
三
名
・
八
点
（「
広
岡
五
兵
エ
」
三
点
、「
広
岡
英
左
エ

門
」
四
点
、「
広
岡
又
兵
エ
」
一
点
、）
で
あ
っ
た （

�）。

ま
た
、
文
化
一
五
年
（
一
八
一
八
）
年
に
了
々
斎
手
造
茶
碗
赤
黒
五

〇
碗
が
で
き
た
際
、
「
棒
之
先
」
（
黒
）
を
「
廣
岡
英
左
衛
門
」
が
、

「
痩
力
」（
黒
）
を
「
廣
岡
五
兵
衛
」
が
入
手
し
て
い
る （

�）。
さ
ら
に
吸
江

斎
が
手
造
茶
碗
を
配
布
し
た
際
、
八
代
加
久
は
赤
茶
碗
を
入
手
し
て

お
り （

�）、
久
右
衛
門
家
の
茶
の
湯
に
お
い
て
も
、
家
元
自
作
の
新
作
茶
道

具
が
珍
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

久
右
衛
門
家
に
お
い
て
、
茶
の
湯
に
不
可
欠
な
茶
室
と
、
そ
の
構
造

に
関
す
る
史
料
は
残
存
し
な
い
が
、
茶
室
の
名
称
を
窺
わ
せ
る
も
の
と

し
て
、
大
徳
寺
四
二
七
世
剛
堂
宗
健
（
一
七
五
九

�一
八
三
五
）
筆
の

�額
を
双
鉤

�墨
し
た
二
点
が
あ
る （

	）。
一
つ
は
「
好
楽
亭
」
で
、
久
右

衛
門
家
の
茶
室
に
与
え
ら
れ
た
席
号
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
点
は

「
称
信
」
と
記
さ
れ
て
い
る （


）。

七

�二
近
世
後
期
久
右
衛
門
家
の
道
具
購
入 （

�）

茶
会
を
催
す
に
は
、
掛
物
・
花
入
・
釜
・
水
指
・
茶
入
・
茶
器
・
茶

碗
・
茶

�と
い
っ
た
主
な
茶
道
具
の
他
、
水
屋
、
書
院
飾
り
等
、
数
多

く
の
道
具
類
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
道
具
類
が
い
つ
・
ど
こ
か
ら
・

い
か
ほ
ど
の
対
価
で
調
達
さ
れ
た
か
。
ま
た
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
道

具
類
の
ス
ト
ッ
ク
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
。
久
右
衛
門
家
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
情
報
を
記
載
し
た
近
世
の
所
蔵
品
台
帳
（
他
家
で
は
「
道
具

帳
」
な
ど
の
例
が
あ
る
）
は
、
本
史
料
群
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
 Ⅰ
期
】
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）

�

同
三
年
（
一
七
八
三
）

の
道
具
購
入
に
関
す
る
史
料
が
一
括
し
て
一
〇
〇
通
余
り
残
さ
れ
て

い
る （

�）。
一
方
、
こ
れ
と
は
別
に

 Ⅱ
期
】
明
和

�寛政
期
（
寛
政
二

�同

七
年
が
大
半
）
に
お
け
る
同
様
の
史
料
が
五
〇
通
余
り
残
さ
れ
て
い
る （

�）。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
紙
の
形
態
で
あ
り
、
史
料
残
存
に
偏
り
が
あ
る

可
能
性
も
あ
る
が
、
当
該
期
の
道
具
購
入
に
つ
き
フ
ロ
ー
の
情
報
を
提

供
し
、
久
右
衛
門
家
の
道
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
の
実
態
を
示
し
て
い

る
。
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
譲
る
が
、
以
下
概
要
を
記
す
。

� Ⅰ
期
】
天
明
期
に
お
け
る
道
具
購
入
の
諸
相

こ
の
時
期
の
道
具
購
入
の
規
模
は
、
総
件
数
一
一
一
件
、
購
入
金
額

は
合
計
銀
三
二
五

貫
目
余
に
の
ぼ
っ
た （

�）。
購
入
先
の
序
列
を
購
入

件
数

ベ
ー
ス
で
見
る
と （

�）、
大
坂
の
道
具
商

谷
松
屋
権
兵
衛
と
加
賀
屋
次
右
衛
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門
（
詳
細
不
明
）
で
全
体
の
八
割
超
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
購
入
金
額
ベ

ー
ス
で
見
る
と
、
加
賀
屋
次
右
衛
門
が
全
体
の
約
六
割
と
圧
倒
的
で
、

こ
れ
に
谷
松
屋
権
兵
衛
、
広
島
屋
権
三
郎
（
松
平
不
昧
に
も
茶
道
具
を

納
入
し
た
道
具
商
）
、
道
具
屋
勝
兵
衛
（
大
坂
の
道
具
商
）
が
加
わ
っ

て
全
体
の
九
割
超
と
な
っ
た
。

購
入
件
数
を
器
種
別
で
見
る
と
、
い
ず
れ
も
茶
道
具
で
あ
る
こ
と
が

大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
や
や
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
観
賞
用
と
考
え
ら

れ
る
裂
地
（
恐
ら
く
室
町
期
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
の
舶
載
品
）、
掛
物
、

花
入
、
水
指
、
茶
碗
で
全
体
の
五
割
超
と
な
っ
た
。
他
方
、
茶

�は
わ

ず
か
一
件
で
あ
り
、
茶
入
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

購
入
さ
れ
た
も
の
は
主
に
古
い
道
具
類
で
あ
る
が
、
水
屋
道
具
等
、

同
時
代
に
新
作
さ
れ
た
茶
道
具
も
茶
会
の
実
施
に
は
必
要
で
あ
る
。
久

右
衛
門
家
に
お
い
て
も
釜
や
風
炉
類
の
他
、
各
種
新
作
の
茶
道
具
購
入

が
確
認
で
き
る
。
「
御
好
炉
五
徳
五
本
」
は
、
久
右
衛
門
家
が
デ
ザ
イ

ン
を
指
示
し
た
か
、
ま
た
は
茶
匠
の
好
み
物
と
し
て
、
釜
師
庄
兵
衛
が

炉
用
の
五
徳
五
本
を
新
た
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
っ
た （

�）。
概
し
て
、
こ

の
時
期
の
道
具
蒐
集
は
茶
道
具
を
中
心
に
行
わ
れ
、
そ
の
性
格
は
茶
の

湯
を
行
う
た
め
に
必
要
な
実
際
的
な
道
具
の
蒐
集
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。さ
ら
に
、
近
世
上
方
豪
商
に
よ
る
茶
道
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
代
表
的

な
例
で
あ
る
鴻
池
屋
善
右
衛
門
家
が
、
遅
く
と
も
延
宝
期
に
は
本
格
的

な
蒐
集
を
開
始
し
て
い
た
事
実 （

�）と
比
較
す
る
と
、
久
右
衛
門
家
で
は
こ

れ
に
か
な
り
遅
れ
て
茶
道
具
蒐
集
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

� Ⅱ
期
】
寛
政
期
を
中
心
と
し
た
道
具
購
入
の
諸
相

対
し
て

� Ⅱ
期
】
の
道
具
購
入
の
規
模
は
、
総
件
数
一
〇
一
件
、
購

入
金
額
は
合
計
銀
四
〇
〇
貫
目
余
で
あ
っ
た
。

購
入
先
の
序
列
を
購
入
件
数
ベ
ー
ス
で
見
る
と
、
い
ず
れ
も
大
坂
の

道
具
商
谷
松
屋
権
兵
衛
、
加
賀
屋
又
七
、
谷
松
屋
平
助
、
大
和
屋
藤
右

衛
門
で
全
体
の
約
九
割
と
な
り
、
購
入
金
額
ベ
ー
ス
で
見
て
も
同
様
の

傾
向
で
あ
っ
た
。

購
入
件
数
を
器
種
別
で
見
て
み
る
と
、

�
Ⅰ
期
】
同
様
に
茶
道
具
が

中
心
で
あ
り
、
掛
物
、
茶
碗
、
茶
入
、
香
道
具
、
裂
地
、
こ
れ
に
刀
装

具
を
加
え
て
全
体
の
約
七
割
と
な
っ
た
。
中
に
は
、
昭
和
三
年
（
一
九

二
八
）
六
月
に
大
阪
美
術

�楽
部
で
行
わ
れ
た
「
廣
岡
家
蔵
品
入
札
」

に
出
品
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
は
そ
の
類
品
と
思
わ
れ
る
「
金
襴
手
仙

（
マ
マ
）盞

瓶
」、「

李
安
忠
筆
鶉
之
絵
掛
物
」、「

�宗
皇
帝
花
鳥
画
掛
物
」
の
購
入

を
示
す
史
料
も
確
認
で
き （

�）、
寛

政
期
ま
で
に
は
久
右
衛
門
家
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の
中
核
を
な
す
道
具
が
蒐
集
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、� Ⅱ
期
】
の
特
徴
と
し
て
、
寛
政
期
に
お
け
る
高
額
の
刀
装
具

購
入
（
三
所
物
な
ど
）
が
一
一
件
と
目
立

つ
。
茶
道
具
以
外
を
含
む

換

金
性
の
高
い
道
具
類
も
蒐
集
の
対
象
と
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

豪
商
が
蓄
財
・
投
資
の
対

象
と
し
て
道
具
を
蒐
集
し
た
側
面
は
つ
と

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が （

	）、
久
右
衛
門
家
の

場
合
は
寛
政
期
頃
か
ら
「
有
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益
な
資
産
（
も
し
く
は
将
来
の
不
定
時
に
お
け
る
家
産
等
の
危
機
に
対

応
す
る
た
め
の
バ
ッ
フ
ァ
）
と
し
て
の
道
具
の
取
得
」
と
い
う
側
面
が
、

蒐
集
の
性
格
に
加
わ
り
、
こ
の
点
が
多
く
の
優
品
を
含
む
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
形
成
に
寄
与
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
蒐
集
の
原
資
に
つ
い
て
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
「
天

明
二
年
寅
極
月


日
勘
定
目
録 （

�）」
に
代
銀
の
支
払
い
元
と
思
わ
れ
る
勘

定
項
目
と
し
て
「
旦
那
年
分
小
遣
銀
」
が
銀
二
〇
貫
目
、「
諸
道
具
代
」

が
銀
二
二
貫
目
余
、
「
道
具
代
」
が
銀
一
〇
一
貫
目
余
が
計
上
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
（
表

3
�1参

照
）
。

七

�

三
久
右
衛
門
家
に
お
け
る
茶
の
湯
の
習
得

旺
盛
な
茶
道
具
蒐
集
が
行
わ
れ
た
久
右
衛
門
家
で
は
、
茶
会
を
催
す

た
め
の
稽
古
や
知
識
の
習
得
も
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
本
史
料
群

中
に
は
、
茶
会
の
道
具
組
や
献
立
、
茶
会
進
行
や
点
前
の
実
際
に
つ
い

て
の
知
識
を
習
得
す
る
際
に
参
照
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
史
料
も
散
見
さ

れ
る
。

道
具
組
や
献
立
に
つ
い
て
は
、
何
度
も
茶
会
を
催
す
こ
と
が
習
得
の

主
な
手
段
で
あ
ろ
う
が
、
久
右
衛
門
家
で
は
、
茶
匠
ら
が
残
し
た
会
記

を
参
照
す
る
こ
と
も
組
合
わ
せ
て
こ
れ
ら
の
習
得
が
な
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
、
本
史
料
群
に
は
表
千
家
八
代

�
斎

宗
左
（
一
七
四
四

�一
八

〇
八
）
に
関
す
る
茶
会
記
が
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
宝
暦
七
年
（
一
七

五
一
）
か
ら
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
ま
で
の

�
斎

の
自
会
記
五
八

会
を
筆
写
し
た
「

�
斎

茶
会
記
上 （

�）」
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
安

永
四
年
（
一
七
七
五
）
か
ら
天
明
八
年
ま
で
の

�
斎

自
会
記
と
、

�

斎
の
高
弟
山
田
宗
誠
が
参
会
し
た
他
会
記
か
ら
な
る
「
山
田
宗
誠

筆
記 （

�）」
で
あ
る
。
後
者
は

�
斎

の
日
常
が
記
さ
れ
て
興
味
深
い
が
、

年
次
不
明
の
部
分
も
あ
り
、
写
本
と
考
え
ら
れ
る
。

茶
会
の
進
行
に
つ
い
て
は
「
百
ヶ
図
茶
之
湯
記 （

�）」
六
冊
が
あ
る
。
龍

根
本
伊
藤
正
風
が
著
し
た
書
物
の
写
本
で
、
亭
主
方
と
客
方
に
分
け
、

茶
会
の
進
行
や
道
具
の
置
合
わ
せ
を
点
前
等
と
と
も
に
詳
述
し
て
い
る
。

点
前
の
進
行
お
よ
び
諸
道
具
に
つ
い
て
は
、
一
紙
形
態
の
史
料
が
一

一
点 （

�）、
「
茶
々
諸
具
諸
事
控 （

�）」
一
冊
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
書
物
の
書
抜

き
や
口
授
を
備
忘
的
に
書
留
め
た
も
の
で
、
茶
道
具
の
扱
い
や
寸
法
、

風
炉
長
板
一
つ
置
点
前
の
手
順
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

七

�四
毛
利
重
就
の
来
宅
と
七
事
式
の
観
覧
、
茶
匠
と
の
関
係

廣
岡
一
族
の
茶
の
湯
関
連
活
動
が
活
発
化
す
る
時
期
は
、
千
家
流
の

茶
の
湯
に
お
い
て
は
七
事
式
が
流
行
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

七
事
式
は
、
表
千
家
七
代

如
心
斎
宗
左
（
一
七
〇
五

�五
一
）
が

制

定
し
た
も
の
で
、
花
月
、

且
坐
、
廻

炭
、
茶
カ
フ
キ
、
廻
花
、
一
二
三
、

数
茶
（
加
え
て

花
寄
）
で

構
成
さ
れ
、
「
稽
古
の
棧 （

�）」
す
な
わ

ち
茶
の

湯
得
道
を
目
的
と
し
た
稽
古
の
た
め
の
稽
古
、
と
い
う
要

素
を

帯
び
た

一
斉

教
授
の
方

策
で
あ
る
。

裏
千
家
八
代
一

燈
宗

室
（
一
七
一

九

�七

七
）、

如
心
斎
の
高
弟
川
上
不
白
（
一
七
一
九

�一八
〇
七
）
ら
が
制
定
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361



に
参
画
し
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
頃
完
成
し
た （

�）。
七
事
式
の
流
行

は
町
人
層
に
と
ど
ま
ら
ず
、
殊
に
不
白
の
活
躍
に
よ
っ
て
大
名
な
ど
武

家
層
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

例
え
ば
萩
藩
七
代
藩
主
毛
利
重
就
（
一
七
二
五

�八
九
）
は
、
江
戸

で
不
白
門
下
に
入
っ
た
と
さ
れ
、
安
永
五

�

八
年
（
一
七
七
六

�七九
）

頃
、
三
田
尻
御
茶
屋
に
「
花
月
楼
」（
七
事
式
の
稽
古
が
可
能
な
道
場
）

を
造
営
し
た （

�）。
ま
た
、
萩
藩
茶
堂
竹
田
休
和
（
一
七
四
四
？

�一
八
三

〇
）
、
川
上
宗
悦
ら
を
不
白
へ
弟
子
入
り
さ
せ
た
と
い
う （

�）。
一
方
、
重

就
の
藩
主
在
任
中
で
あ
る
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
は
、
加
久
は
萩

藩
の
「
大
坂
蔵
屋
敷
留
守
居
格
」
に
任
ぜ
ら
れ （

�）、
萩
藩
の
安
定
的
な
資

金
調
達
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
な
ど
、
毛
利
家
と
廣
岡
家
、
殊

に
久
右
衛
門
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
化
し
た
。

安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
九
月
六
日
、
重
就
が
「
御
近
習
衆
御
用
人

衆
、
御
家
老
其
外
御
附
々
」
を
伴
っ
て
大
坂
玉
水
町
の
久
右
衛
門
家
本

宅
へ
来
訪
し
た
際
の
記
録
が

史
料

七

�一
で
あ
る
。
こ
の
時
の
当
主
は

五
代
加
久
で
あ
っ
た
。
来
宅
の
旨
意
に
は
政
治
的
な
意
図
も
含
ま
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
御
内
々
ニ
而
七
事
被
遊
御
覧
候
由
御
内
意
」
、
す

な
わ
ち
内
々
に
七
事
式
を
観
覧
す
る
こ
と
が
主
目
的
で
、
久
右
衛
門
家

本
宅
に
は
表
千
家
の
茶
匠
で

�
�斎

の
高
弟
で
あ
っ
た
二
代
多
田
宗
掬

（
十
友
斎
・
一
七
二
七

�九
六
）
、
裏
千
家
の
茶
匠
・
初
代
狩
野
宗
朴

（
素
斎
・
一
七
四
八

�一
八
一
八
）
が
呼
寄
せ
ら
れ
た
。
両
者
が
七
事
式

の
式
法
に
精
通
し
、
と
も
に
大
坂
で
活
躍
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
重
就
の
到
着
は
「
七
ツ
時
前
」
で
あ
っ
た
。

七
事
式
の
実
演
は
玉
水
町
屋
敷
の
「
玄
関
次
八
畳
鋪
」
で
観
覧
に
供

さ
れ
た
。
当
時
、
玉
水
町
屋
敷
は
普
請
中
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
八

畳
敷
も
茶
の
湯
で
の
使
用
が
意
図
さ
れ
て
い
な
い
部
屋
の
流
用
で
あ
っ

た
。
史
料
七

�一の
図
の
通
り
、
点
前
座
か
ら
見
て
右
側
に
「
棚
」、
一

間
の
「
床
」
、
半
間
の
「
違
棚
」
が
配
置
さ
れ
た
座
敷
で
あ
っ
た （

	）。
重

就
の
休
息
所
に
は
「
二
階
」
が
充
て
ら
れ
た
。

八
畳
敷
で
は
ま
ず
且
坐
が
行
わ
れ
、
寺
内
昨
（
詳
細
不
明
）
、
竹
中

右
源
治
（
詳
細
不
明
）
、
竹
田
休
和
の
三
名
が

客
方
、
宗
掬
が

東
、
宗

朴
が
半
東
を
務
め
た
。
掛
物
は
土
佐
光
貞
筆
の
「
日
出
」
で
、
床
も
し

く
は
そ
の
付
近
に
「
唐
物
金
鶴
香
炉
」
が
飾
ら
れ
た
。
点
前
座
は
「
真

塗
台
子
」
に
「
さ
つ
ま
大
長

緒
」
茶
入
、「
時
代
鶴
棗
」、「

染
付
水

差
」、

「
与
二
郎
阿
弥
陀
堂
釜
」、「

丸
釜

風
炉
」、「

青
磁
」
柄


立
、「

砂
張
」

建
水
、
「

琉
金

ホ
ヤ
」

蓋
置
が

飾
ら
れ
た
。
さ
ら
に
「
高

取
焼
置
」
花

入
、「

青
磁
香
炉
」、「
時
代
重
香
」（
重
香

合
）
が
用
い
ら
れ
、「

井
戸
」

茶
碗
に

如
心
斎
に
よ
る

銘
「

福
の

神
」
の
茶


が
取
り

合
わ
さ
れ
、

「
存

星
盆
」
に
「

落
雁
、

氷
砂

糖
」
の
二

種
の

飾
菓
子
（

み
菓
子
）
が

盛
ら
れ
た
。

且
坐
が
済
む
と
宗
掬
・
宗
朴
の
両
名
は
重
就
に
「
御
目
見
」
と
な
り
、

重
就
は
二
階
に
て
一
旦
休
息
し
た
。
休
息
所
に
は
「
雪
舟

福
録

寿
」
の

掛
物
や
、
前
年
に
五
代
加
久
が
重
就
よ
り
拝
領
し
た
「
長

州
画

工
操
玄

殿
様
御
好
ふ
よ
う
ノ
絵
」
な
ど
が
飾
ら
れ
た
。
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重
就
の
休
息
中
、
八
畳
敷
の
道
具
は
花
月
の
た
め
に
飾
り
替
え
ら
れ

た
。
掛
物
は
「
慈
鎮
和
尚
色
紙
」
へ
、
点
前
座
も
真
塗
台
子
か
ら
「
三

重
棚
」
へ
替
わ
り
、「
金
襴
手
」
水
指
が
置
か
れ
た
。「
ノ
ン
カ
ウ
黒
」

茶
碗
に
「
原

�」
茶


が
取
り
合
わ
さ
れ
、
茶
器
は
「
棗
」
で
あ
っ
た
。

花
月
で
は
宗
朴
を
主
と
し
、
且
坐
と
同
じ
五
名
で
行
わ
れ
た
。
重
就
は

且
坐
と
花
月
と
で
座
所
を
変
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
各
式
法
の
遂
行
上

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
各
式
法
の
進
行
を
詳
細
に
観
察
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
花
月
が
済
み
、
重
就
は
「
夜
四
ツ
時
」

に
玉
水
町
屋
敷
を
後
に
し
た
。
実
に
三
時 と
きに
及
ぶ
滞
在
で
あ
っ
た
。

こ
の
訪
問
は
、
大
名
家
の
当
主
が
豪
商
の
自
宅
に
出
向
き
、
茶
匠
お

よ
び
臣
下
の
茶
堂
職
を
同
席
さ
せ
て
七
事
式
を
行
っ
た
珍
し
い
例
と
言

え
る
。
近
世
後
期
の
上
方
豪
商

�大
名
家
間
の
諸
関
係
に
お
い
て
、
茶

の
湯
は
強
い
媒
介
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
中
に
お
い
て
茶
匠

な
ら
び
に
七
事
式
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
訪
問
は
、
茶
会
へ
の
参
会
や
七
事
式
の
観
覧
な
ど
、
茶
の

湯
に
関
連
し
た
事
柄
で
大
名
家
の
当
主
が
町
人
宅
・
豪
商
宅
へ
出
向
く

例
と
し
て
は
、
比
較
的
早
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
和
三
年
（
一

七
六
六
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
不
白
が
駿
河
台
の
黙
雷
庵
等
で
行
っ
た

一
三
二
会
の
茶
会
に
数
名
の
大
名
が
参
会
し
た
こ
と （

）を
除
け
ば
、
例
え

ば
岡
山
藩
主
・
池
田
治
政
が
神
田
神
社
内
の
不
白
方
へ
立
寄
っ
た
の
が

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
正
月
一
九
日
で
あ
り
、
ま
た
、
治
政
方
に
池

田
直
政
が
訪
れ
、
不
白
立
会
い
の
下
で
花
月
が
行
わ
れ
た
の
が
同
年
四

月
二
日
で
あ
っ
た （

�）。
ま
た
、
大
坂
の
豪
商
天
王
寺
屋
五
兵
衛
方
の
茶
会

に
松
平
不
昧
が
参
会
し
た
の
が
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
二
月
二
三
日

お
よ
び
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
二
月
一
七
日
で
あ
っ
た （

�）。

さ
て
、
久
右
衛
門
家
が
茶
の
湯
に
関
連
し
た
活
動
を
行
う
際
、
こ
れ

を
補
佐
も
し
く
は
実
質
的
に
遂
行
し
た
の
が
茶
匠
、
特
に
千
家
の
高
弟

で
あ
っ
た
こ
と
は
重
就
来
宅
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
大
名
家
や
上

方
豪
商
と
の
交
誼
上
、
茶
の
湯
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
久
右
衛
門
家
に
と

っ
て
、
茶
匠
と
の
交
誼
も
ま
た
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

史
料

七

�二
は
二
代
宗
掬
が
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
一
二
月
二

一
日
に
加
久
（
五
代
）
に
差
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
代
宗
掬

は
、
借
銀
に
よ
る

身
上
不

如
意
、
加
久
か
ら
の
合
力
金
・
金
一
三
〇
両

の
受
領
、
今
後
の
家
内
倹
約
を
述
べ
て
い
る
。

上
方
豪
商
に
よ
る
、
茶
匠
へ
の
具
体
的
な
資
金
提
供
を
示
す
史

料
は

管
見
の
限
り
初
見
で
あ
る
が
、
両
者
の
特
殊
な
関
係
を
示
唆

す
る
も
の

で
あ
り
、
二
代
宗
掬
を
取
次
と
し
て
久
右
衛
門
家
が
表
千
家
家
元
と
の

関
係
を
構
築
し
、
茶
の
湯
関
連
の
諸

情
報
を
得
て
い
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
ま
た
こ
の
時
期
、
上
方
豪
商
の
茶
の
湯
が
流

儀
化
し
て
い

く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が （

�）、
こ
の
要

因
の
一
つ
と
し
て
、
以
上
の

例
の
よ
う
に
上
方
豪
商
が
茶
匠
と
の
交
誼
を
基

礎
に
、
茶
の
湯
の
場
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。

一
方
、
特
に
天
保
期
の
久
右
衛
門
家
の
場
合
、
茶
の
湯
は
単
に
大
名

家
と
の
交
流
に
資
す
る
も
の
・
身
分
横
断
的
な
経
営
活
動
を
行
う
手
段

廣岡家文書と大同生命文書
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に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
吸
江
斎
か
ら
皆
伝
を
受
け
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
八
代
加
久
自
身
の
個
性
お
よ
び
茶
の
湯
へ
の
執
心
の
深
さ
に

起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
上
方
豪
商
を
代
表
す
る
久
右
衛
門
家
で
は
、

茶
の
湯
が
文
化
活
動
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
以
降
も
、
久
右
衛
門
家
で
は
茶
の
湯
関
連
の
諸
活
動
が
行
わ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
茶
会
に
関
連
す
る
史
料
は
確
認
で
き
ず
、

茶
道
具
を
含
む
道
具
類
の
売
却
に
関
連
す
る
史
料
が
散
見
さ
れ
る
よ
う

に
な
る （

�）。

以
上
、
近
世
後
期
を
中
心
に
、
主
に
久
右
衛
門
家
に
お
け
る
茶
の
湯

に
関
連
し
た
活
動
を
一

�し
、
特
に
八
代
加
久
に
よ
る
表
千
家
の
茶
の

湯
へ
の
傾
倒
が
確
認
で
き
た
。
他
方
、
茶
道
具
を
は
じ
め
と
す
る
道
具

蒐
集
も
天
明
期
か
ら
旺
盛
で
、
千
家
お
よ
び
武
家
双
方
の
美
意
識
を
取

り
入
れ
た
茶
道
具
選
択
の
感
覚
も
認
め
ら
れ
た
。
豊
富
な
資
金
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
蒐
集
品
は
唐
物
・
高
麗
物
な
ど
の
舶
載
品
、
国
焼
、
家
元

自
作
の
道
具
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
広
範
の
優
品
を
選
び
抜
く

眼
を
有
し
て
い
た
と
も
言
え
る
。
久
右
衛
門
家
の
茶
の
湯
は
、
基
調
的

に
は
江
戸
後
期
の
流
儀
化
に
深
く
関
係
し
て
い
た
が
、
交
際
範
囲
の
多

様
さ
も
あ
い
ま
っ
て
、
決
し
て
流
儀
に
拘
泥
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

道
具
蒐
集
は
茶
道
具
を
中
心
に
行
わ
れ
つ
つ
も
、
寛
政
期
以
降
に
は
道

具
の
資
産
的
価
値
を
留
意
し
た
も
の
へ
と
性
格
を
変
え
る
傾
向
が
見
ら

れ
た
。
廣
岡
家
と
茶
の
湯
を
め
ぐ
る
考
察
と
し
て
残
さ
れ
た
課
題
は
多

い
が
、
茶
会
等
の
活
動
を
示
す
史
料
の
博
捜
、
経
営
展
開
過
程
の
分
析

を
通
じ
、
蒐
集
に
係
る
原
資
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
主
な
も
の
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

（

1）
近
世
大
坂
豪
商
と
茶
の
湯
に
つ
い
て
は
、
石
田
千
代
子
「
大
阪
町
人

と
茶
道
」
（
『
茶
道
全
集
』
巻
の
一
三
、
創
元
社
、
一
九
三
七
年
）
な
ど

を
嚆
矢
と
し
、
宮
本
又
次
『
大
阪
町
人
論
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一

九
五
九
年
）、
原
田
伴
彦
『
町
人
茶
道
史
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
）

な
ど
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
本
格
的

な
研
究
は
少
な
く
、
近
年
で
は
田
中
豊
「
平
瀬
露
香
と
大
阪
の
茶
の
湯
」

（
谷
端

昭
夫

編
『
茶
道

学
体

系
第

二
巻

茶
道
の

歴
史
』

淡
交
社
、
一

九
九
九
年
）
、
谷
端

昭
夫
「
江
戸
後
期

大
坂
豪
商
の
茶
の
湯
」
（
『
茶

の
湯
研
究

和
比
』
第
九

号
、
不
審

菴
文

庫
、

二
〇
一
五
年
）
な
ど
が

あ
る
。
本

稿
は
谷
端
氏
の
諸
研
究
か
ら
大
い
に

学
恩
を
受
け
て
い
る
。

一
方
、
そ
の
他
豪
商
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
は

清
水
実
「
三

井
家
と
茶
の

湯
」
（

前
掲
谷
端

編
『
茶
道

学
体

系
第

二
巻
』
）
、

依
田

徹
「
江
戸
豪
商

仙
波
家
と

仙
波

宗
意
に
つ
い
て
」
（『
茶
の
湯
文
化

学
』

第
二
七
号
、
茶

の
湯
文
化

学
会
、

二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（

2）
久
田

宗
也
翻

刻
「

皓
々
斎

記
録

二
」
（
『
茶
の
湯
研
究

和
比
』

第
二

号
、
不

審
菴
文
庫
、
二

〇
〇
五
年
）
。

（

3）
砂

川
佳
子

翻
刻
「

了
々
茶
会

キ
」
（

同
「
表
千
家
九
代

了
々
斎
の
茶

の
湯
」
『
茶
の
湯
文
化

学
』

第
二

〇
号
、
茶
の
湯
文
化

学
会
、

二
〇
一

三
年
）
。

（

4）
「
〔
書

状
〕（

御
門
入
祝
儀
へ
の

礼
状
）
」（
廣
岡
九

�

二
二

�

二
）、
「
〔
書

状
〕
（
祝
儀

肴
料

相
達
す

旨
）
」（
廣
岡
九

�

二
二

�

三
）
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（
5）

「
取
次
」
は
表
千
家
六
代
覚
々
斎
の
道
具
帳
に
も
あ
る
文
言
で
、
中

間
教
授
者
層
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
千
宗
員
『
近
世
前

期
に
お
け
る
茶
の
湯
の
研
究

�表
千
家
を
中
心
と
し
て

�』
河
原
書
店
、

二
〇
一
三
年
、
九
六
、
一
〇
六

�

一
〇
七
頁
）
。

（

6）
「〔
書
状
〕
（
茶
通
箱
相
伝
相
済
白
銀
三
枚
へ
の
礼
状
）
」
（
廣
岡
九

�

八

�二
）
。

（

7）
「
昔
の
茶
懐
石

�吸
江
斎
の
会
記
か
ら
」
（
『
同
門
』
平
成
二
年
八
・

九
月
号
、
表
千
家
同
門
会
、
一
九
九
〇
年
）
に
掲
載
の
史
料
図
版
を
参

照
。
表
千
家
に
お
い
て
皆
伝
は
「
最
も
格
式
の
高
い
真
台
子
の
点
前
で
、

い
わ
ば
千
家
茶
道
の
奥
儀
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
古
来
よ
り
家

元
継
承
者
を
は
じ
め
、
限
ら
れ
た
男
子
の
み
が
伝
授
さ
れ
て
き
た
」

（
千
宗
員
「
吸
江
斎
の
生
涯
と
茶
の
湯
」
不
審
菴
文
庫
編
『
吸
江
』
一

般
財
団
法
人
不
審
菴
、
二
〇
一
五
年
、
四
五
頁
）
。

（

8）
前
掲
千
「
吸
江
斎
の
生
涯
と
茶
の
湯
」
五
五

�五
六
頁
。

（

9）
前
掲
千
『
近
世
前
期
に
お
け
る
茶
の
湯
の
研
究
』
、
熊
倉
功
夫
「
概

説
：
近
世
の
茶
の
湯
」
（
茶
の
湯
文
化
学
会
編
『
講
座
日
本
茶
の
湯
全

史
』
第
二
巻
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
。

（

10）
熊
倉
功
夫
「
千
家
人
物
散
歩
五
一

了
々
斎
（
七
）
」
（
『
同
門
』
平

成
九
年
三
月
号
、
表
千
家
同
門
会
、
一
九
九
七
年
）
。

（

11）
草
間
直
方
『
茶
器
名
物
図
彙
』
巻
七
七
。

（

12）
「
〔
書
状
〕
（
手
造
之
茶
碗
致
進
覧
候
処
為
御
挨
拶
金
壱
枚
御
礼
）
」

（
廣
岡
九

�

一
〇

�

二
）。

（

13）
「〔
大
徳
寺
四
二
七
世
剛
堂
宗
健
筆
席
号
二
点
〕
」（
大
同
Ａ
九

�

三
九
）
。

（

14）
明
治
期
初
め
の
廣
岡
家
に
は
「
三
香
庵
」
と
い
う
茶
室
が
あ
っ
た
と

い
う
（
埼
玉
大
学
名
誉
教
授
・
鈴
木
邦
夫
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）
。

（

15）
本
項
に
関
す
る
詳
細
な
内
容
は
、
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

（

16）
「
覚
（
道
具
代
銀
勘
定
書
）
」（
大
同
Ａ
六

�

一
）
か
ら
「
覚
（
道
具
代

銀
請
取
に
つ
き
）
」
（
大
同
Ａ
六

�一
〇
一
）
。

（

17）
「
覚
（
伯
安
茶
碗
・
南
蛮
砂
張
釣
船
花
生
代
・
銀
一
三
貫
目
受
取
に

つ
き
）
」
（
廣
岡
八

�九
一

�六
）
、
「
道
具
代
請
取
書
弐
拾
三
通
」
（
廣
岡

一
二

�二
一

�二

�二
）
か
ら
「
覚
（
古

瀬
戸

小
肩

衝
茶

入
他
九

品
代
銀

受
取
）
」（
廣
岡
一
二

�

二
一

�二

�六
一
）
。

（

18）
価
格
は
金
建
て
・
銀
建
て
の
い
ず
れ
か
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本

史
料
群
中
の
同
時
期
の
諸
史
料
の
記
載
か
ら
、

ひ
と
ま

ず
金
一
両

＝
銀

六
二
匁
と
し
て
、
銀
建
て
で
表
記
し
た
。

以
下
の
換
算
も
同
様
。

（

19）
購
入
先
の
道
具
商
は
前
掲
原
田
著
を
参
照
。

（

20）
「
覚
（
茶
釜
等
代
銀
書
上
）
」（
大
同
Ａ
六

�

四
四
）。

（

21）
中
野
朋
子
「
鴻
池
合
資
会
社
蔵
「
延
寶
乙
卯
三
年

諸
道
具
買
帳
」」

（
『
茶
の
湯
研
究

和
比
』
第
二
号
、
不
審
菴
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（

22）
金
襴
手
仙
盞
瓶
は
「
覚
（
雪
舟
筆
掛
物

他
代
銀
受
取
）
」（
廣
岡
一
二

�

二
一

�二

�五
二
）
、
李
安
忠
は
「
覚
（
掛
物
代
銀
受
取
）
」
（
廣
岡
一
二

�

二
一

�二

�三
九
）
、

�宗
皇
帝
は
「
覚
（

�宗
皇
帝
花
鳥

画
掛
物
一

幅

代
受
取
）
」
（
廣
岡
一
二

�二
一

�

二

�三
）
。

（

23）
谷
端

昭
夫
『
近
世
茶
道
史
』
（

淡
交
社
、
一
九
八
八
年
）
三
〇
九

�三

二
七
頁
に
は
、

加
賀
の
豪
商

銭
屋
五
兵

衛
に
よ
る
茶
道
具
購

入
の
記
録

が
示
さ
れ
て
い
る
。

（

24）
大
同

Ｂ
三

�一
。

（

25）
大
同
Ａ
九

�一
。
翻

刻
を

含
め
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。
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（
26）

大
同
Ａ
九

�

四
二
。
翻
刻
を
含
め
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

（
27）

大
同
Ａ
九

�

四
一
。

（

28）
「〔
覚
〕
（
長
板
点
前
手
順
）
」
（
大
同
Ａ
九

�

四
四
）
か
ら
「
〔
覚
〕
（
懐

石
手
順
に
付
）
」
（
大
同
Ａ
九

�

五
四
）
。

（

29）
大
同
Ａ
九

�
四
三
。

（

30）
横
井
淡
所
「
茶
話
抄
」
（
千
宗
室
他
編
『
茶
道
古
典
全
集
』
第
一
〇

巻
、
淡
交
社
、
一
九
六
一
年
）
二
六
〇
頁
、
あ
わ
せ
て
、
同
書
筆
写
本

（
個
人
蔵
）
を
参
照
。
も
っ
と
も
、
如
心
斎
の
こ
の
言
葉
は
、
七
事
式

を
「
新
法
」
と
批
判
す
る
人
々
へ
の
回
答
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、

七
事
式
制
定
に
伴
う
如
心
斎
の
苦
悩
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

（

31）
千
宗
員
「
如
心
斎
の
生
涯
と
茶
の
湯
」
、
堀
内
宗
心
「
如
心
斎
と
七

事
式
」
（
い
ず
れ
も
不
審
菴
文
庫
編
『
如
心
』
財
団
法
人
不
審
菴
、
二

〇
一
二
年
）
。
七
事
式
の
完
成
年
次
に
関
し
て
は
、
花
月
が
披
露
さ
れ

た
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
一
月
二
八
日
と
も
考
え
う
る
が
（
堀
内
宗

完
「
千
家
十
職
」
『
茶
道
聚
錦
』
第
五
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
五
年
、

八
九
頁
）
、
や
や
幅
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
お
く
。

（

32）
戸
田
勝
久
「
毛
利
重
就
と
花
月
楼
」
（『
茶
の
湯
文
化
学
』
第
六
号
、

茶
の
湯
文
化
学
会
、
一
九
九
九
年
）
、
中
村
昌
生
「
川
上
不
白
の
茶
室
」

（
川
上
閑
雪
監
修
『
川
上
不
白
の
茶
』
講
談
社
、
一
九
九
一
年
）
。

（

33）
前
掲
谷
端
『
近
世
茶
道
史
』
二
九
八
頁
。

（

34）
森
泰
博
『
大
名
金
融
史
論
』
（
大
原
新
生
社
、
一
九
七
〇
年
）
一
六

〇
頁
。

（

35）
七
事
式
の
た
め
に
如
心
斎
が
好
ん
だ
と
伝
わ
る
八
畳
敷
は
、
点
前
座

に
対
し
て
正
対
す
る
よ
う
に
床
が
配
置
さ
れ
て
い
た
（
中
村
昌
生
「
如

心
斎
と
茶
室
」
九
〇
頁
、
前
掲
不
審
菴
文
庫
編
『
如
心
』
）
。

（

36）
川
上
閑
雪
「
江
戸
の
不
白
」
（
前
掲
川
上
監
修
『
川
上
不
白
の
茶
』
）

六
二
～
六
三
頁
。

（

37）
熊
倉
功
夫
「
数
寄
大
名
池
田
治
政
と
そ
の
茶
の
湯
」
（『
林
原
美
術
館

紀
要
・
年
報
』
第
三
号
、
林
原
美
術
館
、
二
〇
〇
九
年
）
。

（

38）
前
掲
谷
端
「
江
戸
後
期

大
坂
豪
商
の
茶
の
湯
」
一
一
～
一
二
頁
。

（

39）
前
掲
谷
端
「
江
戸
後
期

大
坂
豪
商
の
茶
の
湯
」
一
六
頁
。

（

40）
近
代
に
お
け
る
廣
岡
家
、
特
に
久
右
衛
門
家
所
蔵
品
売
却
に
つ
い
て

は
、
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

（
付
記
）

本
稿
脱
稿
後
、
八
代
加
久
が
皆
伝
を

受
け
た

際
、

吸
江
斎
が

自
筆
し

た
と
考
え
ら
れ
る
「
茶
湯

的
伝
」
の

存
在
を
、
廣
岡
家

ご
子

孫
の

方
々

よ
り

ご
教

示
い
た
だ
い
た
。

八
代
加
久
が
「

珠
光
、

紹

�、
利

休
以

来
の
わ

び
茶
を

継
承
す
る

者
」

と
し
て

吸
江
斎
か
ら

認
め
ら
れ
た
こ
と
を

示
す
史

料
で
、

末
尾
に
「

嘉

永
元

申
年
八
月
」
と
あ
る
。

筆
跡
に
つ
い
て
は

今
後
の

調
査
に
よ
り

確
定
さ
せ
る

べ
き
で
あ
る
が
、

近
世
後
期
に
お
け
る
千
家
家

元
に
よ
る

自
筆
と
お

ぼ
し
き
茶
湯

的
伝
で

あ
る

ば
か
り
で

な
く
、
近
世
上

方
豪
商
へ
の

奥
儀
の

相
伝
を

示
す
も
の

と
し
て
極
め
て

貴
重
で
あ
り
、
稿
を

改
め
て

紹
介
す
る

予
定
で
あ
る
。

366



八
廣

岡
家
と
西
本
願
寺

廣
岡
久
右
衛
門
家
（
屋
号
加
島
屋
）
は
、
近
世
大
坂
の
両
替
商
で
あ

る
と
と
も
に
西
本
願
寺
派
（
西
本
願
寺
を
本
山
と
す
る
教
団
。
以
下
西

派
と
表
記
。
東
本
願
寺
も
以
下
東
派
と
表
記
）
の
有
力
門
徒
と
し
て
も

著
名
で
あ
る
。
こ
の
久
右
衛
門
家
を
含
め
、
近
世
大
坂
商
人
は
東
西
本

願
寺
教
団
を
支
え
る
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
西
派
の
事
例
で
は
、
財
政
窮
乏
に
陥
っ
た
本
山
の
財
政
改

革
（
天
保
改
革
、
大
根
屋
改
革
と
も
）
を
担
っ
た
石
田
敬
起
（
大
根
屋

小
右
衛
門
）
が
注
目
さ
れ
て
い
る （１
）。
石
田
敬
起
は
摂
津
国
豊
嶋
郡
東
市

場
村
（
現
池
田
市
）
の
岸
上
家
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
後
に
大
坂
天
満

に
所
在
す
る
商
家
の
大
根
屋
の
婿
養
子
に
入
っ
て
当
主
と
な
っ
た
人
物

で
あ
る
。
実
家
の
岸
上
家
は
摂
津
十
三
日
講
の
一
員
で
あ
り
、
ま
た
大

根
屋
自
体
も
代
々
興
正
寺
天
満
御
堂
に
属
す
る
浄
蓮
寺
の
門
徒
で
あ
っ

た
。
東
派
の
事
例
で
は
、
平
野
屋
五
兵
衛
（
高
木
宗
賢
）
や
大
黒
屋
道

誓
が
著
名
で
あ
る （２
）。
前
者
は
近
世
東
派
教
学
を
形
成
し
た
学
僧
・
恵
空

え
く
う

の
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
り
、
本
山
教
学
研
究
機
関
で
あ
る
学
寮
の
講
堂
建

立
を
援
助
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
難
波
御
坊
の
肝

�惣
代
の

一
人
で
、
学
寮
の
経
蔵
を
平
野
屋
と
と
も
に
寄
進
し
た
人
物
で
あ
る
。

廣
岡
家
文
書
に
は
、
西
本
願
寺
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
寺
社
関
係

史
料
が
伝
来
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
久
右
衛
門
家
の
信
仰
に
つ

い
て
概
略
を
述
べ
た
う
え
で
、
同
家
文
書
に
ど
の
よ
う
な
寺
社
関
係
史

料
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
。
続
い
て
、
久
右
衛
門
家
が
西

派
教
団
や
学
林
（
後
述
）
と
い
か
な
る
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
か
、

具
体
的
な
史
料
を
紹
介
し
な
が
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。

八

�一
廣
岡
家
の
信
仰

ま
ず
、
久
右
衛
門
家
と
真
宗
寺
院
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
る
。

久
右
衛
門
家
の
檀
那
寺
は
尊
光
寺
（
摂
津
国
東
成
郡
梶
本
町
）
で
あ
る
。

同
家
は
津
村
御
坊
と
も
深
い
関
係
を
有
し
て
お
り
、
初
代
加
久
（
富
政
、

法
名
教
西
）
は
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
時
に
御
坊
の
講
中
惣
代
を

務
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る （３
）。

ま
た
、
久
右
衛
門
家
は
津
村
御
坊
の
勘
定
所
の
筆
頭
に
も
名
を
連
ね

て
い
る （４
）。
勘
定
所
と
は
、
元
禄
五
年
（
一
六

九
二
）
の
御
坊
再
建
の

際

に
工
事
の
進

行
を

図
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
一

八
の

役
所
の
一
つ
で

あ
る （５
）。
こ
れ
ら
の
諸
役
所
は

「
十

八
役
所
」
と
称
さ
れ
、
御
坊
を
護

持

す
る
津
村
御
坊
十
二
講
と
と
も
に
御
坊
の
運
営
を
支
え
た
。
こ
の
う
ち
、

勘
定
所
は
、
①
諸
事
の

調
進
物
な
ど
の

証
文
を
裏
判
所
か
ら

受
け
取
っ

て
吟
味
し
、
金
銭
を
出
納
す
る
、
②
金
銭
の
寄
進
を
受
け
る

際
に

帳
面

に
記
録
し
蔵
へ
納
め
る
、
と
い
う

役
目
を
担
っ
た
。
天
保
二
年
（
一
八

三
一
）
七
月
に
御
坊
留
守
居
高
山
主
水
と
勘
定
所
廣
岡
久
右
衛
門
以
下

五
名
、
勘
定

方
奥
村
七

左
衛
門
以
下
七
名

等
が
連
名
し
て

作
成
し
た

「
津
村
御
坊
取

締
申

合
意

」
に
よ
れ
ば
、
御
坊
か
ら
本
山

へ
の

諸
願
は

留
守

居
と

「
御
勘
定

」
（
＝
勘
定
所
・
勘
定

方
か
）
が

評
定
の
う
え

伺
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う
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
て
お
り
、
久
右
衛
門
家
が
関
与
し
た
勘
定
所

と
勘
定
方
の
権
限
の
強
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る （６
）。

久
右
衛
門
家
の
信
仰
面
に
つ
い
て
は
、
初
代
加
久
や
四
代
加
久
（
吉

信
、
法
名
喜
西
）
の
遺
言
書
か
ら
そ
の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。
ま
ず
、

初
代
加
久
の
遺
言
書
（
延
宝
八
年
八
月
三
日
作
成 （７
））
に
つ
い
て
述
べ
る

と
、
初
代
加
久
は
二
代
加
久
（
正
吉
、
法
名
心
西
）
に
対
し
、
以
下
の

指
示
を
し
て
い
る
。
ま
ず
、
自
身
が
死
去
し
た
折
に
は
、
本
山
家
臣
や

御
堂
衆
寺
院
、
津
村
御
坊
役
僧
や
講
中
、
尊
光
寺
な
ど
に
金
銭
を
寄
進

す
る
よ
う
述
べ
る
（
寄
進
額
も
提
示
）
。
ま
た
、
妻
子
に
残
す
遺
産

（
金
銭
）
に
つ
い
て
も
、
「
〔
死
後
〕
七
年
過
納
所
之
義
ハ
御
本
寺
様
江

と
存
候
」
（
御
本
寺
＝
本
山
）
と
言
い
、
自
身
の
没
後
か
ら
七
年
が
経

過
し
た
ら
本
山
へ
寄
進
し
た
い
と
し
て
い
る
。

次
に
、
四
代
加
久
の
遺
言
書
（
宝
暦
一
三
年
二
月
作
成 （８
））
を
見
て
み

る
と
、
や
は
り
本
山
な
ど
へ
の
寄
進
額
が
示
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

門
主
（
一
七
代
法
如
）
に
二
〇
〇
両
、
新
門
主
（
一
八
代
文
如
）
に
一

〇
〇
両
、
連
枝
方
に
二
〇
〇
両
を
寄
進
す
る
よ
う
述
べ
る
。
ま
た
、
本

山
家
臣
や
尊
光
寺
な
ど
に
は
妻
妙
栄
の
指
図
次
第
に
寄
進
を
す
る
よ
う

に
と
指
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
遺
言
書
に
は
、
質
素
・
倹
約
に

努
め
て
家
業
の
立
て
直
し
を
図
っ
た
と
こ
ろ
、
初
代
加
久
に
よ
る
本
山

へ
の
馳
走
の
陰
徳
に
よ
っ
て
家
業
繁
昌
に
至
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
内
容

も
記
さ
れ
て
い
る
。
通
俗
道
徳
に
根
ざ
し
た
思
想
形
成
と
真
宗
信
仰
と

の
関
わ
り （９
）を
窺
い
知
れ
る
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。

八

�二
廣
岡
家
文
書
の
寺
社
関
係
史
料

寺
社
関
係
史
料
の
概
要

廣
岡
家
文
書
に
あ
る
寺
社
関
係
史
料
は
、
西
派
本
山
や
同
派
教
学
研

究
機
関
の
学
林
（
三
で
詳
述
）
、
津
村
御
坊
、
檀
那
寺
の
尊
光
寺
と
い

っ
た
西
派
寺
院
や
他
宗
派
寺
院
、
神
社
に
対
す
る
寄
進
・
借
用
関
係
史

料
が
多
い
。
西
本
願
寺
関
係
の
史
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
の
で
、
ま

ず
は
他
宗
派
寺
院
や
神
社
関
係
史
料
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

他
宗
派
の
寺
院
関
係
史
料
に
は
、
中
山
寺
（
真
言
宗
）
、
高
野
山
安

養
院
（
真
言
宗
）
、
真
如
寺
（
浄
土
宗
）
な
ど
へ
の
供
養
料
や
伽
藍
修

復
助
成
の
受
取
証
が
見
出
さ
れ
る
。
中
山
寺
に
は
分
家
の
廣
岡
五
兵
衛

家
の
墓
所
が
あ
り
、
安
養
院
に
は
五
代
加
久
（
正
房
、
法
名
正
西
）
や

そ
の
妻
妙
千
の
位

�が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
真
如
寺
に
は
杉
山

平
六
・
久
右
衛
門
両
家
の
位

�が
あ
る
。
こ
う
し
た
家
や
親
族
の
菩
提

を
弔
う
諸
寺
院
の
ほ
か
、
四
天
王
寺
や
御
霊
神
社
、
住
吉
社
と
い
っ
た

大
坂
近
辺
の
寺
社
、
東
福
寺
や
天
龍
寺
、
石
清
水
八
幡
宮
と
い
っ
た
京

都
所
在
寺
社
へ
の
寄
進
受
取
証
も
確
認
で
き
る
。

西
本
願
寺
関
係
史
料

次
に
、
西
本
願
寺
関
係
史
料
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
内
容
を
寺

院
別
に
大
ま
か
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

（

1）
本
山
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（
ａ
）
寄
進
（
門
主
な
ど
）

（
ｂ
）
借
用
…
三 さ
ん業 ご
う惑 わ
く乱 ら
ん関
係
、
門
主
関
東
参
向
、
本
山
改
革
な

ど

（
ｃ
）
西
大
谷
墓
地
関
係

（

2）
学
林

（
ａ
）
寛
政
期
再
建
関
係

（
ｂ
）
（
ａ
）
以
外
の
学
林
施
設
等
修
復
関
係
な
ど

（
ｃ
）
そ
の
他
寄
進
・
借
用
…
視
実
等
象
儀
作
成
費 （

�）な
ど

（

3）
津
村
御
坊

（
ａ
）
寄
進
…
永
代
経
料
、
御
坊
修
復
な
ど

（
ｂ
）
借
用
…
御
坊
運
営
、
御
坊
修
復
な
ど

（

4）
尊
光
寺

（
ａ
）
寄
進
…
寺
格
昇
進
、
本
堂
再
建
な
ど

（
ｂ
）
借
用
…
諸
事
要
用

全
体
的
な
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
久
右
衛
門
家
に
よ
る
寄

進
に
対
す
る
御
印
書
（
受
領
書
の
こ
と
）
や
借
用
証
文
が
多
く
を
占
め

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
、

史
料

八

�一
を
紹
介

す
る
。
こ
れ
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
八
月
に
本
山
家
臣
が
津
村

御
坊
勘
定
所
衆
中
・
同
勘
定
方
衆
中
に
宛
て
た
規
定
書
で
あ
る
。
こ
の

規
定
書
に
よ
れ
ば
、
「
関
東
表
御
裁
許
」
に
よ
っ
て
本
山
の
出
費
が
か

さ
ん
で
い
た
が
、
「
御
慎
中
」
で
あ
る
た
め
、
内
々
に
金
銭
借
用
を
依

頼
し
た
と
こ
ろ
、
津
村
御
坊
勘
定
所
・
勘
定
方
か
ら
二
〇
〇
〇
両
を
工

面
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
返
済
に
つ
い
て
は
、
前

年
冬
の
御
用
金
の
返
済
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
翌
文
化
四
年
三
月
ま
で
を

期
限
に
返
済
す
る
こ
と
に
決
さ
れ
た
と
い
う
。

文
中
に
出
て
く
る
「
関
東
表
御
裁
許
」
や
「
御
慎
中
」
と
は
、
い
ず

れ
も
三 さ
ん業 ご
う惑 わ
く乱 ら
んに
関
連
す
る
。
三
業
惑
乱
と
は
、
西
派
で
発
生
し
た
全

国
規
模
の
異
安
心

い
あ
ん
じ
ん（
異
端
的
教
説
）
事
件
を
指
す （

�）。
越
前
国
龍
山
の
異

安
心
を
糺
す
際
に
同
国
平
乗
寺
功
存

こ
う
ぞ
ん（
の
ち
、
学
林
能
化

の
う
け

就
任
。
能
化

は
学
林
の
最
高
責
任
者
）
が
唱
え
、
後
に
本
山
・
学
林
の
正
統
教
説
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
三
業

さ
ん
ご
う帰
命
説

き
み
ょ
う
せ
つに
対
し
て
、
地
方
の
学
僧
が
疑
義

を
呈
し
、
徐
々
に
対
立
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
功
存
の
次
に
能
化
に
就

任
し
た
智
洞

ち
ど
うの
代
に
対
立
が
激
化
し
、
僧
俗
に
よ
る
騒
動
が
生
じ
た
結

果
、
幕
府
が
介
入
す
る
に
至
る
。
最
終
的
に
文
化
三
年
七
月
、
本
山
は

幕
府
か
ら
一
〇
〇
日
間
の
閉
門
処
分
を
下
さ
れ
た
。
ま
た
、
三
業
帰
命

説
は
本
山
に
よ
っ
て
異
安
心
で
あ
る
と
裁
定
さ
れ
て
い
る
。

三
業
惑
乱
に
よ
り
、
当

該
期
の
本
山
は
学
林
僧
侶
の
江
戸
出
府
な
ど

に
よ
る
出
費
が

増
大
し
て
い
た
。

史
料

八

�一
か
ら
は
、
閉
門
処
分
中

の
本
山
が
、
内
々
に
大

坂
か
ら
資
金
調
達
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
廣
岡
家
文
書
に
本
史
料
が
伝

来
し
て
い
る
の
は
、
久
右
衛
門
家
が

津
村
御
坊
の
勘
定
所
の
一
員
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
と
し
て
、
寛
政
期
学
林
再
建
（
後
述
）

に
関
す
る
も
の
や
西
大
谷
墓
地
関
係
の
史
料
が
あ
る
。
後
者
は
、
文
化

一
二
年
時
の
五
兵
衛
家
に
よ
る
墓
所
買

得
に
関
す
る
史
料 （

�）や
、
文
政
一
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三
年
（
一
八
三
〇
）
の
京
都
地
震
で
被
災
し
た
花
屋
・
田
村
甚
之
助
へ

の
資
金
援
助
関
係
の
史
料 （

�）で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
西
大
谷
墓
地
に
は
五

兵
衛
家
墓
所
よ
り
先
に
久
右
衛
門
家
の
墓
所
が
建
立
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
五
兵
衛
は
自
家
の
墓
所
を
「
御
本
家
御
墓
所
之
一
段
下
ノ
場

所
」
か
つ
、
広
く
て
便
利
で
あ
っ
た
「
中
谷
」
に
定
め
て
い
る （

�）。

八

�

三
廣
岡
家
と
寛
政
期
学
林
再
建

廣
岡
家
文
書
に
は
学
林
関
係
の
史
料
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
と
り

わ
け
寛
政
期
再
建
に
関
わ
る
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
伝
来
し
て
い
る
こ
と

が
特
徴
的
で
あ
る
。
本
項
で
は
、
久
右
衛
門
家
と
学
林
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
触
れ
た
う
え
で
、
寛
政
期
学
林
再
建
に
久
右
衛
門
家
が
ど
の

よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の
か
を
見
て
い
く
。

廣
岡

家
と
学
林

ま
ず
、
西
派
の
学
寮
・
学
林
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
西

派
の
教
学
研
究
機
関
は
、
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
、
京
三
条
銀
座

の
年
寄
野
村
屋
新
兵
衛
宗
句
が
亡
き
娘
の
追
福
供
養
の
た
め
に
懇
志
を

納
め
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
翌
一
六
年
一
〇
月
初
旬
に
諸
施
設
が
建

立
さ
れ
た
（
学
寮
と
称
さ
れ
る （

�））
。
学
寮
の
運
営
費
用
も
宗
句
が
援
助

し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
承
応
の
鬩
牆

げ
き
し
よ
うと
い
う
異
安
心
事
件

が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
学
寮
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
幕
命

を
受
け
て
破
却
さ
れ
た （

�）。
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
、
幕
府
の
公
許
に

よ
り
講
堂
が
再
建
さ
れ
、
幾
度
か
修
理
や
改
築
が
加
え
ら
れ
な
が
ら
規

模
が
拡
張
さ
れ
て
い
く （

�）。
な
お
、
学
寮
破
却
後
に
は
仮
学
寮
に
て
講
義

が
継
続
さ
れ
た
が
、
こ
の
仮
学
寮
が
「
学
林
」
と
称
さ
れ
、
以
後
は
こ

ち
ら
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

久
右
衛
門
家
と
学
林
と
の
関
係
は
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
～
二

年
に
か
け
て
の
講
堂
修
復
時
に
廣
岡
家
が
費
用
を
支
援
し
た
こ
と
か
ら

始
ま
る （

�）。
こ
の
後
、
講
堂
以
外
の
諸
施
設
が
改
築
さ
れ
、
こ
の
う
ち
食

堂
は
、
宝
暦
一
四
年
正
月
に
、
妙
栄
（
四
代
加
久
妻
）
が
故
久
西
（
五

代
加
久
正
房
の
弟
で
、
四
代
加
久
の
養
子
）
の
小
祥
忌
を
学
林
で
執
行

し
た
際
の
志
を
元
に
建
築
さ
れ
た （

�）。
ち
な
み
に
、
四
代
加
久
は
学
林
能

化
の
義
教

ぎ
き
よ
うに
深
く
帰
依
し
て
お
り
、
義
教
が
能
化
に
就
任
し
た
宝
暦
六

年
か
ら
久
右
衛
門
家
に
よ
る
学
林
へ
の
寄
進
が
増
加
し
た
と
い
う （

	）。
六

代
加
久
（
正
誠
、
法
名
誠
西
）
代
の
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
は
、

智
洞
の
働
き
か
け
を
受
け
て
京
都
西
洞
院
別
邸
を
学
林
に
寄
進
し
た （


）。

屋
敷
は
修
理
さ
れ
、
翌
年
四
月
に
能
化
功
存
が
入
居
し
た
。
こ
う
し
た

学
林
諸
施
設
維
持
・
拡

充
へ
の
財
政
支
援
だ
け
で
な
く
、
久
右
衛
門
家

と
学
林
は
、
音

物
の

贈
答
や
学
林
で
の
仏
事
執
行
な
ど
、
日

常
的
な
交

流
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る （

�）。

寛
政
期
の
学
林
再
建

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
正
月
三
〇
日
に
発
生
し
た
京
都
大
火
に
よ

り
、
学
林
は
甚
大
な
被

害
を
受
け
た
。
学
林
施
設
の
再
建
は
、
『
学

黌
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万
検
雑
牘
』
を
中
心
と
す
る
学
林
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
経
過
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
お
り
、
久
右
衛
門
家
の
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
講
堂
な
ど
の
再

建
が
成
っ
た
こ
と
も
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る （

�）。
し
か
し
、
『
学
黌
万

検
雑
牘
』
は
寛
政
三
年
四
月
八
日
か
ら
享
和
二
年
夏
頃
ま
で
の
記
事
が

散
逸
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
間
の
再
建
に
関
す
る
状
況
を
把
握
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

廣
岡
家
文
書
の
寛
政
期
学
林
再
建
関
係
史
料
は
、
包
紙 （

）に
く
る
ま
れ

た
一
式
の
史
料
と
、
「
京
都
西
本
願
寺
学
林
再
建
書
物
入
／
自
天
明
八

戊
申
年
」
（
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
改
行
）
と
書
か
れ
た
木
箱 （

�）に
入
っ
た
史
料

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
学
林
の
図
面
（
図
８
、
廣
岡

一
五

�

二

�

一
〇
）
や
、
工
事
の
見
積
書
、
建
築
資
材
の
請
求
書
の
ほ
か
、

能
化
功
存
や
学
林
諸
役
の
僧
侶
か
ら
出
さ
れ
た
書
状
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
る
。
以
上
の
史
料
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
林
再
建
に
お
け
る

久
右
衛
門
家
と
学
林
と
の
交
渉
の
中
身
や
、
学
林
側
の
史
料
だ
け
で
は

追
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
四
月
以
降
の
状
況

を
補
完
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
学
林
再
建

ま
で
の
経
過
を
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
や
廣
岡
家
文
書
を
取
り
上
げ
な
が

ら
追
っ
て
い
く （

�）。
そ
れ
を
通
じ
て
、
久
右
衛
門
家
が
学
林
の
再
建
に
ど

の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

天
明
八
年
二
月
二
日
、
学
林
は
久
右
衛
門
家
に
使
僧
を
派
遣
し
て
学

林
が
類
焼
し
た
こ
と
を
伝
え
た （

�）。
同
月
二
九
日
に
は
久
右
衛
門
家
か
ら

見
舞
い
の
品
が
学
林
へ
贈
ら
れ
、
そ
の
際
に
久
右
衛
門
家
側
か
ら
、
早

速
の
お
世
話
は
で
き
な
い
が
、
追
々
御
用
を
申
し
つ
け
て
ほ
し
い
と
の

伝
言
が
あ
っ
た （

�）。

約
二
ヶ
月
後
の
四
月
二
一
日
、
学
林
再
建
へ
の
援
助
を
打
診
す
る
た

め
、
仰
誓

ご
う
せ
いと
求
道

ぐ
ど
うが
大
坂
に
下
向
し
て
久
右
衛
門
家
に
来
訪
し
た （

�）。
久

右
衛
門
家
か
ら
は
支
配
人
の
善
兵
衛
と
恵
環 （

�）が
応
対
し
て
い
る
。
両
者

か
ら
は
、
①
学
林
再
建
に
関
す
る
功
存
か
ら
の
依
頼
は
承
知
し
た
こ
と
、

②
学
林
は
先
祖
が
建
立
し
た
の
で
、
六
代
加
久
（
正
誠
、
法
名
誠
西
）

は
「
身
分
倹
約
」
し
て
再
建
の
成
就
に
臨
む
所
存
で
あ
る
こ
と
、
③
他

所
か
ら
の
寄
進
は
遠
慮
な
く
受
け
取
っ
て
も
ら
い
、
廣
岡
家
が
協
力
し

て
い
る
こ
と
は
露

顕
し
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
以
上
三
点
が

告
げ
ら
れ
た
。
六
月
二
七
日
に
な
る
と
久
右
衛
門
家
手
代
の
条
助
が
来

京
し
、
学
林
の
焼
け
跡
を
見

回
っ
て
い
る （

�）。
ま
た
、
条
助
は
功
存
と
も

対
面
し
、
学
林
か
ら
は
講
堂
の
略
絵
図
（
図

8と
同
一
か
）
が
渡
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
一
一
月
に
は
閲
蔵
閣
と
対
面
所
が
完
成
し
た （

�）。

翌
寛
政
元
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
は
、

越
前
国
か
ら
切
り
出
さ

れ
た
材
木
に
関
す
る
や
り
と
り
な
ど
が
廣
岡
家
文
書
で
確

認
で
き
る （

�）。

こ
れ
ら
の
材
木
が
学
林
の
ど
の
施
設
用
の
も
の
で
あ
る
の
か
判
然
と
し

な
い
が
、
講
堂
以
外
の
諸
施

設
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
八
月
に
な
る
と
、
智
洞
が
河
内
へ
の
下
向
の
つ
い
で
に
久
右
衛
門

家
に
立
ち
寄
り
、

寮
舎
や
文
庫
所
の
再
建
の
援
助
を
願
い
出
て
い
る （

�）。

こ
の
よ
う
に
、
学
林
各
施

設
の
再
建
が
進
む
一

方
で
、
講
堂
の
再
建

は
滞
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
学
林
側
は
、
寛
政
二
年
五
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【図8】 寛政期の再建計画における西本願寺学林平面図



月
九
日
に
芳
道

ほ
う
ど
うと
玄
暢

げ
ん
ち
よ
うの
二
僧
に
学
林
知
事
（
学
林
内
の
役
職
の
一
つ
）

の
書
状
を
預
け
、
久
右
衛
門
家
へ
派
遣
し
た （

�）。
書
状
に
は
、
講
堂
再
建

ま
で
は
本
山
の
集
会
所
を
借
り
て
講
義
を
し
て
い
る
が
、
学
林
役
所
か

ら
距
離
が
あ
る
た
め
に
不
便
な
の
で
、
ど
う
か
延
引
な
く
講
堂
の
再
建

を
行
っ
て
ほ
し
い
、
と
記
さ
れ
て
い
る （

�）。

し
か
し
、
そ
の
後
も
講
堂
再
建
は
進
ま
な
か
っ
た
。
学
林
が
一
〇
月

に
智
蔵
を
派
遣
し
た
と
こ
ろ
、
数
日
後
、
智
蔵
に
応
対
し
た
手
代
条
助

か
ら
功
存
宛
の
書
状
が
到
来
し
た
。
本
書
状
の
下
書
は

史
料

八

�二
と

し
て
伝
来
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら

は
、
講
堂
再
建
が
「
無
拠
差
障
」
に
よ
っ
て
延
引
し
て
い
た
こ
と
、
今

回
の
智
蔵
と
の
面
談
を
受
け
て
主
人
（
六
代
加
久
）
に
相
談
し
た
と
こ

ろ
、
再
建
費
用
は
功
存
の
指
図
次
第
工
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
、
詳
細
に
つ
い
て
は
来
年
三
月
に
功
存
が
上
京
し
た
折

に
申
し
上
げ
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
無
拠
差
障
」
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
記
述
で
、
寛
政

二
年
五
月
九
日
に
芳
道
と
玄
暢
が
久
右
衛
門
家
へ
来
訪
し
た
こ
と
に
触

れ
た
が
、
そ
の
典
拠
で
あ
る
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
五
月
九
日
条
に
は
、

「
此
節
公
儀

�〔
〕
仰
出
候
ニ
付
、
彼
是
差
閊
之
儀
有
之
…
…
」

と
あ
る
。
虫
損
に
よ
る
判
読
不
能
部
分
が
多
い
も
の
の
、
以
上
の
記
述

よ
り
、
久
右
衛
門
家
が
幕
府
か
ら
の
何
ら
か
の
下
命
を
受
け
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
講
堂
再
建
が
遅
滞
し
た
と
推
定
で
き
る
。
実
は
、
寛
政
元
年

九
月
一
〇
日
、
久
右
衛
門
家
は
鴻
池
善
右
衛
門
と
と
も
に
幕
府
か
ら
三

〇
万
両
の
御
用
金
の
調
達
を
内
々
に
申
し
渡
さ
れ
て
い
た （

�）。
最
終
的
に
、

翌
二
年
正
月
、
幕
府
は
上
記
二
家
を
含
む
一
二
軒
に
対
し
て
二
五
万
両

の
御
用
金
調
達
を
正
式
に
申
し
渡
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
無
拠

差
障
」
と
は
、
幕
府
に
よ
る
御
用
金
調
達
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る （

�）。

翌
寛
政
三
年
、
四
月
一
八
日
付
で
功
存
か
ら
久
右
衛
門
家
に
書
状

（
史
料
八

�三
）
が
到
来
し
た
。
そ
こ
に
は
、
久
右
衛
門
家
か
ら
の
金
五

〇
〇
両
の
寄
進
に
対
す
る
礼
や
、
今
後
も
変
わ
ら
ぬ
懇
志
を
寄
せ
て
も

ら
い
た
い
と
い
う
要
望
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
、
講
堂
の
工

事
は
順
調
に
進
ん
だ
よ
う
で
、
寛
政
三
年
八
月
六
日
に
手
斧
始
め
が
行

わ
れ
た （

�）。
ま
た
、
翌
四
年
閏
二
月
一
二
日
付
で
出
さ
れ
た
功
存
の
書
状

よ
り
、
こ
の
時
期
に
講
堂
の
上
棟
が
成
っ
た
こ
と
が
分
か
る （

�）。

以
上
、
学
林
再
建
の
展
開
を
廣
岡
家
文
書
も
用
い
な
が
ら
見
て
き
た
。

今
回
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
同
家
文
書
に
は
学
林
の
諸
絵
図

面
や
大
工
作
成
の
建
築
見
積
書
、
越
前
国
の
材

木
積

送
り
関
係
史
料
な

ど
、
多
く
の
関
連

史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
具

体
的
な
検

討
は
今
後
の

課
題
だ
が
、
こ
う
し
た
関
連

史
料
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
も
合
わ
せ
、

久
右
衛
門
家
は
、
正
に

史
料

八

�三
の
功
存
書
状

中
に

登
場
す
る
「
学

林
大
檀
越
」
と
し
て
、
寛
政
期
の
学
林
再
建
を
全
面
的
に

支
援
し
て
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
廣
岡
家
文
書
の
寺
社
関
係
史
料
を
い
く
つ
か
紹
介
し
な
が
ら
、

久
右
衛
門
家
の
信
仰
の
一
端
や
諸

寺
社
と
の
つ
な
が
り
、
学
林
と
の
関
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係
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
久
右
衛
門
家
は
西
本
願
寺
を
中
心
に
、

様
々
な
寺
社
と
多
様
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
ま
た
、
西
本
願
寺
を
め

ぐ
っ
て
は
、
当
主
の
遺
言
状
か
ら
大
規
模
商
家
に
お
け
る
真
宗
信
仰
の

特
質
を
示
す
史
料
や
、
本
山
お
よ
び
学
林
な
ど
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を

し
て
い
た
の
か
、
経
済
面
を
主
と
す
る
諸
動
向
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で

き
る
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
学
林
と
の

関
係
で
は
、
四
代
加
久
の
義
教
に
対
す
る
帰
依
か
ら
始
ま
っ
た
結
び
つ

き
が
、
近
世
中
後
期
に
い
た
り
、
学
林
か
ら
「
学
林
大
檀
越
」
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
ま
で
に
発
展
し
て
い
た
こ
と
を
把
握
で
き
た
。

今
後
は
、
廣
岡
家
文
書
自
体
の
さ
ら
な
る
分
析
と
と
も
に
、
同
家
文

書
と
寺
社
史
料
を
つ
き
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
作
業
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
久
右
衛
門
家
の
活
動
を
、
経
営

面
だ
け
で
な
く
宗
教
面
も
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ

う
。

（

1）
中
川
す
が
ね
「
大
根
屋
改
革
に
つ
い
て
」
（
同
『
大
坂
両
替
商
の
金

融
と
社
会
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
一
年
）
、
本

願
寺
史
料
研
究
所
編
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』
第
二
巻
（
本
願
寺
出
版

社
、
二
〇
一
五
年
）
。

（

2）
上
場
顕
雄
「
近
世
大
坂
の
真
宗
寺
院
」
（
同
『
増
補
改
訂
近
世
真
宗

教
団
と
都
市
寺
院
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）
。

（

3）
鷲
尾
教
導
編
『
津
村
別
院
誌
』
（
本
願
寺
津
村
別
院
、
一
九
二
六
年
）

四
一
九
～
四
二
七
頁
。

（

4）
前
掲
鷲
尾
書
。

（

5）
前
掲
鷲
尾
書
三
四
六
～
三
五
四
頁
。

（

6）
前
掲
鷲
尾
書
四
一
九
～
四
二
七
頁
。

（

7）
廣
岡
一
二

�二
二
。

（

8）
廣
岡
一
二

�五
六

�二

�二
。
史
料
の
一
部
は

史
料

三

�

一
に
掲
載
。

（

9）
通
俗
道
徳
に
つ
い
て
は
安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』

（
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）
を
、
通
俗
道
徳
と
真
宗
信
仰
の
関
係
性

を
め
ぐ
っ
て
は
上
野
大
輔
「
近
世
後
期
に
お
け
る
真
宗
信
仰
と
通
俗
道

徳
」
（『
史
学
』
八
二
（
一
・
二
）
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（

10）
視
実
等
象
儀
は
、
仏
教
天
文
学
に
基
づ
く
天
象
儀
で
、
学
僧
佐
田
介

石
の
発
案
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
作
成
代
金
は
約
一
〇
〇
両
で
、

学
林
は
九
右
衛
門
家
に
寄
進
を
依
頼
し
て
い
る
が
、
久
右
衛
門
家
は
全

額
で
は
な
く
三
〇
両
を
寄
進
し
て
い
る
（
廣
岡
八

�二
五

�一
・
二
）
。

佐
田
介
石
に
つ
い
て
は
、
谷
川
穣
「

�奇
人

�佐
田
介
石
の
近
代
」

（
『
人
文
学
報
』
八
七
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

11）
三
業
惑
乱
を
扱
っ
た
成

果
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り

引
野

亨
輔
「
異

安
心

事
件
と
近
世

的
宗

派
意

識
」
（
同
『
近
世
宗
教
世

界
に
お
け
る

普

遍
と
特

殊
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
、

澤
博

勝

「
近
世
後
期
の
民
衆
と
仏
教
思
想
」
（
同
『
近
世
宗
教
社
会

論
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
八
年
）・
同
「
近
世
民
衆
の
仏
教
知
と
信
心
」（

澤
博
勝
・

高
埜

利
彦
編
『
近
世
の
宗
教
と
社
会
』

3、
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
八

年
）
、

小
林

准
士
「
三
業
惑
乱
と

京
都
本
屋

仲
間
」
（
『
書

物
・
出
版
と

社
会
変

容
』
九
、
二
〇
一
〇
年
）
、
前
掲
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』

2、

上
野
大
輔
「
近
世
仏
教
教
団
の

領
域

的
編
成
と
対

幕
藩

交
渉
」
（『
日
本
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史
研
究
』
六
四
二
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
12）

廣
岡
六

�

九

�一
～
六

�

九

�

九

�

三
。

（

13）
廣
岡
六

�

四
一

�

四

�

一
～
六

�四
一

�四

�三

�三
。

（

14）
廣
岡
六

�

九

�六
。

（

15）
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年

史
』
通
史
編
上
巻
（
龍
谷
大
学
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
一
～
一
二
頁
、
一

五
八

�

一
五
九
頁
。

（

16）
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
一
五

�一
八
頁
。

（

17）
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
一
八

�二
〇
頁
。

（

18）
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
二
二
頁
、
一
五
九
頁
。

（

19）
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
一
六
〇
頁
。

（

20）
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
一
八
〇
頁
。

（

21）
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
二
三
頁
。

（

22）
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
一
六
一

�一
六
二
頁
。

（

23）
前
掲
『
増
補
改
訂
本
願
寺
史
』

2・
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
。

（

24）
廣
岡
九

�

五
四

�

一
。

（

25）
廣
岡
一
五

�

二

�

一
。

（

26）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
に
つ
い
て
は
、
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集

委
員
会
編
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
史
料
編
第

1巻
（
龍
谷
大

学
、
一
九
八
七
年
）
の
翻
刻
を
用
い
る
。
以
下
、
同
史
料
を
典
拠
と
す

る
部
分
は
、
注
に
「
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
○
頁
」
と
記
載
す
る
。

（

27）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
一
八
四
頁
。

（

28）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
一
八
七
頁
。

（

29）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
一
九
三

�一
九
四
頁
。

（

30）
三
代
正
中
の
娘
と
わ
と
高
麗
橋
新
屋
九
右
衛
門
と
の
間
に
生
ま
れ
た

娘
で
、
俗
名
つ
ね
。
と
わ
は
九
右
衛
門
と
離
縁
し
、
つ
ね
は
母
こ
ん

（
栄
寿
）
に
引
き
取
ら
れ
た
（
図

2
�1）。

（

31）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
一
九
四
頁
。

（

32）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
二
〇
四
頁
。

（

33）
廣
岡
九

�

五
四

�二
、
同
九

�

五
四

�

九
、
同
九

�

五
四

�

一
一
～
一
三
、

同
九

�五
四

�

一
五
。

（

34）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
二
二
〇
頁
。

（

35）
『
学
黌
万
検
雑
牘
』
二
三
二
頁
。

（

36）
廣
岡
九

�

五
四

�一
四
。

（

37）
森
泰
博
「
文
化
期
ま
で
の
御
用
金
と
鴻
池
家
」
（
『
商
学
論
究
』
三
二

（
三
）、
一
九
八
五
年
）
。

（

38）
な
お
、
講
堂
再
建
の
遅
れ
の
要
因
に
は
、
学
林
側
が
抱
え
る
事
情
も

あ
っ
た
。
学
林
は
、
本
山
に
対
し
て
講
堂
用
地
の
拡
張
を
願
い
出
て
い

た
が
、
町
屋
の
移
転
を
伴
う
た
め
、
本
山
側
と
の
交
渉
が
難
航
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
寛
政
二
年
六
月
二
七
日
に
地

所
拡
張
が
認
め
ら
れ
た
（
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
二
六
頁
）。

（

39）
廣
岡
一
五

�九

�二
。

（

40）
廣
岡
一
五

�四

�二
。

お
わ
り

に

以
上
、
近
年
相
次
い
で
発
見
さ
れ
た
廣
岡
家
関
連
史
料
の
概
要
、
お

よ
び
そ
の
学
問
的
意
義
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
廣
岡
家
の
研
究
は
、
文
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字
通
り
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
本
史
料
紹
介
を
契
機
と
し
て
、

多
く
の
研
究
者
に
廣
岡
家
関
連
史
料
の
存
在
と
利
用
可
能
性
が
認
識
さ

れ
、
三
井
家
・
鴻
池
屋
に
並
ぶ
豪
商
と
し
て
、
加
島
屋
久
右
衛
門
家
・

五
兵
衛
家
の
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

執
筆
責
任
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以
下
に
執
筆
分
担
を
示
す
。

第
一
章
～
第
三
章

高
槻
泰
郎
（
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
）
・
村

和
明
（
公
益
財
団
法
人
三
井
文
庫
）
・
宮
本
又
郎
（
大
阪
大

学
名
誉
教
授
）

第
四
章

酒
井
一
輔
（
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博
士
課
程
）

第
五
章

小
林
延
人
（
秀
明
大
学
学
校
教
師
学
部
）

第
六
章

結
城
武
延
（
東
北
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
）

第
七
章

倉
林
重
幸
（
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
）

第
八
章

芹
口
真
結
子
（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
）

本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
大
同
生
命
保
険
株
式
会
社
、
廣

岡
家
ご
子
孫
の
方
々
、
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
よ
り
の
ご
支
援
を

賜
っ
た
。
ま
た
、

J
S
P
S
科
研
費
・

1
6
H
03
6
4
5
,
2
5
2
8
5
1
0
0
の
助
成

を
受
け
た
。
史
料
の
整
理
、
系
図
の
復
元
に
際
し
て
は
、
以
下
の
方
々

の
ご
協
力
を
得
た
。
安
藤
久
子
、
尾
脇
秀
和
、
平
幸
治
、
西
野
昌
樹
、

藤
尾
隆
志
、
松
岡
隆
史
、
三
宅
コ
ナ
ン
（
五
十
音
順
）
。
こ
こ
に
記
し

て
謝
意
を
示
し
た
い
。

� 凡
例
】

一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
読
点
「
、
」
お
よ
び
並
列

点
「
・
」
を
つ
け
る
。

一
、
漢
字
の
字
体
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
体
を
使
用
す
る
。

一
、
闕
字
、
平
出
、
台
頭
に
つ
い
て
は
、
原
文
の
表
記
を
尊
重
す
る
。

一
、
変
体
仮
名
は
現
行
の
平
仮
名
に
改
め
る
が
、
助
詞
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
「

茂
」
（

も
）
「

江
」
（

え
・

へ
）
「

而
」
（
て
）
「
者
」

（
は
）「

与
」（
と
）
な
ど
、
お
よ
び
「

�」（
な
ら
び
に
）
に
つ
い

て
は
、
平
仮
名
に
改
め
ず
に
使
用
す
る
。

一
、
よ
り
、
し
て
、
し
め
、
コ
ト
、
ト
キ
、
ト
モ
な
ど
の
合
字
の

内
、

よ
り
（

�）
と
し
め
（
〆
）
を
除
く
他
は
、
全
て
仮
名
に

改
め
る
。

一
、
虫
損
箇
所
に
つ
い
て
は
文
字

数
に
応
じ
て
□
、
□
□
と
す
る
が
、

文
字
数
不
明
の
場
合
は
〔

〕
と
し
、
推
定
で
き
る
場
合
は
傍

注
を
付
し
て
、（

）
に

推
定
し
た
文
字
を
記
す
。

一
、
抹
消
、
訂
正
、
重
ね
書
き
は
、
判
読
で
き
る
場
合
、
傍
注
を

付
し

て
、（

見
せ
消
し
「
」）
と
い
う
形
で
、
判
読
し
た
文
字
を
記
す
。

判
読
で
き
な
い
場
合
、
■
で
表
記
す
る
。

一
、
編
者
に
よ
る
校
訂
は
（
）
に

入
れ
、
傍
注
と
す
る
か
、
亀

甲
括

弧
〔

〕
に
入
れ
て
文
中
に
記
す
。

一
、

誤
記
・
意

味
不
明
な

場
合
に
は
、

傍
注
に

正
字
を
記
す
か
、
（

マ

マ
）
を
付
し
、
脱
字
に
は
（

脱
）、

疑
問
が
残
る
場
合
は
（

カ
）

と
傍
注
に
記
す
。
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史
料

二

�一
「
書
置
申
証
文
之
事
」（

廣
岡
一
二

�一
八
）

書
置
申
証
文
之
事

一
、
高
百
弐
拾
六
石
四
斗
八
升
四
合
弐
勺
、
所
持
之
田
畑
、
其
外
家
敷

地
・
家

�諸
道
具
・
雑
具
共
不
残
伜
藤
四
郎
〔
後
、
四
代
吉
信

（
喜
西
）〕
ニ
譲
り
あ
た
へ
申
処
実
正
也
、
尤
藤
四
郎
儀
ハ
大
坂
玉

水
町
加
嶋
屋
久
右
衛
門
〔
三
代
正
中
（
節
西
）
〕
病
気
ニ
付
商
売

難
勤
閑
居
仕
ル
ニ
付
、
藤
四
郎
筋
目
之
者
故
、
加
嶋
屋
久
右
衛
門

家
督
相
続
之
た
め

御
殿
様
江
御
願
申
上
、
大
坂
へ
差
遣
し
申
候
、

然
ル
上
ハ
加
嶋
屋
久
右
衛
門
家
督
商
売
相
続
い
た
し
、
久
右
衛
門

も
病
気
本
腹
於
仕
ル
者
、
早
速
久
右
衛
門
へ
相
渡
シ
、
古
郷
東
難

波
へ
罷
帰
り
本
宅
相
続
可
仕
事
、

雖
然
、
末
々
品
ニ
よ
り
久
右
衛
門
相
対
之
上
、
一
生
大
坂
ニ
居
住

於
仕
ル
者
、
此
家
督
毛
頭
無
相
違
孫
彦
太
郎
へ
不
残
其
方

�相
譲

り
、
家
督
彦
太
郎
相
続
可
仕
候
、
則
彦
太
郎
へ
も
此
趣
書
置
相
渡

シ
申
候
事
、

右
之
通
義
定
仕
ル
上
ハ
、
只
今
難
波
之
家
督
ハ
彦
太
郎
相
続
仕
候
、

藤
四
郎
大
坂

�帰
り
候
首
尾
ニ
罷
成
候
ハ
ヽ
、
何
時
ニ
而
も
無
異

変
家
督
藤
四
郎
へ
相
渡
シ
、
彦
太
郎
身
上
之
儀
ハ
藤
四
郎
差
図
可

任
候
、
少
も
藤
四
郎
へ
不
足
申
間
敷
候
、
又
藤
四
郎
方

�も
家
督

之
内
、
田
地
ヲ
以
彦
太
郎
相
立
候
様
ニ
可
仕
候
、
弥
々
む
つ
ま
し

く
可
仕
事
、

一
、
加
嶋
屋
久
右
衛
門
親
心
西
〔
二
代
正
吉
〕
ハ
難
波
家
督
之
棟
梁
ニ

而
有
之
候
へ
共
、
加
嶋
や
教
西
〔
初
代
富
政
〕
家
督
相
続
い
た
し
、

一
生
大
坂
ニ
而
相
果
候
、
然
者
心
西
義
ハ
加
嶋
や
・
難
波
両
家
之

亭
主
ニ
而
候
間
、
末
々
ニ
及
候
と
も
両
家
互
ニ
一
家
ニ
可
存
事
、

右
之
趣
藤
四
郎
・
彦
太
郎
へ
も
遺
言
雖
申
渡
ス
、
万
一
不
和
之
儀

も
可
有
之
候
哉
と
一
紙
を
書
残
シ
候
、
孝
行
之
志
も
有
之
候
ハ
ヽ
、

右
之
通
堅
相
守
、
両
家
相
続
可
仕
候
、

一
、
伜
清
六
事
、
不
行
跡
絶
言
語
候
ニ
付
、
永
々
勘
当
仕
候
、
我
等
相

果
候
跡
ニ
而
も
兄
弟
不
通
可
仕
候
、
自
然
藤
四
郎
兄
弟
之
よ
し
ミ

を
存
、
志
を
通
シ
候
か
、
若
又
家
督
之
内
、
田
畑
な
と
と
ら
せ
度

差
図
な
と
於
申
出
ル
ニ
ハ
、
無
遠
慮
彦
太
郎
罷
出
、
田
畑
ハ
不
及

申
、
一
粒
を
も
と
ら
せ
申
間
敷
候
、
書
置
如
件

廣
岡
九
兵
衛
正
義
（
花
押
）

享
保
三
戊
戌
年
正
月
廿
三
日

同
性
市
郎
右
衛
門
（
印
）

浄
徳
寺

寿
伯

（
カ
）

（
印
）

東
難
波
庄
屋

幸
右
衛
門
（
印
）

同
村
年
寄治
右
衛
門
（
印
）

同
村
庄
屋

五
郎
右
衛
門
（
印
）

同
村
年
寄
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太
郎
右
衛
門
（
印
）

右
承
届
ケ
一
家
加
判

廣
岡
藤
四
郎
へ譲
ル

史
料
二

�二
「
九
右
衛
門
跡
式
子
共
に
配
分
之
銀
子

�家
屋
敷
家
財
諸

道
具
渡
し
申
書
置
之
事
」
廣
岡
九

�七
〇

�

六

�

二

�二

�

三

九
右
衛
門
跡
式
子
共
に
配
分
之
銀
子

�家
屋
敷
家
財
諸
道
具
渡
し

申
書
置
之
事

一
、
丁
銀
弐
貫
目
者

お
す
て
方
へ
、
但
高
五
貫
目

内
三
貫
目
ハ
ま
へ
か
と
に
む
こ
五
兵
衛

殿
ニ
渡
し
候
て
、
残
弐
〆
目
ハ
所
帯
渡

り
候
ハ
ヽ
此
銀
可
渡
候

一
、
丁
銀
九
貫
目
者

太
郎
吉
殿
へ

一
、
丁
銀
七
貫
目
者

お
長
方
へ

但
入
め
共
ニ

一
、
丁
銀
九
貫
目
者

清
五
郎
殿
へ

一
、
丁
銀
七
貫
目
者

お
つ
る
方
へ

但
入
め
共
ニ

一
、
丁
銀
七
貫
目
者

お
ま
ん
方
へ

但
入
め
共
ニ

一
、
丁
銀
参
貫
目
者

後
家
方
へ

一
、
丁
銀
三
枚

但
百
弐
拾
九
匁

堺
七
兵
衛
殿

但
、
お
梅
・
お
き
く
其
い
も
う
と
共
ニ

其
方
合
点
次
第
ニ
、
少
ツ
ヽ
御
と
ら

せ
候
へ
と
申
渡
ま
い
ら
せ
候
、

一
、
丁
銀
壱
貫
目

内
ノ
庄
兵
衛
方
へ

一
、
丁
銀
壱
貫
目

善
吉
方
へ

一
、
丁
銀
参
枚

但
百
弐
拾
九
匁

御
町
衆
へ

船
庭

寺
会
所
ニ
て
成
共
御

酒
一
ツ
参
候
ハ
ヽ
可
参
よ
し
可

被
申
候

一
、
丁
銀
残

配
分
之
外
ニ
有
之

一
、
高
麗
橋
壱
町
目
住
所
之
家
屋
敷
・
う
つ
ほ
丁
之
家
屋
敷
モ
太
郎
吉

殿
へ
、

�釜
之
下
之
は
い
ま
て
母
ト
弐
人
ニ
と
ら
せ
申
候
、
太
郎

吉
妹
弟
成
人
仕
次
第
ニ
、
談
合
い
た
し
、
右
之
銀
子
と
諸
道
具
を

見
は
か
ら
い
、
わ
け
て
御
と
ら
せ
可
有
之
、
又
清
五
郎
ニ
商
之
可

有
所
を
見
立
、
家
屋
敷
買
候
て
と
ら
せ
可
被
申
候
、
我
等
存
生
之

内
に
買
候
ヘ
ハ
、
猶
以
之
事
也
、

一
、
久
兵
へ
・
喜
右
衛
門
・
平
三
郎
ハ
、
新
座
之
も
の
ニ
候
故
、
紙
面

に
銀
子
書
の
せ
不
申
候
、
奉
公
よ
く
仕
候
ハ
ヽ
、
行
末
目
か
け
て

御
使
可
有
事
、
但
我
等
存
生
之
内
ニ
其
も
の
や
く
に
立
可
申
を
見

は
か
ら
い
候
ハ
ヽ
、
添
か
き
い
た
し
可
申
候
、

一
、
弔
之
入
目
に
遣
候
残
銀
も
、
太
郎
吉
と
母
ト
相
さ
ば
き
、
万
一
仕

そ
こ
な
ひ
申
子
共
候
ハ
ヽ
、
互
ニ
力
を
つ
け
合
せ
、
「
一

（
割
注
）け
い
せ

い
く
る
い
、
一
ば
く
ち
打
申
事
、
其
身
に
不
似
合
事
仕
候
ハ
ヽ
、

合
力
無
用
也
、
つ
ね

�

商
事
に
情
ヲ
入
候
て
、
仕
そ
こ
な
い
の
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事
者
こ
ま

�

の
へ
ら
れ
す
」
と
ら
せ
可
申
候
、
如
此
細 こ
ま

か
に

配
当

は
い
と
う仕
置
候
後
「
我

（
割
注
）等
存
命
内
に
も
」
若
銀
子
そ
ん
仕
候
共
、
長

左
右

（
マ
マ
）衛
門
・
お
す
て
ハ
も
は
や
別
家
に
成
シ
申
候
間
、
此
二
人
に

は
か
ま
い
有
間
敷
候
、
相
残
子
共
と
し
て
銀
子
之
マ
シ
ツ
ヘ
ラ
シ
ツ

増
減

ゾ
ウ

ゲ
ン

ヲ
勘

カ
ン
カ
ヘ

へ
、
割
符

わ
り
ふ

に
い
た
し
取
可
被
申
候
、
必
そ
ん
い
た
し
候
に
は
不
極

候
へ
と
も
、
ま
ふ
け
「
大
よ

（
割
注
）

く
ハ
む
よ
く
に
に
た
り
と
之
心
を
持

テ
」
そ
ん
と
て
そ
ん
仕
候
ハ
ヽ
、
不
及
是
非
仕
合
ニ
候
、
大
欲 よ
くを

か
ま
ゑ
す
随
分
商
事
に
情
を
入
、
ま
ふ
け
候
て
母 は
ゝ・
妹

い
も
う
と・
弟 お
と
ゝを
も

や
し
な
い
や
し
な
ふ

養
育

ヤ
ウ
イ
ク

致
、
残
所
候
ハ
ヽ
い
か
ほ
と
成
共
手
か
ら
次
第
ニ
ま
ふ

け
て
取
、
下
々
の
子
共
を
も
引
立
可
被
召
候
、
兼
又
「
そ

（
割
注
）ん
せ
ざ

る
仕
用
之
事
」
正
直
之
道
に
て
ま
ふ
け
た
る
銀
子
行
末
共
に
よ
き

も
の
也
、
よ
こ
し
ま
ま
か
り

邪
曲

じ
や
き
よ
く

之
道
ニ
而
入
財
宝

さ
い
ほ
う

ハ
必
命
と
も
に
あ
し
く
ほ
ろ

ふ
る
と
し
る
へ
し
、
此
等
之
趣
よ
く
分
別
可
有
之
、
去
ほ
と
に
太

郎
吉
殿
或
ば
く
ち
を
打
、
或
ハ
け
い
せ
い
く
る
い
め
さ
れ
候
ハ
ヽ
、

片
時

へ
ん
し

も
は
や
く
子
共
談
合
い
た
し
、
お
い
出
シ
可
申
候
、
此
段
ハ

太
郎
吉
殿
一
人
に
は
か
ぎ
ら
す
候
、
何
レ
の
子
と
も
に
よ
ら
す
行

儀
あ
し
き
事
於
有
之
ハ
、
急
度
吟
味

き
ん
ミ

を
い
た
し
、
右
之
通
に
可
被

召
之
子
細
候
ハ
ヽ
其
身
一
人

�

の
た
め
に
候
間
、
心
持
た
し
な

ミ
専
一
候
事
、

右
表
書
之
通
無
相
違
相
渡
し
可
被
申
候
事
専
要
ニ
候
、
第
一
ハ
親
ゑ
の

孝
行
に
も
相
叶
可
申
候
、
扨
後
々
之
儀
ハ
随
分
母
に
も
猶
以
孝
行
を

ほ
ん
と
し
、
兄
弟
互
ニ
其
身
持
候
様
に
分
別
仕
、
異
見
を
仕
合
可
申

候
、
就
其
後
家
若
令

二
よ
め
い
り

改
嫁

か
い
か

一
か
、
又
ハ
主
親
類
方
へ
銀
な
と
を
取
か

へ
候
ハ
ヽ
、
右
之
は
い
ぶ
ん
銀
子
を
も
渡
し
申
間
敷
候
、
但
後
家
親

類
方
に
少
思
ふ
子
細
仍

レ
有

レ
之
也
、
然
ル
ヲ
我
等
申
分
に
不
仕
候

ハ
ヽ
、
後
家
に
よ
ろ
づ
取
さ
い
ば
ん
さ
せ
申
間
敷
候
、
い
わ
ん
や
物

の
談
合
も
仕
間
敷
候
、
併
後
家
子
共
の
た
め
を
お
も
ひ
、
又
家
を
ま

も
り
、
我
等
申
分
ニ
仕
候
ハ
ヽ
、
母
を
ろ
か
成
り
と
云
ふ
共
、
万
事

ニ
付
テ
談
合
い
た
し
可
申
者
也
、
と
か
く
思
ふ
に
、
実
ニ
年
月
之
過

行
、
又
ハ
老
少
不
定
を
思
ひ
出
し
、
俄
ニ
改 あ
ら
た
めテ

お
も
ひ
は
か
り

思
慮

し
り
よ

も
な
き
を
ろ
か
愚
案

ク
ア
ン

を
不

レ
憚 は
ゝ
か
ら、
悪
キ
手
ニ
而
筆
を
染 そ
め

、
書
し
る
し
置
候
畢 を
わ
ん、
予 よ

存
生

之
内
に
そ
れ

�

に
子
共
仕
付
候
て
、
過
行
事
残
多
ク
も
不
存
候
、

子
細
ハ
談
願 く
わ
んハ
尽 つ
きせ

ぬ
も
の
也
、
若
望
足

の
そ

み
た
りぬ
れ
ば
命
な
が
く
も
ほ
し

か
る
へ
し
、
乍
去
命
な

が
け
れ
ハ
は
ぢ
多
し
と
、
古
キ
こ
と
の

葉
に

も
候
ヘ
ハ
、
は
や
此
言

葉
の
つ
づ
き
不

都
合
成
ル
文
章
の
な
が
き
も

見
く
る
し
く
存
候
間
、
万
事
を

�

な
け
う
ツて
子
共
に
先
立
死
行
事
令
満

足
、

殊
順
儀

し
ゆ
ん
ぎと
も
是
を
云
へ
し
、

問 ト
フ如 イ
カ

何 ナ
ル
カ是 コ
レ

仏 ホ
ト
ケ

答 コ
タ
フ真
実

シ
ン
ジ
ツ夢
中

ム
チ
ウノ
秋
月

問
月
隠 カ
ク
レ
ヌ
ル

二
重 チ
ウ山
ニ
一 則 ハ

如
何

イ
カ
ン

答
住 チ
ウ
ス

二
舜
光

シ
ン
ク
ワ
ウ無

為
ム

ヰ

都 ミ
ヤ
コニ
一

如
是
カ
ナ
マ

デ
付
置
候
、

能
々
分
別
被
召
候
而

敬
白

皆
々
そ
れ

�

身
持
第
一
候
也
、

右
者
寛
永
拾
六
年
卯
六
月
廿
四
日
ヲ
改
テ
書
直
シ
申
者
也
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高
麗
橋
壱
町
目

寛
永
弐
拾
年

新
や
九
右
衛
門
入
道
（
印
）

未
七
月
廿
一
日

法
名
道
悦
（
花
押
）

新
や
九
右
衛
門

後
家

新
や太
郎
吉
殿

新
や清
五
郎
殿参

右
書
置
之
通
相
済
申
筈
に
御
座
候
、
然
共
九
右
衛
門
相
果
申
後
、
万
一

不
謂
儀
申
出
シ
、
御
前
様
ヲ

（
ア
キ
マ
マ
）不
憚
申
上
ル
も
の
御
座
候
共
、
書

置
之
通
に
被
為
仰
付
可
被
下
候
、
偏
ニ
御
慈
悲
を
奉
仰
候
、
以
上

寛
永
弐
拾
年

新
や

（
印
）

未
七
月
廿
一
日

九
右
衛
門
（
花
押
）

御
奉
行
様

史
料

三

�一
「
書
置
」

廣
岡
一
二

�

五
六

�

二

�二
（
抄
録
）

〔
前
略
〕

一
、
我
等
事
、
難
波
村
広
岡
九
兵
衛
家
名
致
相
続
居
候
処
、
当
家
節
西

様
御
病
身
ニ
付
、
難
相
勤
御
座
候
ニ
付
、
妙
古
様

�我
等
ヲ
養
子

ニ
被
成
度
由
達
而
被
望
、
実
父
専
西
被
致
許
容
、
享
保
三
戌
年
当

家
江
相
続
ニ
参
リ
、
節
西
様
娘
お
か
め
と
夫
婦
ニ
成
リ
、
然
ル
所

其
時
節
当
家
身
代
殊
之
外
不
如
意
ニ
有
之
、
得
意
方
其
外
知
音
方

�借
銀
多
ク
難
渋
之
場
所
ニ
有
之
、
迚
茂
此
通
リ
借
銀
多
ク
歩
銀

等
年
々
多
ク
相
払
候
而
者
弥
身
代
相
立
不
申
様
ニ
有
之
候
ニ
付
、

妙
古
様
を
始
、
手
代
十
郎
兵
衛
・
清
兵
衛
・
杢
兵
衛
其
外
一
家
中

相
談
之
上
、
玉
水
町
西
国
橋
之
角
屋
敷
・
江
戸
堀
西
北
角
ノ
屋
敷
・

御
堂
前
屋
敷
・
伏
見
堀
釼
先
町
屋
敷
・
京
之
屋
敷
、
〆
五
ケ
所
屋

鋪
売
払
、
借
銀
方
江
相
渡
し
、
先
借
銀
方
を
防
キ
申
候
処
、
相
残

ル
者
玉
水
町
本
家
居
宅
・
同
町
西
ノ
蔵
屋
敷
・
江
戸
堀
隠
居
屋
敷
、

〆
三
ケ
所
ニ
有
銀
百
八
拾
貫
目
、
家
財
不
残
請
取
居
候
得
共
、
未

借
銀
五
百
貫
目
余
も
有
之
、
難
相
凌
候
へ
共
随
分
相
慎
ミ
居
候
処
、

ケ
様
之
身
代
柄
ニ
付
世
上
之
唱
茂
不
宜
候
所
、
我
等
存
念
ニ
者
当

家
之
儀
元
祖
教
西
様
、
心
西
様
難
波

�御
出
当
家
相
立
候
処
、
我

等
随
分
身
を
固
メ
相
勉
候
ハ
ヽ
、
畢
竟
家
業
之
儀
者
仕
似
セ
有
之

事
ニ
候
ヘ
ハ
、
先
倹
約
ヲ
専
ニ
致
、
質
素
ニ
身
を
固
メ
候
ハ
ヽ
是

非
家
を
も
引
起
し
可
申
与
、
猶
又
随
分
身
を
〆
リ
相
勤
申
候
処
、

第
一
元
祖
教
西
様

�代
々
御
本
寺
様
江
段
々
御
馳

走
有
之
候

陰
徳

顕
レ
候
哉
、
問
屋
商
売
追
々
繁
昌
ニ
相
成
リ
、
毎
年
北
国
米

登
リ

高
四
五
万

石
計
茂
登

り
、
又
ハ
得
意
方

積
出
し

米
其
外
以
為

米
共

浜
方
売
買
之
口
銭
多
ク
殊
之
外
繁
昌
致
来
候
、
猶
又
随
分
倹
約
い

た
し
、
一

切
花

美
を

好
不
申
、
家

内
ニ
而
酒
を

好
申
事
一
度
茂
無
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之
、
或
者
外
々
参
会
事
歟
、
御
屋
敷
方
振
廻
等
之
外
自
分
ニ
酒
食

好
不
申
、
心
を
固
メ
、
勿
論
若
年

�遊
所
へ
一
切
足
踏
ミ
い
た
し

不
申
、
一
生
ケ
様
ニ
致
来
リ
候
、
第
一
自
分
商
と
申
儀
家
之
法
度

ニ
い
た
し
堅
ク
相
慎
ミ
、
浜
商
之
儀
一
切
致
不
申
候
、
ケ
様
ニ
候

故
冥
加
ニ
も
相
叶
、
次
第
ニ
繁
昌
致
来
リ
候
、

〔
後
略
〕

史
料

三

�二
「
御
定
法
」

廣
岡
一
二

�

三
四

�

二

御
定
法

一
、
子
飼
之
者
、
元
服
申
付
初
年
、
毎
節
季
給
銀
弐
拾
目
遣
ス
、
翌
年

よ
り
年
々
拾
匁
ツ
ヽ
増
銀
之
事
、

〆

一
、
初
年
よ
り
弐
拾
四
ヶ
年
目
ニ
給
銀
弐
百
五
拾
目
ニ
相
成
ル
、
此
年

支
配
見
習
申
付
事
、
右
ニ
就
而
者
、
大
切
成
ル
役
儀
、
諸
帳
面
勘

定
被
致
候
故
、
誓
詞
被
認
、
爪
印
之
事
、

宛
名
者
時
之
支
配
人
宛
、
旦
那
様
御
立
合
之
事
、

〆

一
、
支
配
本
役
申
付
候
ハ
ヽ
、
初
年
よ
り
三
ヶ
年
之
間
毎
節
季
給
銀
与

し
て
不 （
小
カ
）

遣
心
付
銀
三
百
目
ツ
ヽ
遣
ス
事
、

〆

一
、
右
四
ヶ
年
目
よ
り
壱
ヶ
年
之
間
、
毎
節
季
銀
四
百
目
宛
遣
ス
事
、

〆

一
、
右
七
ヶ
年
目
よ
り
毎
節
季
ニ
銀
五
百
目
ツ
ヽ
遣
ス
事
、

但
、
元
服
申
付
候
年
五

（
よ
り
脱
カ
）

百
目
之
初
年

�、
三
十
壱
ヶ
年
目
成
ル
、

〆

一
、
別
家
申
付
候
ハ
ヽ
、
請
込
帳
よ
り
為
別
家
料
銀
五
拾
貫
目
遣
ス
、

是
茂
屋
敷
方
江
加
入
ニ
致
置
、
年
々
利
息
相
渡
ス
事
、

〆

一
、
中
年
出
勤
給
銀
、
初
年
四
拾
目
ツ
ヽ
、
翌
年
よ
り
年
々
拾
匁
ツ
ヽ

増
銀
之
事
、

〆

一
、
右
四
ヶ
年
よ
り
拾
八
ヶ
年
目
ニ
、
給
銀
弐
百
拾
匁
ニ
相
成
ル
、
此

年
休
所
申
付
ル
事
、

〆

一
、
七
拾
目
家
賃
遣
ス
、

〆

一
、
拾
九
ヶ
年
よ
り
弐
拾
弐
ヶ
年
目
ニ
、
給
銀
弐
百
五
拾
匁
ニ
成
ル
、

是
ニ
而
止
ル
事
、

〆

一
、
二
代
目
之
中
年
別
家
之
方
よ
り
、
猶
又
中
年
之
者
ニ
て
出
勤
致
候

ハ
ヽ
、
左
之
通
り
、

一
、
弐
百
五
拾
目

先
代
賄
料

一
、
七
拾
目

家
賃
金

〆
三
百
弐
拾
目

廣岡家文書と大同生命文書

381



二
代
目
之
者
江
者
給
銀
左
之
通

四
拾
目
ツ
ヽ

初
年
毎
節
季
遣
ス

五
拾
目

弐
ヶ
年
目

六
拾
目

三
ヶ
年
目

七
拾
目

四
ヶ
年
目

八
拾
目

五
ヶ
年
目

九
拾
目

六
ヶ
年
目

百
目

七
ヶ
年
目

是
ニ
而
留
ル
事
、

〆

一
、
給
銀
百
目
ニ
相
成
、
其
年
よ
り
向
拾
壱
ヶ
年
目
ニ
休
所
申
附
ル
事
、

〆

〆 （
カ
）

一
、
子
育
店
若
キ
者
江
、
盆
暮
両
度
、
左
之
通
り
遣
事
、

一
、
五
拾
目

洗
物
料

一
、
拾
五
匁

下
帯
料

但
、
支
配
役
ハ
不
遣
事
、

〆

一
、
中
年
之
者
江
盆
暮
両
度
、
左
之
通
り
遣
ス
事
、

一
、
五
拾
目

洗
物
料

但
、
下
帯
料
ハ
不
遣
候
事
、

〆

右
此
外
ニ
、
盆
暮
左
之
通
り

一
、
三
拾
目

盆
晒
布
料

一
、
三
拾
目

暮
木
綿
料

又
此
外
ニ
金
弐
朱
ツ
ヽ
為
祝
儀
盆
暮
両
度
遣
ス
事
、

〆

一
、
中
年
別
家
方
よ
り
伜
子
供
出
勤
致
候
ハ
ヽ
、
尤
其
者
子
飼
之
仕
向

ケ
ニ
而
支
配
役
被
仰
付
、
猶
又
別
家
被
仰
付
候
上
、
是

�中
年
別

家
御
取
上
ケ
、
改
而
本
別
家
ニ
被
仰
付
ル
事
、

一
、
子
飼
之
者
別
家
被
仰
付
候
節
被
下
品
、
左
之
通

一
、
塗
長
持

壱
棹

一
、
木
地
同

壱
棹

一
、
絹
夜
着

壱

一
、
蒲
団

壱
組

一
、
木
綿
嶋
蒲
団

三
畳

一
、
萌
黄
蚊
帳

壱
張

一
、
覆
彝
筵

壱
枚

但
萌
黄
加
賀
へ
り

〆

一
、
松
魚

壱
連

一
、
真
鍮
燭
台
壱
対
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〆
此
弐
品
、
店
中
よ
り
祝

一
、
中
年
之
者
別
家
被
仰
附
候
節
被
下
品
、
左
之
通
リ

一
、
木
地
長
持

壱
棹

一
、
木
綿
縞
蒲
団

三
畳

但
、
右
弐
品
料
ニ
而
被
下
度
内
々
願
ニ
付
、
以
後
銀
五
枚
弐

品
料
遣
ス
事
、

〆一
、
松
魚

弐
連

〆
此
者
店
中
よ
り
祝

史
料

三

�三
①

「
一
札
」

廣
岡
六

�

四
一

�

三
�三

一
札

一
、
私
儀
御
奉
公
ニ
罷
上
候
処
、
御
黎
民

（
マ
マ
）

ヲ
以
永
々
御
遣
ひ
被
成
下
、

其
上
此
度
従

御
旦
那
様
御
懇
命
を
以
宿

�被
為
仰
付
、

�元
手
銀
三
百
目
・
白

米
壱
斗
・
味

�壱
桶
・
薪
壱
掛
・
炭
壱
俵
被
為
下
置
、
冥
加
至
極

重
畳
難
有
奉
頂
戴
候
、

一
、
私
不
了
簡
之
儀
仕
、
思
召
ニ
叶
不
申
節
者
、
御
出
入
御
差
留
被
遊

候
様
被
仰
聞
、
奉
承
知
候
、

一
、
御
本
家
様

�於
被
仰
付
候
儀
ニ
者
、
私
諸
親
類
共
少
シ
も
相
背
申

間
敷
候
、

一
、
起
番
之
儀
者
、
只
今

�之
通
り
無
怠
太
切
ニ
相
勤
可
申
候
、

一
、
何
時
御
用
向
之
筋
御
座
候
節
者
、
早
速
罷
出
、
相
勤
可
申
候
、

一
、
嫁
取
候
儀

�伜
跡
目
仕
候
儀
、
御
差
図
を
請
可
申
候
、

右
之
通
、
子
々
孫
々

�相
忘
レ
不
申
、
万
端
御
本
家
様
御
差
図
相
守
可

申
候
、
為
後
日
一
札
依
而
如
件
、中
村
屋
清
治
（
印
）

文
化
六
年
巳
九
月

加
島
屋
祐
助
殿

史
料
三

�三②
「
一
札
」

廣
岡

六

�四一

�三

�二

一
札

一
、
此
度
従
御
店
御
懇
命
を
以
、
私
宿

�入
之
儀
被
仰
付
候
ニ
付
、

貴
殿

�之
出
銭

相
納
リ
、
且
是

�永
々
御
深
切
ニ
御
世
話
被
下
重
畳
忝
奉
存
候
、

尤
家
号
者
貴
殿
同
様
ニ
中
村
屋
与
名
乗
可
申
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
、

此
後
万
端
貴
殿
之
御
世
話
ニ
可
相
成
候
間
、
此
段
宜
奉
頼
上
候
、

此
後
何
事
ニ
よ
ら
す
御
異
間
被
下
候
儀
者
少
シ
も
相
背
不
申
候
、

此
後
御
互
ニ
御
本
家
様
御
太
切
ニ
可
致
候
間
、
不
調
法
之
私
儀

ニ
候
間
、
御
心
添
被
成
下
候
様
、
偏
ニ
奉
頼
上
候
、
永
々
御
厚
情

之
程
相
忘
不
申
候
様
、
為
後
日
取
替
一
札
如
件

中
村
屋
清
次
（
印
）

文
化
六
巳
年
九
月
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中
村
屋
恒
七
殿

史
料

四
�一

〔
書
取
〕

廣
岡
二
〇

�

一
四

�

二

年
来
勝
手
向
不
被
一
ト
通
御
世
話
被
下
御
陰
を
以

公
務

�家
中
扶
助
茂
出
来
、
其
上
先
年

�縁
辺
事
度
々
類
焼
・
御
手
伝

其
外
不
慮
之
物
入
之
節
者
其
都
度

�

多
分
之
御
出
金
御
頼
申
候
所
何

ツ
ニ
而
茂
御
深
切
ニ
御
承
引
被
下
、
主
人
者
不
申
及
一
統
安
心
取
続
候

段
全
く
御
店
方
之
御
陰
与
大
慶
無
此
上
、
御
礼
難
尽
言
語
、
然
ル
所
連

年
借
財
相
募
り
勝
手
向
次
第
ニ
困
窮
相
成
候
ニ
付
、
先
年

�毎
度
暮
方

改
革
相
企
候
へ
共
、
何
つ
茂

�

仕
法
相
立
不
申
、
既
ニ
去
ル
酉
年
ニ

も
改
革
可
致
出
来
積
ニ
而
御
当
地
江
無
体
之
御
頼
談
も
致
候
へ
共
、
取

調
不
行
届
取
行
不
堅
固
よ
り
仕
法
惣
相
崩
レ
、
翌
戌
年
ニ
者
直
様
前
年

之
御
約
定
ニ
相
背
候
致
御
頼
談
、
其
上
去
ル
子
年
御
手
伝
ニ
付
御
恩
借

�当
借
等
之
御
指
引
茂
不
致
、
重
々
之
不
始
末
実
々
御
店
方
ニ
対
し
何

共
面
目
無
之
一
言
之
申
訳
無
御
座
候
、
且
又
近
年
在
所
・
江
戸
共
高
利

之
借
財
莫
太
ニ
相
成
、
此
節
ニ
至
り
候
而
者
取
続
方
必
止
之
指
支
、
実

ニ
主
従
飢
寒
之
場
合
落
入
可
致
如
何
哉
与
一
統
心
痛
無
此
上
候
、
右
様

成
行
候
者
全
く
是

�別
帳
之
通
物
成
高
ニ
引
合
不
申
不
相
当
之
暮
方
致

候
故
之
義
与
実
以
驚
入
候
次
第
、
第
一
御
店
方
へ
対
し
数
年
来
折
角
之

御
世
話
茂
一
向
無
ニ
致
候
訳
ニ
相
当
り
、
今
更
残
念
至
極
弥
以
不
実
意

不
都
束

（
マ
マ
）

之
段
是
又
申
訳
無
之
候
、
依
之
此
度
主
人
者
勿
論
在
所
・
江
戸

役
人
共
一
統
申
合
格
外
之
省
略
相
用
候
心
得
ニ
而
精
々
改
革
仕
法
取
調

候
所
、
何
分
家
内
多
等
ニ
而
暮
方
別
帳
之
上
減
方
無
之
、
且
家
中
扶
助

之
儀
茂
是

�追
々
借
米
等
相
掛
ケ
銘
々
致
難
渋
居
候
故
、
是
又
別
帳
高

之
上
相
減
候
而
者
実
以
立
行
不
申
、
彼
是
ニ
而
当
地

�在
所
・
江
戸
諸

借
財
江
振
向
候
俵
数
之
出
目
無
数
、
誠
ニ
致
当
惑
候
、
尚
又
御
承
知
も

可
被
下
、
江
戸
借
財
之
儀
者
何
レ
も
高
利
且
金
柄
ニ
寄
多
分
之
雑
費
等

相
掛
り
、
又
両
山
其
外
名
目
金
或
者
町
株
を
質
入
為
致
候
金
柄
等
ニ
而

何
分
利
下
ケ
等
難
申
談
口
々
多
、
其
上
小
前
之
金
主
先

�町
人
払
相
滞

候
分
も
株
之
大
小
ニ
寄
り
永
年
賦
又
者
欠
年
等
相
頼
候
而
者
実
ニ
先
方

身
分
ニ
も
拘
り
候
口
抔
も
有
之
、
且
奥
印
与
相

唱
候
滞
之
口
者
誠
ニ
不

筋
之
訳
柄
茂
有
之
、

旁
何
分
出
目

少
ニ
而
者
諸
借
財
是

�之
利

足
勘
定

斗
り
ニ
も
引

足
り
不
申
ニ
付
、
何

ヶ
年
別
帳
仕
法
之
通
り
致
省
略
候
而

も
借
財

�滞
物
等
相
片
付
候
目

途
無
之
、

唯
々
上
下
致
難
渋
候
而
已
ニ
而

自
然
仕
法

ハ
相
崩
レ
可
申
与
誠
ニ
一
大
事
之
儀
当
惑
此
事
ニ
候
、
依
而

種
々
致
評
儀 （
マ
マ
）候
所
、
何
レ
ニ
も
御
店
方
御
約

介
相
成
候

�外
致
方
無
之

与
此
度
諸
役
人
致
出

坂
、
改
革
仕
法

�借
財
高
等
之
帳
面
類

懸
御
目
、

甚
乍
不
案
内
御
頼
談
仕
法
別
帳
之
通
取
調
候
間
、
何
卒
此
上
厚
御
勘

弁

御
助
情
被
成
下
候
様
致
度
偏
ニ
御
頼
申
候
、
右
之
段
御
承
知
も
被
下
候

へ
者
往
々
仕
法
取
続
出
来
可
申
哉
与
存
候
、

尤
御
頼
談
仕
法

思
召
ニ
不

相
叶
致
如
何
候
ハ
ヽ
改
革
仕
法
可
相
立
御

工
夫
何
共
乍
御
面

倒
聊
無
御

服
臓
御
指
図
被
下
候
様
致
度
、
是
又
御
頼
申
候
、
年
来
御
違
約
御
不
実

至
極
之
御
仕
向
致
置
、
此
節
ニ
至
り
重
々
勝
手
成
ル
無
体
之
致
御
談
候

儀
不

本
意

千
万
、

決
而
口
外
難
出
来

筋
与
存
候
へ
共
、
前

書
之
通
り
江
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戸
高
利
金
等
返
弁
之
道
付
不
申
節
者
仕
法
相
崩
レ
候
者
眼
前
之
事
故
、

誠
ニ
当
惑
之
余
り
無
拠
不
顧
思
召
右
様
之
致
御
頼
談
候
、
且
実
以
何
卒

仕
法
相
立
主
従
取
続
致
出
来
、
往
々
者
数
年
来
莫
太
之
御
世
話
相
成
候

御
恩
儀
御
報
申
候
様
致
度
心
底
ニ
御
座
候
、
旁
以
厚
く
御
勘
弁
之
上
如

何
様
ニ
茂
仕
法
相
立
候
義
御
賢
考
可
被
下
、
右
之
段
書
取
を
以
致
御
談

候
、
以
上

二
月
廿
七
日

史
料
四

�二
「
諸
帳
面
目
録
」
廣
岡
三
七

�二
（
抄
録
）

諸
帳
面
目
録

一
、
巳
秋
収
納
米
捌

�借
財
済
方
割
合
帳

｝〔
総
括
帳
簿
Ａ

（
記
号
と
も
筆
者
付
記
。
以
下
同
）〕

此
別
帳

中
津
一
ヶ
年
御
暮
帳

江
戸
一
ヶ
年
御
暮
帳

江
戸
御
扶
持
方
積
り
帳

子
暮
中
津
御
貸
付
金
遣
込
候
分
当
巳
暮
皆
済
調
帳

御
帰
城
御
旅
用
金
御
入
目

�御
囲

�代
金
不
足
共

江
戸
御
借
用
口
々
御
談
積
り
帳

一
、
中
津
御
暮
口
々
惣
指
引
帳

｝〔
総
括
帳
簿
Ｂ
〕

此
別
帳

巳
御
分
量
銀
札
渡
口
々
指
引
帳

〔
後
略
〕

史
料
五

�一
〔
川
上
公
総
督
御
取
調
分
御
布
告
前
之
処
〕
廣
岡
一
二

�

一
六
（
抄
録
）

山
口

一
、
三
千
三
百
八
拾
弐
貫
目

一
、
千
弐
百
三
拾
弐
貫
目

一
、
千
七
百
弐
拾
五
貫
七
百
五
匁
七
厘

一
、
三
百
六
拾
四
貫
六
百
九
拾
三
匁
三
分
三
厘
六
毛

一
、
百
三
拾
壱
貫
三
百
九
拾
四
匁
七
分
九
厘
九
毛

一
、
三
百
九
拾
六
貫
目
「
七

（
割
注
）郎
兵
衛
万
七
」
分

一
、
百
七
拾
壱
貫
目
「
七
郎

（
割
注
）

兵
衛
万
七
」
分

一
、
三
拾
六
貫
九
百
九
拾
八
匁
弐
分
七
厘
七
郎
兵
衛
分

〆
七
千
四
百
三
拾
九
貫
七
百
九
拾
壱
匁
四
分
七
厘
五
毛

寅
年
前
〔
天
保
一
三
年
以
前
〕

一
、
七
百
貫
目
信
五
郎
名
前

一
、
米
七
千
六
百
六
拾
石

〆〔
中
略
〕

明
治
五
壬
申
年
夘
月
、
従
東
京
表

�帰
坂
後
取
調
書
、
尤
明
治
三

〔
元
〕
戊
辰
年
以
来
新
出
金
之
分
左
ニ
、
御
一
新
後
之
事
、

〔
中
略
〕

山
口
毛
利
大
膳
大
夫
〔
敬
親
〕
様
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一
、
金
弐
万
両
元
金

一
、
銀
〔
金
額
記
載
な
し
〕

但
、
此
銀
之
方
者
天
保
十
四
夘
年

�之
調
之
内
ニ
入

〔
後
略
〕

史
料

五

�二
「

為
換

方
�地

方
税

御
命

令
ノ

書
写

請
書

ノ
写

」

廣
岡

一
二

�

二
三

�二
（
抄
録
）

御
願
書

一
、
御
県
庁
為
替
方
御
用
大
阪
府
下
西
区
土
佐
堀
壱
丁
目
弐
番
地
平
民

両
替
商
・
廣
岡
久
右
衛
門
義
、
去
ル
明
治
九
年
十
月
一
日

「
初
メ
テ

（
下
げ
札
朱
字
）

為
替
方
拝
命
ノ
年
月
」

御
命
令
書
御
下
付
、
同
日
ヨ
リ
御
用
相
勤
来
り
候
処
、
為
替
方
御

規
則
御
改
正
ニ
付
、
明
治
十
年
九
月
廿
六
日
御
命
令
書
更
ニ
御
下

付
、
引
続
相
勤
居
候
処
、
最
早
当
節
ニ
至
り
御
命
令
書
第
拾
九
条

之
通
満
期
ニ
被
成
、
因
茲
抵
当
品
諸
公
債
証
書
御
成
規
実
価
ヲ
以

奉
上
納
候
条
、
不
相
変
従
前
之
通
万
事
精
実
ニ
御
用
相
勤
度
奉
存

候
、
何
卒
願
意
之
通
御
許
可
被
成
下
度
奉
懇
願
候
也
、

明
治
十
二
年
六
月
三
日
〔
住
所
略
〕
廣
岡
久
右
衛
門
支
店

同
人
代
理
／
加
輪
上
勢
七
印

岡
山
県
令
高
崎
五
六
殿

〔
住
所
略
〕
両
替
渡
世
／
廣
岡
久
右
衛
門

右
当
県
為
替
方
ヲ
命
シ
、
金
銭
勘
定

�ニ
納
払
ヲ
為
取
扱
候
ニ
付
、

諸
規
則
左
ニ
、〔
以
下
抄
録
〕

第
一
条

一
、
為
替
方
ハ
大
阪
府
管
下
摂
津
国
西
成
郡
土
佐
堀
通
壱
丁
目
第
弐
番

地
本
店
ヲ
根
拠
ト
ナ
シ
、
当
県
管
下
備
前
国
岡
山
区
弓
之
町
六
拾

壱
番
屋
敷
支
店
、
及
ヒ
各
郡
区
役
所
ニ
於
テ
、
当
庁
ニ
収
納
ス
ヘ

キ
金
銭
之
勘
定
及
ヒ
他
ニ
払
渡
ヘ
キ
金
銭
之
取
扱
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル

ニ
付
、
誠
実
ニ
之
ヲ
勤
ム
ヘ
シ
、

第
二
条

一
、
当
庁
ニ
収
納
ス
ル
金
銭
ハ
総
テ
為
替
方
ノ
詰
所
ニ
於
テ
真
贋
鑑
定

ノ
上
之
ヲ
受
取
、
其
員
数
・
事
由
及
納
主
ノ
姓
名
等
記
載
セ
シ
預

リ
切
符
ニ
納
証
書
ヲ
添
、
主
務
ノ
課
ヘ
持
参
シ
上
納
ノ
手
続
ヲ
ナ

ス
ヘ
シ
、
而
シ
テ
為
換
方
ハ
甲
乙
ノ
両
帳
簿
ヲ
設
置
キ
、
甲
岡
山

県
庁
金
銭
預
ケ
帳
、
乙
為
替
方
金
銭
預
リ
帳
、
其
金
員
等
ヲ
両
帳

簿
へ
一
様
ニ
登
記
シ
、
為
替
方
証
印
ノ
上
、
令
〔
県
令
〕
之
ニ
割

印
シ
、
最
前
之
切
符
ハ
為
換
方
ヘ
下
戻
シ
、
甲
ハ
当
庁
ヘ
領
受
シ
、

乙
ハ
為
替
方
ヘ
下
付
ス
ヘ
シ
、

第
三
条

一
、
当
庁
ヨ
リ
諸
方
ヘ
渡
金
ハ
、
兼
テ
当
庁
ニ
設
ケ
ア
ル
切
符
地
紙
ニ

渡
金
ノ
員
数

并
其
渡

先
ノ
人
名
等
ヲ
記
載
シ
、
之
ヲ
受
取
主
ニ
渡

ス
、
受
取
主
此
切
符
ヲ
持
参
ス
レ
ハ
為
替
方
ニ
於
テ
ハ
切
符
ヲ
査

閲
シ
直
チ
ニ
現
金
ト
交
換
ス
ヘ
シ
、
而
シ
テ
此
払
金
ハ
為
替
方
ヘ
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預
ケ
金
ノ
内
ヲ
当
庁
ヘ
受
出
ス
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
是
亦
甲
乙
ノ
二
帳

ヲ
設
ケ
置
キ
、
甲
岡
山
県
庁
金
銭
受
取
帳
、
乙
為
替
方
金
銭
上
納

帳
、
其
金
員
等
ヲ
両
帳
ヘ
一
様
ニ
登
記
シ
、
証
印
割
印
等
総
テ
前

条
ノ
式
ヲ
了
へ
、
当
庁
ヨ
リ
振
出
シ
タ
ル
切
符
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ
、

但
、
為
替
方
ヨ
リ
直
チ
ニ
当
庁
へ
受
出
ス
ト
キ
モ
此
手
続
ニ

従
フ
ヘ
シ
、
且
本
文
ノ
切
符
現
金
ト
変
換
之
上
ハ
、
其
表
面

ニ
渡
済
ノ
印
ヲ
捺
シ
テ
再
ヒ
通
用
ヲ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、

第
六
条

一
、
為
替
方
ニ
於
テ
取
扱
フ
ヘ
キ
各
貨
幣
ノ
内
、
紙
包
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ

其
雛
形
并
一
種
之
封
印
ヲ
刻
ミ
置
キ
、
当
庁
預
ケ
金
ニ
限
リ
此
印

ヲ
用
ユ
ル
為
、
印
面
中
隠
微
ニ
標
信
ヲ
付
シ
、
右
印
影
兼
テ
当
庁

ヘ
差
出
置
キ
、
封
封
〔
封
緘
〕
上
ニ
記
載
ス
ル
年
月
日
及
ヒ
改
人

包
人
姓
名
印
鑑
ト
モ
、
能
ク
其
位
置
ヲ
定
メ
置
キ
、
予
メ
贋
封
ノ

患
ヲ
防
ク
コ
ト
ニ
注
意
シ
、
必
ず
異
様
ノ
封
緘
ヲ
ナ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、

但
、
当
庁
ノ
外
本
文
封
緘
ノ
侭
受
渡
シ
ヲ
ナ
ス
ヲ
許
サ
ス
、

然
レ
ト
モ
受
取
主
ニ
於
テ
之
ヲ
信
用
シ
其
侭
受
取
ル
ハ
格
別

ナ
リ
ト
ス
、

第
七
条

一
、
改
済
金
銭
ノ
内
、
若
シ
贋
金
或
ハ
不
足
金
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
贋
金

不
足
金
ハ
為
替
方
ニ
於
テ
弁
償
ス
ヘ
シ
、

但
、
本
文
贋
金
不
足
金
古
金
銀
ナ
ル
時
ハ
、
明
治
七
年
九
月

第
九
拾
三
号
公
布
御
金
銀
貨
幣
価
格
表
ニ
照
シ
、
通
貨
ヲ
以

上
納
ス
ヘ
シ
、

第
八
条

一
、
預
ケ
金
ノ
現
種
類
ニ
抱
ハ
ラ
ス
、
当
庁
ノ
都
合
ニ
寄
リ
、
洋
銀
又

ハ
各
貨
幣
ノ
交
換
ヲ
命
ス
ル
ト
キ
外
国
貨
幣
ハ
時
ノ
相
場
ヲ
以
交

換
ス
ヘ
シ
、
尤
其
他
ノ
貨
幣
共
総
テ
引
換
ニ
付
手
数
料
等
ハ
下
付

セ
サ
ル
ヘ
シ
、

「
明
治

（
貼
紙
）

十
二
年
十
一
月
十
一
日
太
政
官
第
四
十
四
号
御
達
ニ

ヨ
リ
此
条
削
除
候
事
」

第
十
一
条

一
、
当
庁
預
ケ
金
ニ
対
シ
、
抵
当
ト
シ
テ
公
債
証
書
「
此

（
割
注
）公
債
証
書
ノ

価
格
ハ
当
分
金
禄
公
債
証
書
壱
割
利
付
ハ
百
円
ニ
付
百
円
、
七
分

利
付
ハ
八
拾
弐
円
、
六
分
利
付
ハ
七
拾
三
円
、
五
分
利
付
ハ
六
拾

四
円
、
秩
禄
公
債
証
書
ハ
百
円
、
起
業
公
債
証
書
ハ
八
拾
五
円
、

新
公
債
証
書
ハ
七
拾
円
、
旧
公
債
証
書
ハ
実
額
ノ
四
分
ノ
一
ヲ
抵

当
価
ト
シ
テ
以
テ
積
算
ス
ヘ
シ
」
、
又
ハ
地
券
「
此

（
割
注
）地
券
代
価
ハ

券
面
代
価
ニ
抱
ハ
ラ
ス
実
地
売
買
ノ
評
価
ヲ
以
テ
積
算
ス
」
至
正

ノ
実
価
ヲ
積
算
シ
成
規
ノ
手
続
ヲ
経
テ
之
ヲ
差
出
シ
置
ヘ
シ
、
尤

右
抵
当
品
ハ
為
替
方
ノ
都
合
ニ
寄
リ
彼
ト
此
ト
交
換
ス
ル
コ
ト
ヲ

許
ス
ヘ
シ
、

但
、
本
文
彼
ト
此
ト
交
換
ス
ル
ヲ
許
ス
ト
雖
モ
地
券
ヲ
以
公

債
証
書
ト
交
換
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
、
尤
公
債
証
書
ヲ
以
地
券
ニ

換
ユ
ル
ハ
妨
ケ
ナ
シ
ト
ス
、
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第
十
二
条

一
、
預
ケ
金
ハ
常
ニ
官
金
四
万
円
ヲ
極
度
ト
ス
、
故
ニ
前
条
ニ
拠
リ
、

右
同
額
ノ
抵
当
品
ヘ
明
細
書
ヲ
添
ヘ
、
当
庁
ヘ
差
出
シ
置
ク
ヘ
シ
、

然
レ
ト
モ
此
預
ケ
金
極
度
ヨ
リ
増
減
ス
ル
ト
キ
ハ
抵
当
品
モ
又
随

テ
増
減
ス
ヘ
シ
、

但
、
預
ケ
金
極
度
ヨ
リ
増
加
シ
、
増
抵
当
品
差
出
し
難
キ
時

ハ
、
其
増
加
ノ
金
員
一
時
当
庁
ヘ
引
揚
ク
ヘ
シ
、

第
十
四
条

一
、
預
ケ
金
ハ
勿
論
、
仮
預
リ
金
ト
雖
モ
為
替
方
ニ
於
テ
自
己
ニ
融
通

運
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
、
若
シ
之
ニ
違
背
ス
ル
コ
ト
ア
レ
ハ
、

律
ニ
照
シ
テ
処
分
ス
ヘ
シ
、

第
十
七
条

一
、
各
地
方
ヘ
為
換
ヲ
命
シ
タ
ル
ト
キ
無
期
限
ノ
分
ハ
為
替
切
符
該
地

へ
到
達
後
二
日
又
ハ
三
日
限
リ
相
納
ム
ヘ
シ
、
右
手
数
料
ハ
一
ト
口
金

五
拾
円
未
満
ハ
下
渡
サ
ス
、
五
拾
円
以
上
百
円
未
満
ハ
遠
近
ニ
拘
ハ
ラ

ス
金
壱
銭
、
百
円
以
上
ハ
百
円
ニ
付
十
里
毎
ニ
金
弐
銭
五
厘
、
別
ニ
増

手
数
料
ト
シ
テ
里
程
ニ
抱
ハ
ラ
ス
五
拾
円
以
上
五
拾
円
毎
ニ
金
壱
銭
ト

定
メ
、
毎
年
両
度
「
六

（
割
注
）月
十
二
月
」
ニ
払
渡
ス
ヘ
シ
、

但
、
本
文
為
替
金
平
常
預
ケ
金
ノ
外
別
段
下
渡
候
節
ハ
、
更

ニ
抵
当
品
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
、
若
抵
当
品
差
出
シ
難
キ
時
ハ
当

庁
ノ
都
合
ニ
依
リ
便
宜
ノ
処
分
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
、

第
十
八
条

一
、
此
命
令
ハ
満
二
ケ
年
ヲ
以
テ
限
リ
ト
ナ
ス
、
満
期
ニ
至
レ
ハ
預
ケ

金
ノ
決
算
ヲ
為
シ
、
有
余
ノ
金
ハ
悉
皆
上
納
ス
へ
シ
、

但
、
年
限
中
ト
雖
モ
若
シ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
何
時
ニ
テ
モ
放

免
シ
預
ケ
金
ノ
決
算
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ
、

右
ノ
条
々
堅
ク
遵
守
可
致
事
、

明
治
十
二
年
九
月
三
十
日
岡
山
県
令
高
崎
五
六
御
印

〔
後
略
〕

史
料

六

�一
「

加
島

銀
行

事
務

章
程

」
廣

岡
一

三

�一
〇

九

�二
三

（
抄
録
）

〔
前
略
〕

頭
取
ノ
責
任

第
一
諸
官
令
ノ
旨
趣
ニ
準
ヒ
当
銀
行
事
業
ノ
全
体
ヲ
総
轄
シ
、
自
ラ

之
レ
ヲ
代
表
ス
ル
責
任
ヲ
負
フ

第
二
通
常
及
臨
時
総
会
ノ
席
ニ
於
テ
議
長
ト
ナ
ル
ベ
キ
事

第
三
日
々
営
業
時
間
中
ハ
上
行
シ
テ
諸
事
ヲ
処
方
ス
ベ
キ
当
任
ナ
リ
、

然
リ
ト
雖
ド
モ
事
故
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
常
ニ
取
締
役
ヲ
以
テ
代
理
ナ
サ

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
、
然
レ
ド
モ
時
々
上
行
シ
営
業
上
一
切
ノ
景
況
ヲ

実
視
ス
ル
ヲ
要
ス
ベ
キ
事

第
四
当
銀
行
ノ
諸
規
約
ヲ
制
定
シ
、
又
、
之
レ
ヲ
更
正
シ
、
或
ハ
増

補
削
除
等
ナ
サ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
重
役
集
議
決
定
シ
タ
ル
上
施
行
ス
へ

キ
事
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第
五

新
タ
ニ
一
事
ヲ
起
シ
、
又
、
重
要
ノ
事
件
ハ
、
重
役
ハ
勿
論
副

支
配
人
ノ
内
二
名
以
上
臨
時
相
談
員
ニ
選
定
シ
、
集
議
決
定
ノ
上
ニ

非
ラ
ザ
レ
バ
、
之
レ
ヲ
施
行
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
事

第
六

行
印
役
印
及
小
印
ヲ
押
捺
ス
ル
書
類
ハ
、
其
掛
リ
員
ニ
於
テ
照

合
セ
シ
モ
ノ
ト
雖
ド
モ
、
尚
注
意
ヲ
加
ハ
へ
、
若
シ
誤

�ハ
ナ
キ
ヤ

否
ヤ
ヲ
検
定
シ
タ
ル
上
応
用
ス
ベ
キ
事

第
七

営
業
上
有
益
ト
認
ム
ル
交
際
上
ハ
、
勉
メ
テ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル

事

監
事
ノ
責
任

第
一

時
々
上
行
シ
、
重
役
ノ
業
務
施
行
ガ
諸
官
令
及
当
銀
行
ノ
諸
規

約
ニ
適
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
監
視
シ
、
若
シ
不
正
ノ
廉
ア
リ
テ
之
レ
ヲ
検

出
セ
シ
ト
キ
ハ
臨
時
総
会
ヲ
開
キ
自
ラ
議
長
ト
ナ
リ
、
之
レ
ガ
処
分

方
ヲ
決
ス
ベ
キ
事

第
二

毎
半
季
間
総
勘
定
及
利
息
又
ハ
配
当
金
ノ
分
配
案
ヲ
検
査
シ
、

之
レ
ヲ
株
主
総
会
ニ
報
告
ス
ベ
キ
事

第
三

営
業
上
有
利
損
失
等
ノ
コ
ト
ヲ
考
案
シ
、
或
ハ
他
向
キ
ノ
評
説

ヲ
漏
聞
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
速
カ
ニ
其
旨
ヲ
通
知
ス
ベ
シ
、
若
シ
重
要

ノ
事
件
ナ
レ
バ
、
直
チ
ニ
重
役
集
議
ヲ
催
フ
シ
事
実
ヲ
協
議
ス
ル
事

取
締
役
ノ
責
任

第
一

当
銀
行
営
業
ノ
全
体
ニ
注
意
シ
、
倍
々
利
益
ヲ
増
殖
ナ
ラ
シ
メ

ン
コ
ト
ヲ
図
リ
、
又
、
役
員
ノ
事
務
ヲ
分
掌
シ
、
其
他
庶
務
一
切
ノ

責
任
ヲ
負
フ

第
二
頭
取
上
行
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
事
業
諸
般
ヲ
代
理
ス
ル
当
任
タ
ル

事

第
三
通
常
及
臨
時
ノ
総
会
ニ
於
テ
議
長
欠
席
ノ
ト
キ
ハ
、
之
レ
ヲ
代

理
ス
ル
当
任
タ
ル
事

第
四
行
印
其
他
緊
要
ノ
印
章
及
大
切
ノ
書
類
等
一
切
ヲ
預
リ
、
之
レ

ヲ
金
匣
ニ
蔵
メ
置
キ
其
出
入
ヲ
監
督
ス
ベ
キ
事

第
五
副
支
配
人
以
下
役
員
ノ
業
務
ニ
付
、
其
勤
惰
及
品
行
ノ
正
不
正

其
他
一
切
ノ
コ
ト
ヲ
監
督
ス
ル
事

第
六
本
支
店
間
用
談
ノ
往
復
文
通
ハ
、
書
記
掛
リ
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
自

ラ
取
扱
フ
ベ
キ
事

第
七
行
印
役
印
及
小
印
ヲ
押
捺
ス
ル
書
類
ハ
、
其
掛
リ
員
ニ
於
テ
照

合
セ
シ
モ
ノ
ト
雖
ド
モ
、
尚
注
意
ヲ
加
へ
、
若
シ
誤

�ハ
ナ
キ
ヤ
否

ヤ
ヲ
検
定
シ
タ
ル
上
応
用
ス
ベ
キ
事

第
八
電
信
暗
号
其
他
秘
密
ヲ
要
ス
ル
書
類
一
切
ハ
、
重
役
及
副
支
配

人
ニ
於
テ
取
扱
フ
モ
ノ
ニ
付
、
他
ニ
散
乱
或
ハ
漏
洩
ナ
ス
ベ
カ
ラ
ザ

ル
事

第
九
営
業
上
利
益
ト
認
ム
ル
交
際
ハ
勉
テ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事

第
十
秘
書
類
其
他
器
具
保
存
物
等
ハ
時
々
検
査
ナ
ス
ベ
キ
事

第
十
一
毎
年
少
ク
ト
モ
二
回
重
役
申
合
セ
、
一
名
各
支
店
ニ
出
張
シ
、

金
銭
及
諸
帳
簿
諸
物
品
ノ
検
査
ヲ
為
シ
、
其
他
営
業
上
ノ
実
況
ヲ
視
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察
シ
方
針
ノ
如
何
ヲ
考
案
ス
ベ
キ
事

但
シ
営
業
ノ
都
合
ニ
ヨ
リ
副
支
配
人
ヲ
以
テ
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ヲ
得

第
十
二

用
度
掛
リ
ハ
諸
事
節
減
シ
、
什
器
其
他
ノ
物
品
等
ニ
注
意
ス

ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
視
察
シ
、
又
、
諸
役
員
ノ
勤
惰
及
品
行
上
ノ
事
実
ヲ
確

認
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
賞
罰
ノ
処
分
方
ニ
付
、
重
役
協
議
ノ
上
偏
頗

ナ
キ
処
断
ス
へ
キ
事

但
本
条
ハ
仮
令
事
実
ヲ
確
認
シ
タ
リ
ト
雖
ド
モ
、
重
要
ノ
事
件
ハ
、

其
本
人
ニ
関
係
ナ
キ
他
ノ
役
員
二
三
名
ノ
具
状
ヲ
聴
ク
ニ
非
ラ
ザ

レ
バ
容
易
ニ
之
レ
ヲ
処
分
ス
ベ
カ
ラ
ズ

〔
後
略
〕

史
料

六

�二
「
廣
岡
合
名
会
社
社
員
会
議
決
議
録
」

大
同
Ｄ
二

�二

決
議
録

株
式
会
社
加
島
銀
行
ノ
経
営
万
端
ヲ
吾
々
一
家
ニ
一
任
セ
ラ
ル
ル
所
以

ハ
、
主
ト
シ
テ
吾
々
一
家
カ
組
織
セ
ル
当
社
カ
、
同
行
ノ
大
株
主
ナ
ル

カ
タ
メ
ナ
リ
。
今
回
、
同
行
カ
、
減
資
ヲ
行
フ
ノ
已
ム
ナ
キ
ニ
至
リ
タ

ル
ル
事
時
勢
ニ
因
ル
次
第
ト
ハ
申
ナ
ガ
ラ
、
是
ガ
損
失
ヲ
全
幅
ノ
信
頼

ヲ
以
テ
吾
々
一
家
ニ
其
経
営
ヲ
委
ネ
ラ
ル
ル
一
般
株
主
ニ
及
ボ
ス
コ
ト

ハ
、
徳
義
上
出
来
難
キ
コ
ト
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
仮
リ
ニ
一
般
株
主
ニ

損
失
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
ハ
、
法
規
上
当
然
ノ
帰
結
ニ
シ
テ
道
義
上
顧
慮
ス

ル
ノ
価
値
ナ
シ
ト
ス
ル
モ
、
総
会
ニ
於
ケ
ル
紛
擾
延
テ
ハ
預
金
者
ニ
不

安
ヲ
与
ヘ
、
財
界
ニ
動
揺
ヲ
惹
起
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ラ
ン
カ
当
家
ノ
吾
国

財
界
ニ
対
ス
ル
責
任
軽
シ
ト
セ
ス
。
故
ニ
株
式
会
社
加
島
銀
行
ノ
減
資

カ
、
株
式
併
合
ノ
方
法
ニ
ヨ
ル
モ
、
将
又
株
式
消
却
ノ
方
法
ニ
ヨ
ル
モ
、

当
社
ハ
進
ン
デ
其
損
失
ヲ
負
担
ス
ル
コ
ト
ト
シ
、
当
社
所
有
ノ
加
島
銀

行
株
式
ヲ
無
償
ニ
テ
提
供
ス
ベ
キ
責
務
ア
リ
ト
認
メ
、
本
日
社
員
会
議

開
催
左
記
ヲ
決
議
シ
タ
リ
。

（
一
）
株
式
併
合
ノ
場
合

減
資
ノ
結
果
半
減
（
二
株
ヲ
併
合
シ
テ
一
株
ニ
）
ノ
場
合
五

拾
円
全
額
払
込
済
ノ
株
式
並
ニ
十
二
円
五
十
銭
払
込
済
株
式

ノ
各
減
少
セ
ラ
レ
タ
ル
株
主
各
位
ニ
対
シ
テ
ハ
、
減
資
後
発

行
ス
ル
廣
岡
一
家
所
有
ノ
株
式
ヲ
以
テ
、
其
減
少
セ
ラ
レ
タ

ル
ト
同
数
ノ
株
式
ヲ
無
償
ニ
テ
譲
渡
ス
ル
コ
ト
。

（
二
）
株
式
消
却
ノ
場
合

資
本
減
少
額
一
千
五
百
十
万
円
ニ
相
当
ス
ル
株
式
ハ
、
廣
岡

一
家
所
有
ノ
株
式
ヲ
、
株
式
会
社
加
島
銀
行
ニ
対
シ
無
償
ニ

テ
提
供
ス
ル
コ
ト
。

昭
和
三
年
三
月
二
十
四
日

大
阪
市
西
区
土
佐
堀
通
一
丁

目
一

番
地

廣
岡
合
名
会
社

代
表
社
員
廣
岡
恵
三

社
員

廣
岡

久
右

衛
門
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社
員

廣
岡
松
三
郎

史
料

七
�一

「
長
州
御
太
守
入
来
茶
会
記
」

廣
岡
九

�二
六

安
永
七
戊
戌
九
月
六
日
、
本
家
江
長
州
御
太
守
、
御
内
々
ニ
而
七
事
被

遊
御
覧
候
由
御
内
意
ニ
而
、
宗
掬
、
狩
野
氏
入
来
、
尤
御
普
請
中
御
座

鋪
出
来
無
之
、
玄
関
次
八
畳
鋪
ニ
而
、
且
座
、
花
月
御
催
、

殿
様
御
休
足
御
部
屋
二
階

八
畳
鋪
御
錺

一
、
掛
物

土
佐
光
定
日
出

一
、
唐
物
金
鶴
香
炉

一
、
床
脇
文
庫
硯
箱

一
、
真
塗
台
子
、
染
付
水
差

一
、
与
二
郎
阿
弥
陀
堂
釜

丸
釜
風
炉

一
、

�立
青
磁

一
、
建
水

砂
張

一
、
蓋
置

琉
金
ホ
ヤ

二
階

一
、
掛
物

雪
舟
福
録
寿

一
、
花
入

伊
賀
置

花
水
仙
赤
椿

一
、
違
棚

青
磁
ホ
ヤ
香
炉

同
下

硯
箱

二
階
下
座
鋪

一
、
掛
物

長
州
画
工
操
玄

殿
様
御
好
ふ
よ
う
ノ
絵
、
前
年

御
拝
領

一
、
花
入

青
磁
置
、
天 （
マ
マ
）筈
板

花
大
菊
両
種

且
座

一
、
花
入

高
取
焼
置

花
小
き
く

一
、
炭
斗

台

一
、
香
盆

青
磁
香
炉
、
時
代
重
香

一
、
茶
入

さ
つ
ま
大
長
緒

袋
花
色
大
内
桐

一
、
茶
碗

井
戸

一
、
茶

�

天
然
銘
福
の
神

一
、
錺
菓
子

存
星
盆

落
雁
、
氷
砂
糖

一
、
薄
茶
器
時
代
鶴
棗

花
上
客
寺
内
昨 ム
カ
シ

香
二

竹
中
右
源
治

炭
末

竹
田
休
和
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東
宗
掬

半
東

宗
朴

且
座
後
、
八
畳
ニ
而
宗
匠
方

御
目
見
、
御
用
人
取
次
、
従

太
守

御
懇
命
之
御
意
ヲ
蒙
ら
れ
、
暫
休
足
之
上
、
花
月

御
所
望
之
由
御
意
有
之
、
暫

御
休
足
被
遊
御
座
候
、
其
間
錺
替

一
、
掛
物

慈
鎮
和
尚
色
紙

一
、
三
重
棚

一
、
水
指

金
襴
手

一
、
茶
碗

ノ
ン
カ
ウ
黒

一
、
茶
入

棗

一
、
茶

�

原

�

一
、
蓋
置

祥
瑞

花
月

三
宗
掬

二
昨右
源
治

休
和

初
主
宗
朴

花
月
相
済
、
直
様
御
立
、
尤
七
ツ
時
前
御
入
、
夜
四
ツ
時
御
立

史
料
七

�二
「
一
札
之
事
（
金
子
合
力
）」

大
同

Ｂ
五

�三

一
札
之
事

一
、
私
義
身
上
不
如
意
ニ
而
甚
難
渋
仕
罷
有
候
付
、
其
元
様
江
無
筋
之

義
ニ
御
座
候
得
共
も

（
マ
マ
）、
銀
子
御
無
心
申
入
候
所
、
御
許
容
被
下
、

則
金
百
三
拾
両
御
合
力
被
下
、
忝
慥
請
取
申
候
、
右
金
子
を
以
、

借
銀
方
相
仕
廻
、
偏
御
蔭
故
と
重
畳
忝
仕
合
ニ
存
候
、
然
ル
上
者
、

392

屋 水

次
ノ
間
御
近
習
衆
御
用
人
衆
、

御
家
老
其
外
御
附
々

花
月

御
座
所

且
座

御
座
所

御
刀
掛

棚子 台

床

勝
手
口

棚

違



向
後
随
分
家
内
倹
約
相
用
、
相
続
可
仕
候
、
仍
而
為
後
証
一
札
如

件

安
永
九
子

十
二
月
廿
一
日

多
田
宗
掬
（
印
）

加
嶋
屋
久
右
衛
門
様

史
料

八

�一
「
規
定
一
札
」

廣
岡
八

�

二
八

規
定
一
札

一
、
此
度
関
東
表
御
裁
許
ニ
付
御
物
入
多
候
処
、
御
慎
中
故
内
々
無
拠

御
頼
申
入
候
処
、
再
応
寄
合
御
示
談
に
被
及
、
則
弐
千
金
御
調
金

可
被
成
上
之
旨
致
承
知
、
御
厚
志
之
趣
於
拙
者
共
茂
厚
忝
次
第
存

候
、
就
夫
旧
冬

御
用
金
御
頼
砌
当
寅
年

�五
ヶ
年
割
済
之
仕
方
を
以
御
頼
申
入
、

則
当
年

�相
対
通
無
相
違
御
返
済
可
申
儀
故
、
此
度
御
頼
御
用
金

者
急
束 （
速
）御
返
済
茂
難
被
成
段
深
察
之
上
、
来
卯
三
月
限
ニ
御
返
済

有
之
候
様
御
示
談
有
之
忝
存
候
、
然
ル
上
者
右
相
対
通
此
後
聊
茂

相
違
無
之
様
執
計
可
申
候
、
為
後
日
規
定
一
札
依
而
如
件

滝
弾
正

（
詮
）

［
印
］

文
化
三
丙
寅
年
八
月

上
田
主
殿

（
芳
郷
）（
印
）

松
川
幾
馬
（
印
）

御
勘
定
所
衆
中

御
勘
定
方
衆
中

前
書
之
趣
於
拙
者
同
意
ニ
令
承
知
候
、
為
念
奥
印
如
件

池
永
外
記

（
三
裕
）（
印
）

史
料
八

�二
〔
書
状
〕

廣
岡
九

�五四

�一〇

此
度
監
護
役
知
蔵
様
御
下
坂
被
成
下
得
貴
顔
大
徳
仕
候
ニ
付
、
任

幸
便
一
筆
啓
上
仕
候
、
時
分
柄
冷
気
相
募
罷
在
候
処
、
表
其
地
御

寺
内
為
御

�益
御
勇
堅
被
成
御
座
珍
重
之
御
儀
奉
存
候
、
当
方
主

人
始
無
異
儀
罷
過
候
条
、
乍
軽
御
休
意
可
被
下
候
、
誠
ニ
一
昨
年

者
初
而
寛
々
得
拝
顔
、
学
林
御
普
請
之
儀
御
掛
合
申
候
得
共
、
其

後
彼
是
無
拠
差
障
趣
共
有
之
候
故
段
々
延
引
仕
候
、
芳
道
様
是

�

度
々
御
掛
合
ニ
御
入
来
被
下
候
得
共
、
取
〆
り
差
延
有
之
候
処
、

此
度
尊
坊
様
御
口
上
之
趣
ヲ
以
態
々
知
蔵
様
御
相
談
御
出
被
下
候

故
、
主
人
江
右
之
趣
申
含
及
相
談
申
候
、
蜜
々
委
細
之
儀
ハ
知
蔵

様

�之
御
状
ニ
而
相
分
可
申
候
、
此
儀
宜
敷
御
聞
済
被
成
下
度
候
、

金
子
之
義
ハ
尊
坊
様
御
差
図
次
第
御
相
泰

（
マ
マ
）申
置
候
程
ハ
何
時
成
共

御
案
内
被
下
候
得
者
差
上
可
申
候
、

尤
委
細
之
儀
者
来
ル
三
月
上

旬
御
上
京
之
節
御
拝
顔
申
上
度
候
、
主
人

も
呉
々
宜
敷

野
子

�申

上
候
様
被
申
付
候
、
次
第

寒
冷
相
成
候

へ
者
随
分
御

自
愛

専
一
ニ

可
被
存
候
、
先
ハ
右
一
件
申
上
度
時
候
御
見
舞

�旁
呈
愚
札
候
、

恐
惶
謹
言

十
月
六
日

加
嶋
屋
条
輔

御
能
主
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平
乗
寺
様

史
料

八
�三

〔
書
簡
〕

廣
岡
一
五

�

五

�二

尚
々
御
安
全
之
旨
珍
重
不
斜
候
、
乍
麁
末
土
産
之
一
品

�ニ
恵

観
尼
公
へ
干
菓
子
壱
箱
進
之
、
以
上

簡
中
得
御
意
候
、
先
以
貴
宅
御

�弥
御
堅
勝
御
暮
可
被
成
候
条
珍

重
之
御
事
御
座
候
、
拙
僧
事
及
衰
世
、
去
冬
以
来
別
而
少
々
異
例

罷
在
候
得
共
、
押
而
致
上
京
、
当
月
九
日
到
着
、
十
五
日
如
例
年

無
難
致
開
講
候
、
然
者
学
林
之
儀
、
不
相
替
御
懇
志
之
御
心
配
共

難
有
存
候
、
再
建
之
儀
、
先
達
而
も
以
看
護
智
蔵
及
御
相
談
候
処
、

金
五
百
両
御
寄
進
之
御
志
之
旨
致
承
知
難
有
存
候
、
且
亦
其
節
智

蔵
へ
御
申
越
之
趣
委
細
致
承
知
御
尤
ニ
存
候
、
依
之
今
度
再
建
之

儀
者
材
木
等
其
外
一
切
普
請
之
模
様
少
も
美
々
敷
事
者
曽
而
望
無

之
候
、
但
惣
間
数
等
者
諸
大
衆
聴
講
之
勝
手
宜
敷
様
ニ
麁
相
ニ
成

共
早
速
致
成
就
候
様
念
願
而
已
ニ
候
、
貴
宅
元
来
於
当
学
林
大
檀

越
之
義
ニ
候
間
、
右
之
趣
ニ
而
御
引
請
被
成
、
古
来
之
通
不
相
替

被
運
御
懇
志
候
様
偏
ニ
御
頼
申
入
事
御
座
候
、
慧
観
尼
公

�兼
而

御
深
志
之
趣
致
感
居
候
、
宜
敷
御
伝
達
可
被
下
候
、
猶
委
細
智
蔵

へ
申
含
候
間
、
御
示
談
可
被
下
候
、
謹
言

平
乗
寺

四
月
十
八
日

霊
山
（
花
押
）

廣
岡
久
右
衛
門
様
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